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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

― ―

― ―

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

2

2　最低賃金は、全国一律時給
1,500円以上に引き上げるこ
と。引き上げにあたっては、
社会保険料事業主負担分軽減
のための効果的な支援策をは
じめ、中小企業を支援するこ
と。

　最低賃金は、働く人々のセーフティーネットとしての
役割を担っており、地域における労働者の生計費や企業
の賃金支払能力などを見極めたうえで、国において適切
に判断されるべきものと考えております。
　国においても、これまでから、事業場内最低賃金を一
定額引き上げ、設備投資などを行った企業に助成を行う
業務改善助成金の拡充が行われており、本市としても、
支援策の活用が進むよう制度周知に努めております。

1

重点要求項目
１　物価高騰・感染症対策の
強化で市民のいのちと生業を
守れ
◆以下のことを国に求めるこ
と
1　物価高騰対策として最も効
果のある、消費税減税を実施
すること。零細事業者を廃業
に追い込むインボイス制度は
中止すること。

　消費税は、あらゆる世代が広く負担を分かち合い、
国・地方を通じた社会保障に要する財源を安定的に確保
していくために必要なものであり、本市においても、こ
の貴重な財源を社会保障の予算に充て、市民のいのちと
暮らしを守る取組を推進しているため、税率引下げを国
に求めることは考えておりません。
　インボイス制度は、軽減税率の実施に当たり、適切な
課税を確保するため導入されたものと認識しており、導
入に当たり、事業者に配慮し、様々な経過措置が設けら
れています。
　本市としても、制度の廃止を国に求めることは考えて
おりませんが、円滑な制度運用に向け、引き続き、国へ
の協力のほか、関係団体とも連携し、周知・広報を行っ
てまいります。

1



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

3　物価高騰対策として、減収
要件を撤廃し、フリーランス
なども対象に事業規模に応じ
た、固定費を含む中小事業者
補助金を創設すること。

　本市では、これまでから京都府や経済界等と連携しな
がら、国に対して事業活動の下支えと経済回復を後押し
する支援策等について要望を重ね、国の「デフレ完全脱
却のための総合経済対策」をはじめとした、更なる支援
策の拡充が図られたところです。引き続き、京都府、関
係機関とも連携し、国に対して要望してまいります。

4(1)

4　感染症対策について
・発熱外来の体制強化、高齢
者施設での対応に対する補助
制度を創設すること。

　発熱外来の体制強化については、令和6年度診療報酬
改定において、発熱その他感染症を疑わせるような症状
を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で
初診を行った場合の加算が新設されることとなっており
ます。
　高齢者施設に対する新型コロナウイルスに係る検査や
医療支援等については、令和2年度以降、国通知を踏ま
え、京都府とも連携して取組を進めてきましたが、令和
5年度末で、国による財政支援が終了したことから、本
市も令和5年度末で支援を終了しました。本市として
は、市内の感染状況を注視しつつ、必要に応じて、国に
対して支援を要望してまいります。

3

2



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

4(3)
・病床数削減、公立・公的病
院統廃合計画は撤回するこ
と。

　感染症への対応の視点も含めて、質が高く効率的で持
続可能な医療提供体制の整備を進めるため、病床の削減
や統廃合ありきではなく、各都道府県が地域の実情を踏
まえ、主体的に取組を進めるという基本的考えの下、京
都府を中心に、地域医療構想調整会議の場で、公立・公
的・民間医療機関における対応方針の策定や検証・見直
しが行われました。
　本市として、引き続き、京都府と連携を図りながら、
地域の実情に応じ、切れ目なく過不足もない医療提供体
制の確保を図ってまいります。

4(2)
・保健所の抜本的な機能強化
を支援すること。

　本市の保健所体制については、各区役所・支所14か所
に健康福祉部・子どもはぐくみ室を有する保健福祉セン
ターを設置し、地域に根差した保健福祉施策を総合的に
実施しております。一方で、全市的な健康危機事案で
は、知見がない中での迅速な方針決定や情報共有、緊急
案件などに臨機応変に対応するため、集約した体制の
下、指揮系統を一本化して対応しております。
　また、次の新興感染症等に備えた保健所の機能強化を
適切に進めるため、新型コロナウイルス感染症対応での
経験・取組を踏まえて策定した府市一体の京都府感染症
予防計画や、その実行性を担保するための京都市保健所
健康危機対処計画及び京都市衛生環境研究所健康危機対
処計画等に基づき、有事に備えた体制整備を平時から進
めてまいります。

3



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
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令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・（介護保険事業特別会計）保険給付費 150,782,520

・養護老人ホーム措置費 2,166,157

・ケアハウス事務費補助 422,761

・障害介護給付費・訓練等給付費 51,352,449

・【教育・保育施設運営】民間社会福祉施設単費援
護

5,747,685

（うち、施設型給付費・委託費（条例による保育士
配置基準の改善分））

1,488,777

・民間社会福祉施設援護費  141,903
4(5)

・感染症対策や、職員が感染
した場合の体制確保のために
も介護・障害・保育など社会
福祉施設の職員配置の抜本的
改善と大幅な賃金・処遇の引
き上げ、その財源確保を行う
こと。

　社会福祉施設等における慢性的な職員不足を鑑み、職
員の確保・育成が推進されるよう、福祉・介護職員処遇
改善加算が実施されるなど、処遇改善が図られてきてお
ります。また、令和6年2月からは収入を6千円程度引き
上げるための措置が実施されております。
　保育所等の処遇について、現在、国制度上（公定価
格）では、既存の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱに加え、令和4
年10月から新たに全職員の賃金引上げを目的とした処遇
改善等加算Ⅲが恒久化されました。
　また、本市においても、これまでから独自財源を投入
し、国基準を上回る配置と処遇改善を図っており、引き
続き、国に対して、職員配置基準の見直し等を要望して
まいります。

4(4)
・感染者の全数把握の緩和に
よる影響について検証するこ
と。

　新型コロナウイルス感染症の発生動向把握に関して
は、国における把握方法の検討等を踏まえ、感染症法上
の位置づけが変更となった令和5年5月8日以降、全国一
律でインフルエンザ定点を基本とした定点報告による把
握に変更されており、これにより流行状況の推移を把握
できるものと認識しております。
　引き続き、国の方針を踏まえ、発生動向の適切な公表
等を行うことにより感染予防に係る周知・啓発等に取り
組んでまいります。

4



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

☆京都市くらし応援給付金（令和６年度給付）事業
（事務費）

880,000

・京都市くらし応援給付金（令和６年度給付）事業
（扶助費）

14,875,000

― ―

6

☆6　コロナ禍対応の「ゼロゼ
ロ融資」の借り換えを可能と
する支援策は、対象要件をさ
らに緩和し、無利子とし、事
業継続を支援すること。審査
を柔軟化し据え置き期間を延
長すること。

　実質無利子融資の借換については、国の制度改正を受
け、既往債務だけでなく、幅広い資金需要に対応するよ
う、府市協調で実施している「伴走支援型経営改善おう
えん資金」を拡充し、多くの事業者に利用いただいてい
るところであり、本市から金融機関や保証協会に対し、
事業者の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うよう要請
しております。
　また、実質無利子融資の条件変更に伴う追加の信用保
証料への補助など、金融支援の更なる充実と事業者等の
負担軽減に向けた支援についても、国に要望しておりま
す。

5

5　コロナ禍や物価高騰による
生活困窮者・収入減少世帯を
対象とした支援制度を創設す
ること。申請要件を緩和する
など使い勝手の良いものにす
ること。また、返済について
も柔軟な対応を行うこと。

　コロナ禍において実施された生活福祉資金特例貸付
（緊急小口資金・総合支援資金）については、実施主体
である京都府社会福祉協議会から対象者へ償還免除手続
の案内を送付するなど、返済が困難な方に対し、丁寧に
対応いただいているものと認識しております。
　また、物価高騰による負担増を踏まえ、定額減税の恩
恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方や新
たに住民税非課税となる世帯等への給付については、令
和6年6月以降、給付開始できるように取組を進めてまい
ります。
　本市においても、引き続き、国と連携し、生活にお困
りの方に対する支援に取り組んでまいります。

5



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

8
8　公営企業における独自のコ
ロナ対策に対する交付金制度
を創設すること。

　新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが
5類に移行していることから、本市の公営企業において
は新型コロナウイルス感染症に特化した対策を実施して
おらず、国への要望についても実施しておりません。

7
7　新型コロナウイルス感染症
拡大による公営企業の減収に
対して、補填を行うこと。

　市バス・地下鉄事業について、コロナ禍前の状況まで
お客様数の回復を見込むことが難しい中、輸送の安全確
保のための車両・設備の老朽化対策や燃料費・人件費等
の高騰の影響など、市バス・地下鉄事業を取り巻く経営
環境は厳しさを増しています。この先も厳しい状況が続
く見通しである中、事業運営に要する費用については、
運賃等を充てて経営する「独立採算制」を原則としつ
つ、市民生活と多様な都市活動を支える役割を果たせる
よう、引き続き、国に対して要望してまいります。
　上下水道事業については、引き続き、全国の自治体等
と連携し、事業を安定的に運営するための十分な支援を
講じるよう、国に対して要望してまいります。

6



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

10
☆10　公営企業における消費
税は適用除外とすること。

　消費税は、消費一般に負担を求める間接税であり、市
バス・地下鉄の運賃や水道料金等についても、適正に転
嫁し、利用者が公平に負担すべきものと考えておりま
す。

9

9　高齢者・障害者等の施設入
所者の新型コロナウイルス感
染が明らかになった場合は、
速やかに入院できるように体
制をとること。

　新型コロナウイルス感染症の対応については、令和6
年4月から通常の医療提供体制によって対応することと
されており、高齢者施設等の入所者についても他の疾病
と同様、主治医や当該施設の協力医療機関の医師により
入院が必要と診断した場合に、医療機関間で直接調整い
ただくこととなります。

7



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

11(2)

エッセンシャルワーカー（医
療・介護・教育・社会福祉施
設・交通事業従事者・市職員
など）と園児、児童、生徒、
学生等に対するPCR・抗原検査
ができるように補助制度など
を創設すること。

　新型コロナウイルス感染症については、令和4年6月以
降、症状がある職員や入所者に抗原定性検査キットによ
る随時検査を実施してまいりましたが、令和5年度末
で、国による財政支援が終了したことから、本市も令和
5年度末で検査を終了しました。
　検査を希望される方は、体調不良の場合は医療機関を
受診していただき、体調に問題がない場合は抗原定性検
査キットを御自身で購入し、御対応いただくこととなり
ます。
　本市としては、市内の感染状況を注視しつつ、必要に
応じて、国に対して支援を要望してまいります。

11(1)

◆京都市としての支援を強化
すること
11　市民がいつでも、どこで
も無料でPCR・抗原検査ができ
るように体制を整えること。

　新型コロナウイルス感染症については、令和6年4月か
ら通常の医療提供体制によって対応するという国方針に
基づき、高齢者施設等での行政検査も令和6年3月末で終
了しました。
　検査を希望される方は、体調不良の場合は医療機関を
受診していただき、体調に問題がない場合は抗原定性検
査キットを御自身で購入し、御対応いただくこととなり
ます。

8



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

13

13　京都市中小企業等物価高
騰対策支援金（減収要件無
し）は、支援額を増額し、来
年度以降も継続すること。

　本市では、令和2年度以降、幅広い事業者を対象とし
た支援を5回実施し、事業者の事業継続と雇用維持の下
支えに取り組んでおり、引き続き、国の動向や物価高騰
の状況等を注視し対応してまいります。
　なお、幅広い事業者を対象とした直接給付について
は、巨額の財政支出を伴うため、自治体の財政力に左右
されることのないよう、基本的には、国において措置さ
れるべきものと考えており、必要に応じて国に要望して
まいります。

12

12　１ヶ所に集約した保健所
を各行政区・支所にもどし、
公衆衛生体制の再構築を図る
とともに、地区医師会との連
携を強化すること。正規職員
の増員をはかり、保健所体制
を抜本的に拡充すること。

　保健所の体制は、地域において保健・医療・福祉を総
合的に支援するため、各区役所・支所に保健福祉セン
ターを設置するとともに、政令市平均を上回る保健師を
配置し、体制を充実させております。
　一方、新興感染症をはじめとする大規模な健康危機事
案の場合などは、知見がない中で、方針決定や情報共有
の迅速性、他都市や複数区に跨る緊急案件などを考慮す
ると、集約し一元的な指揮命令のもとで進めていくこと
が、より効果的であると考えております。
　職員体制については、行財政改革計画に掲げる職員数
の適正化に取り組むなかでも、市民のいのちと暮らしを
守るための行政サービスの維持や、新たな行政需要への
対応に必要な執行体制については、必要に応じてしっか
りと強化してまいります。

9



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・中小企業の持続的発展のための基盤整備 150,900

（うち、中小企業経営支援体制の強化) 71,800

（うち、中小企業創業・経営支援事業) 3,900

（うち、物価高等に対応するための中小企業相談窓
口体制強化事業)

68,000

・●地域企業応援プロジェクト 65,900

（うち、・就職氷河期世代活躍支援事業） 15,000

・●京都中小企業担い手確保・定着支援事業 75,705

15

15　全ての失業者・転職者・
労働者の相談窓口を設置し、
懇切丁寧な就労支援を行うと
ともに、労働相談への対応を
強化すること。

　本市では、既卒の方を含めた若者の市内企業への就職
を支援するため、わかもの就職支援センターを拠点とし
て、若者と市内企業の交流促進や就職に関する相談対応
等を行っております。
　また、同センター内に「就職氷河期世代活躍支援コー
ナー」を設置し、就職氷河期世代に当たる方の就職相談
や地域企業とのマッチングにつなげる取組などを実施し
ております。
　今後も、関係機関等と連携を図り、必要な取組を進め
てまいります。

14

14　中小企業支援センターを
復活し、新型コロナウイルス
感染症拡大・物価高騰の影響
を受けた中小企業・個人事業
主に対して、市が直接、経営
相談を行うこと。区役所に中
小企業・商工業振興対策等の
部署を設置し、専門相談員を
配置すること。

　中小企業の視点に立った経営支援をより効果的に実施
するため、本市の相談窓口を京都商工会議所の各ビジネ
スサポートデスク及び京北商工会の市内5箇所の経営相
談窓口と一体的に運用しております。
　区役所への専門の相談員の配置は検討しておりません
が、今後とも、京都商工会議所等と一体的に、経営支援
員による窓口・訪問相談をはじめ、中小企業診断士等の
専門家派遣等により、ワンストップできめ細かく対応し
てまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・ふるさと納税を活用した大学における地域連携等
推進事業

114,450

― ―

　学生支援については、国や京都府等と連携・補完しな
がら、様々な取組を進めております。
　学生への生活支援や食料支援については、国所管の独
立行政法人である日本学生支援機構や、京都府におい
て、支援の充実が図られるとともに、本市では、大学と
の協働により集めたふるさと納税寄付金を財源として実
施する「ふるさと納税を活用した大学における地域連携
等推進事業」において、令和5年度から大学が実施する
経済的に困窮する学生への支援に関する取組にも寄付金
を活用できるよう制度を拡充し、活用いただいておりま
す。
　引き続き、国や府、各大学等と連携し、必要な取組を
進めてまいります。

17

17　市民税については納税が
困難な市民への減免制度を創
設すること。機械的な税徴収
や差押えを行わず、納税の緩
和制度の周知を図り実施する
こと。

　納税が困難な方への減免制度については、地方税法に
おいて納税の緩和制度が設けられているほか、廃業等に
より所得が前年より著しく減少した方に対する個人市民
税の減免制度を本市独自に設けております。
　市税徴収にあたっては、書面や電話による催告を行っ
てもなお納付がない場合、納税資力の確認や納税者の実
態把握を行ったうえで差押えなどの滞納処分を執行して
おり、納税の緩和制度についても、HPやチラシ等により
周知を図るほか、納税者に対し丁寧な制度説明を行って
おります。

16
16　京都府と連携して、生活
に困窮する市民・学生の生活
支援や食料支援を行うこと。

11



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

19

19　水道料金・下水道使用料
の福祉減免制度を創設するこ
と。支払猶予制度を継続する
こと。

　生活困窮者等への福祉減免制度については、特定の利
用者の料金・使用料を減免することにより、他の利用者
にその負担を転嫁することになることから、公平の原則
の下、実施する考えはございません。
　なお、支払が困難なお客さまには、引き続き、個別の
事情に寄り添った懇切丁寧な対応を行ってまいります。

18
18　物価高騰対策として市民
生活支援のため、上下水道基
本料金を減免すること。

　物価高騰対策としての水道料金・下水道使用料の減免
については、仮に実施した場合、老朽化した管路・施設
の更新に必要な財源確保のため企業債の追加発行を要
し、将来世代に過大な負担を先送りすることになること
から、実施する考えはございません。

12



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・標準準拠システムへの移行作業（住民基本台帳、
印鑑登録）

472,649

・標準準拠システムへの移行作業（就学） 132,620

・標準準拠システムへの移行作業（戸籍、戸籍の附
票）

79,910

・標準準拠システムへの移行準備作業（子ども・子
育て支援）

70,500

・共通基盤追加機能の構築等 719,744
21

21　独自施策を困難にし、個
人情報を民間に提供し、行政
の一元的管理を進める「自治
体システムの標準化」は、国
に撤回を求めること。

　自治体情報システム標準化は、市民の利便性の向上と
行政運営の効率化を目的として、全国の自治体が共通で
行う主要な事務を対象にしているものであり、自治体独
自施策の実施に制約を加えようとするものではありませ
ん。
　また、自治体が保有する個人情報については、引き続
き各自治体が管理するものであり、民間への提供や、国
による一元的な管理を進めようとするものではありませ
ん。
　自治体情報システム標準化の実現に向けては、国や事
業者の動向など様々な状況を見極めながら、引き続き、
円滑かつ効果的・効率的な移行に全庁を挙げて取り組ん
でまいります。

20

２　「行財政改革計画」を撤
回し、自治体の公的な責任の
発揮を
20　福祉・住民サービス削
減、公共機能を後退させる
「行財政改革計画」は撤回
し、住民福祉の増進を図るこ
と。

　行財政改革計画で見直された施策は、将来に負担を残
さないよう、持続可能な制度へと再構築してきたもので
あり、撤回は考えておりません。
　今後、政策・施策等の点検を行うとともに、市民・外
部有識者等の御意見を幅広くいただきながら現行の行財
政改革計画の総括を進め、現行の行財政改革計画の枠組
みにとどまらない新たな計画を令和7年度当初予算の提
案にあわせて策定してまいります。

13



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

23

23　個人市民税の累進制の復
活と法人市民税の累進制の強
化を国に求めること。法人市
民税の超過課税を法定上限の
8.4％までただちに引き上げる
など、現行法のもとでも累進
課税を強化し税収増をはかる
こと。

　個人・法人の住民税は、地域の構成員としての応益負
担の性質を有しており、現在の制度は妥当なものである
ことから、本市としては、国に対して累進性の採用や強
化を求めることは考えておりません。
　また、法人市民税の超過税率の更なる引上げについて
は、経済状況や企業活動に及ぼす影響、市民や事業者の
コンセンサス等を見極めつつ、慎重に検討する必要があ
ると考えております。
　引き続き、地方税財政の充実確保の観点から、国に対
して、所得課税の配分割合の拡充強化を求めてまいりま
す。

22

22　地方交付税の性格を歪
め、自治体間競争をあおる
トップランナー方式をやめる
こと。地方交付税の必要な財
源を確保するよう強力に国に
求めること。

　地方交付税の必要額確保に向け、
・地方とりわけ大都市特有の財政需要や観光需要など本
市特有の財政需要をしっかり補足すること。また、収入
面でも税収等を的確に見込むことにより、地方交付税を
適切に算定すること
・臨時財政対策債の廃止（地方財源不足の解消は、法定
率の引上げによって対応すること）
等を国に対して強く求めており、引き続き、指定都市等
とも連携のうえ、必要な要望を実施してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

24(2)

☆24　マイナンバー制度の推
進はやめること。マイナン
バーを公的書類の要件にしな
いこと。国に対してマイナ保
険証の強制及び保険証廃止方
針の撤回を求めること。国が
保険証の廃止を撤回しない場
合は、すべての被保険者に対
し資格確認書を発行するこ
と。

　マイナンバー制度は、「国民の利便性向上」、「行政
の効率化」、「公平・公正な社会の実現」を目指す重要
な社会基盤であると認識しており、マイナ保険証の適正
な運用が確保されることによって、利用者（被保険
者）、医療機関、保険者のいずれにもメリットがあるも
のと考えております。
　また、資格確認書の発行要件等につきましても、引き
続き、国の動向を注視し、適正な運用が行えるよう努め
てまいります。

24(1)

☆24　マイナンバー制度の推
進はやめること。マイナン
バーを公的書類の要件にしな
いこと。国に対してマイナ保
険証の強制及び保険証廃止方
針の撤回を求めること。国が
保険証の廃止を撤回しない場
合は、すべての被保険者に対
し資格確認書を発行するこ
と。

　マイナンバー制度については、「国民の利便性の向
上」、「行政の効率化」及び「公平・公正な社会の実
現」を目指す重要な社会基盤となるものであり、「行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律」に基づき実施することとされておりま
す。
　健康保険証との連携や公的書類の要件にすることにつ
いても、こうした考えのもと行われるものであり、引き
続き適切に対応してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

26

26　自治体機能を民間大企業
の儲けに差し出し、住民自治
と地域経済を壊す「自治体戦
略2040構想」及び公務の産業
化・集約化方針を撤回するよ
う国に求めること。

　本市ではこれまでから、「民間にできることは民間
に」を基本方針に、民営化・委託化などで業務量の減少
が見込まれる部署において職員数を削減してきたところ
です。
　引き続き、事業見直し・民営化・委託化・デジタル化
等による業務効率化などによって、職員数の適正化を行
う中でも、必要な部署には必要な人員をしっかりと配置
するなど、市民のいのちと暮らしを守るための行政サー
ビスの維持や、新たな行政需要への対応に必要な執行体
制の強化を行ってまいります。

25

☆25　京都市においてもマイ
ナンバーカードに関わる情報
漏洩や不具合が起こっていな
いか、市として抜本的な調査
を行うこと。市民にも情報提
供を呼びかけること。

　令和5年に国からの通知に基づき実施したマイナン
バー情報総点検の結果、本市で紐づけ誤り等は確認され
ておりません。引き続き、国の定める「マイナンバー利
用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガ
イドライン」等を踏まえ、適切に事務を行ってまいりま
す。
　また、マイナンバーカードセンターでは、マイナン
バーに関するご自身の状況に不安をお持ちの市民の皆様
に対する相談やサポートを行っており、引き続き対応し
てまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う福祉施
策の経過措置

342,019

― ―

27　本市独自の個人市民税均
等割減免制度の廃止は撤回す
ること。

　個人市民税の均等割減免制度については、国の非課税
措置の創設等により、創設当初の生活困窮者救済という
意義が薄れ、今では本市独自の極めて特異な制度となっ
ております。地方税法の趣旨にそぐわないとの第三者委
員会等からの廃止の提言等もあったため、令和2年度に
条例改正を行い、令和6年度からの廃止について、市民
の皆様に丁寧に周知しております。
　また、福祉施策において一定の経過措置を講じること
で急激な負担の上昇を緩和するとともに、対象者の御事
情を踏まえ、必要な支援を丁寧に行うよう取り組んでま
いります。
　この見直しは、行財政改革計画の一環ではなく、減免
制度の適正化を図るためのものであり、着実に実行して
まいります。

28

28　公的責任を放棄し、住民
サービス後退につながる指定
管理者制度の導入は行わない
こと。現在、導入している事
業については、公共性・安全
性の確保、労働法遵守、雇用
の継続など行政水準の後退を
まねかないよう、予算措置を
含め公的責任を果たすこと。
労働者の労働条件の抜本的改
善ができるよう見直すこと。
利用料金制度をやめること。

　指定管理者制度は、民間事業者の創意工夫により、市
民サービスの向上や経費節減が期待できることから、他
都市と同様に本市においても、未導入の施設について
は、積極的に導入を検討すべきと考えております。
　制度の運用に当たっては、指定管理料を適切に算定の
うえ、労働関係法令をはじめ、各種法令の遵守を指定管
理者に求めるなど、引き続き、施設の設置者としての責
務を果たしてまいります。
　利用料金制については、施設料金の取扱いの中で、と
りわけ指定管理者による創意工夫を引き出しやすく、市
民サービスの向上にもつながる手法であることから、引
き続き、施設の特性等に応じて活用してまいります。

27
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

30

30　一律の施設保有量の数値
目標を前提に作成された「持
続可能な施設運営に向けた保
有量の最適化方針」は撤回し
公的責任を果たすよう、再検
討すること。

　「持続可能な施設運営に向けた保有量の最適化方針」
は、施設保有量の最適化の取組について、より実効性を
持って推進するため、具体的な数値目標等を定めたもの
です。
　当方針に基づき、施設の理念を生かしつつ、施設が果
たしてきた役割・機能を将来にわたって維持・発展させ
ていけるよう、取組を進めてまいります。

29
29　公共施設の再編・集約化
の方針を撤回すること。

　老朽化の進行、更新時期の集中等の施設を取り巻く課
題や、人口減少、民間サービスの充実、デジタル化など
の社会状況の変化を踏まえ、将来にわたって施設を適正
に維持管理し、機能を効率的・効果的に発揮させるた
め、公共施設の保有量を最適化する取組が、全国的に進
められております。
　本市においても、「持続可能な施設運営に向けた保有
量の最適化方針」等に基づき、これからの時代に合った
公共施設のより良い姿を実現するため、施設の複合化・
集約化など、保有量の最適化の取組を着実に進めてまい
ります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

32

32　集約された税賦課・徴収
業務を各区役所に戻し、市税
事務所は廃止すること。市税
の証明書コーナーの統合は行
わないこと。

　税務事務については、職員が培った知識やノウハウの
共有、蓄積を進めることによる職員の専門性の向上や効
率的かつ効果的な執行体制の構築を図るため、平成26年
11月に市税事務所を設置し、課税業務を集約するととも
に、令和元年10月に徴収業務を集約しておりますが、集
約後も混乱なく適正かつ円滑に運用しております。この
集約により、より適切かつ公平な税務事務の推進につな
がったと考えております。
　証明書発行コーナーの今後のあり方については、マイ
ナンバーカードの普及率、コンビニ交付サービスの利用
率の状況等を注視しながら検討してまいります。

31

31　「京都市資産有効活用基
本方針」にもとづく「資産有
効活用市民等提案制度」及び
「学校跡地の長期的全面的な
活用に関する提案の募集要
項」は撤回すること。市民の
財産である市有地、特に学校
跡地については住民の声を聞
き、住民とともに、住民のた
めに活用する計画に徹するこ
と。

　市有地の有効活用に当たっては、「京都市資産有効活
用基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、
本市が主体となる事業のほか、貸付・売却により、他の
公的機関や民間を主体とする事業を含めて検討し、公共
性・公益性を重視した政策的な活用を進めているところ
です。
　また、市民、事業者等からの提案を受け付ける「資産
有効活用市民等提案制度」、基本方針の理念の下に策定
した「学校跡地の長期・全面的な活用に関する提案の募
集要領」に基づく提案募集等により、あらゆる角度から
活用を検討し、推進しているところです。今後も、基本
方針の考え方に基づき、市民の意見を踏まえながら、市
有地の更なる有効活用を進めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

34

34　2022年度に行われた公の
施設の使用料の値上げは、施
設の公共性や公益性を投げ出
すものであり、撤回するこ
と。値上げした料金は元に戻
すこと。公の施設へのコスト
掲示をやめること。

　公の施設の使用料の見直しは、今後も施設の運営に公
的責任を果たし、受益者負担と市民の税負担との均衡を
図り、将来世代に過度な負担を負わせない持続可能なも
のとするために取り組んでいるものです。
　公の施設へのコスト掲示は、施設運営に関する市民理
解の促進等を目的として、施設サービスの概要や、施設
運営に要する費用について、分かりやすく情報発信する
取組です。今後も、「持続可能な行財政の運営の推進に
関する条例」に基づき、施設の運営状況をはじめ、行政
サービスの概要や費用等の情報を分かりやすく発信して
まいります。

33

33　男女共同参画センター
（ウイングス京都）は廃止し
ないこと。DV対策、女性支
援、ジェンダー平等を推進す
る施設として、体制と機能を
強化すること。相談窓口に臨
床心理士を配置すること。

　ウィングス京都は、男女共同参画の取組の拠点として
より魅力ある施設となるよう、民間のアイデアを活か
し、更なる活性化を図れるよう取り組んでまいります。
  なお、相談窓口には、既に臨床心理士を複数配置して
おります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

36

☆36　土木みどり事務所にお
ける統合前の双方の業務の偏
りが生じることなく市民対応
が行える体制を維持するこ
と。専門的技術の継承を計画
的に行える人員配置とし、公
共の責任を果たすこと。民間
委託を拡大しないこと。

　令和5年5月に土木事務所とみどり管理事務所を統合
し、業務執行体制の充実等によって災害対応力の強化を
図るとともに、公共土木施設の一元管理による市民要望
窓口のワンストップ化とスピードアップ、業務の効率化
を行うなど、市民のいのちとくらしを守るための機能強
化を図っております。また、必要な執行体制を確保しな
がら、除草や樹木剪定など、民間活力の更なる導入が効
果的な業務については委託化を推進してまいります。

35

35　職員削減をやめて、必要
な正規職員を確保すること。
市民サービスを低下させ、公
的責任の放棄をすすめ、官製
ワーキングプアをつくりだ
す、事務・事業の民間委託化
や派遣労働への置き換えはす
すめないこと。

　本市では、行政専門性の高い業務、企画や政策判断を
伴う業務など、市職員が直接携わらなければならない業
務に担い手を集中させる一方で、民間事業者に多くのノ
ウハウが蓄積されている業務等は民間活力を活用するな
ど、業務の効率化と市民サービスの向上を図るととも
に、職員数の適正化を進めてきたところです。
　引き続き、適切な役割分担のもと、委託化や民営化な
どによって業務量の減少が確実に見込むことができる部
署について、職員数の適正化に取り組んでまいります。

21



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・京都府南部消防指令センター整備【新規】 1,338,000

― ―

38

38　消防職員の150人削減計画
は撤回し、人員・装備の両面
で常備消防体制を増強するこ
と。２交代制はやめ、３交代
制に戻すこと。

　行財政改革計画に掲げる組織・人員体制の適正化につ
いては、消防力を低下させないことを前提に、局本部及
び消防署の管理業務等の体制見直しや交替制勤務者の勤
務体制の変更等により取り組んでおり、今後とも消防隊
や救急隊等については必要な部隊数を確保し、市民の安
心と安全を守るための災害現場対応力を維持してまいり
ます。
　また、令和5年4月から開始した2交替制については、
働き方改革を推進することができる勤務体制を構築して
おり、引き続き、職員の意見を踏まえつつ、負担軽減や
勤務環境の改善を図ってまいります。

37
37　広域化に繋がる消防指令
センターの共同運用はやめる
こと。

　消防指令センターの共同運用は、「京都府南部消防指
令センター整備運用協議会」において、消防事務の一部
を共同で処理する「連携・協力」の手法による消防指令
センターの共同運用に向けた協議を進めており、住民
サービスの向上や消防体制の充実・強化等の事業効果に
ついて期待できます。
　令和6年度は、令和9年度からの運用開始に向けて、消
防指令システムや消防救急デジタル無線システム等の整
備のほか、京都府南部消防指令センターを設置する京都
市消防学校の庁舎改修を予定しております。
　なお、消防組織の統合を意味する消防の広域化につい
ては、現在のところ検討しておりません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

●ＣＯＣＯ・てらすにおける地域支援機能の強化 2,800

― ―

39　児童福祉センター、ここ
ろの健康増進センター、地域
リハビリテーション推進セン
ターの一体化整備にあたって
は、それぞれの施設がこれま
で果たしてきた機能を後退さ
せることなく充実し、さらに
利用者にとって利用しやすい
ものとすること。施設の跡地
については、増大するニーズ
（精神、発達障害及び虐待な
ど）に対応する必要性がある
ことから売却しないこと。

　地域リハビリテーション推進センター、こころの健康
増進センター、児童福祉センターの一体化施設（愛称：
ＣＯＣＯ・てらす）において、新たに設置した地域連携
推進担当を中心に3施設間の連携や区役所等のサポート
に取り組むほか、チャットボットやＳＮＳを活用した情
報発信及び利用促進、研修事業の充実など、誰もが利用
しやすい充実した施設となるよう取り組んでまいりま
す。
　なお、施設の跡地については、売却も含め、最も効果
的な活用方法を検討してまいります。

40(1)

40　いきいき市民活動セン
ターは、市民活動を保障する
公の施設であり、廃止方針は
撤回すること。すべての施設
にエレベーターと多目的トイ
レを設置すること。センター
のない行政区にも新たに設置
すること。値上げした使用料
金を元に戻すこと。

　いきいき市民活動センターについては、令和3年1月に
策定した「京都市いきいき市民活動センターの在り方の
基本方針」に基づき、既存施設を有効に活用するという
観点から転用した施設であり、施設の長寿命化等のため
の大規模修繕は行わないこととしております。
　このため、新たに設置することは考えておりません。
　エレベーター及び多目的トイレについては、スペース
や経費の課題があることから、設置に当たっては、相当
な困難があるものと考えております。

39

23



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

41(1)

41　ゴミ収集業務の75％民間
委託化方針は撤回し、直営に
戻し、公的責任を果たすこ
と。技能労務職員の採用計画
を拡充すること。

　ごみ収集運搬業務については、本市の財政状況を踏ま
え、75％まで民間委託を推進しつつ、計画的な職員の採
用や委託事業者の質の向上を図ることなどにより、本市
の責任の下、安定的な市民サービスを提供し、災害等の
緊急時にも即応することができる体制を確保してまいり
ます。

40(2)

40　いきいき市民活動セン
ターは、市民活動を保障する
公の施設であり、廃止方針は
撤回すること。すべての施設
にエレベーターと多目的トイ
レを設置すること。センター
のない行政区にも新たに設置
すること。値上げした使用料
金を元に戻すこと。

　いきいき市民活動センターの利用料金については、運
営経費に対する利用者の負担と市税等による負担の差が
大きいことから、適正化を図るため、他の公の類似施設
との均衡も考慮したうえで、施設の用途や利用状況を踏
まえて上限額を設定し、議会での御議決をいただき令和
4年4月から料金改定を行いました。
　このため改定前の水準に戻す考えはありませんが、施
設の運営継続には今般の料金改定が不可欠であることに
ついて、引き続き、利用者等への周知に努めてまいりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

42

42　近年、市内全域で局地的
災害が増えていることを踏ま
え、京都市被災者住宅再建等
支援制度の独自適用を復活さ
せること。

　令和2年12月の被災者生活再建支援法の改正により、
支援対象が「全壊、大規模半壊」から「中規模半壊」ま
で拡充されたこと、また「災害からの住宅再建等は自助
による取組が基本」とする国の方針や、本市の財政状況
を踏まえ、令和3年度から独自適用を廃止しており、再
び独自適用を実施することは考えておりません。
　引き続き、今後の災害による被害に備え、ホームペー
ジ等を活用し、火災保険・共済への加入促進に努めてま
いります。

41(2)
まち美化事務所の統廃合はや
めること。

　職員規模に応じた執行体制のスリム化と、事務所の運
営経費などのコスト削減を図るため、令和4年度に北部
まち美化事務所と東部まち美化事務所を統合し、7箇所
あったまち美化事務所を6箇所に再編しました。
　まち美化事務所の再編に当たっては、市民サービスの
低下につながることのないよう、収集作業の効率化や行
政と委託事業者の協働によるごみ収集業務の質の向上に
努めております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・定期予防接種（高齢者） 981,030

・精神障害者ふれあい交流サロン運営委託事業 39,907

44

44　「京都市心のふれあい交
流サロン」事業については、
閉鎖されたサロンを復活し、
より多くの方が利用しやすい
ように各行政区に独立したサ
ロンとして設置すること。専
門の職員を配置すること。

　こころのサポートふれあい交流サロン事業は、支援対
象が重複する事業を統合するとともに、委託料を実績に
応じた支払いに変更することで事業者の積極性を促す枠
組としました。これに伴い、事業継続が困難な事業所が
撤退したことによりサロンがない区が生じており、これ
までから早期の解消に向け、懇談会等において各サロン
の実態や御意見を伺う等調整を行ってまいりました。令
和6年度も引き続き、より良い事業になるよう、各事業
所とともに進めてまいります。

43

43　高齢者のインフルエンザ
予防接種料金の減免制度は、
非課税世帯を無料にするこ
と。

　高齢者インフルエンザ予防接種については、今後、高
齢化の進展による経費の増加が見込まれる中、将来にわ
たって制度を継続できるよう、また、「自己負担区分証
明書の事前申請」を省くことで迅速に接種いただけるよ
う、令和4年度から生活保護等受給者を除き、一律1,500
円とする見直しを行い、また令和5年度からは、重症化
率の高い75歳以上の高齢者の自己負担額を1,000円に軽
減したところです。
　見直し後も同水準の接種率を維持できており、今後も
令和3年度以前の制度に戻すことは考えておりません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・高齢者市バス・地下鉄等乗車証、敬老バス回数券
交付

4,318,046

― ―

46

46　市営保育所の民間移管方
針は撤回すること。市営聚楽
保育所は新規入所を再開する
こと。

　民間移管については、「京都市はぐくみプラン」に基
づき、引き続き公としての役割について不断の検証を行
い、取り組んでまいります。
　聚楽保育所については、令和3年5月市会において、令
和8年度末をもって同保育所を廃止する条例が成立した
ことにより、現在の在所児が卒所するまでは保育を行
い、そのために必要な職員体制は確保するものの、新規
入所児童の受入れについては、別途体制の確保が必要な
ため、行わないこととしております。引き続き、令和3
年5月市会の付帯決議を踏まえて取り組んでまいりま
す。

45

45　敬老乗車証制度の対象年
齢、負担金、所得基準を2021
年度基準に戻すこと。全ての
地域で民間バス・鉄道を含め
共通化すること。

　敬老乗車証制度については、制度を廃止することな
く、将来にわたって続けていくために見直しを行うこと
とし、市会で重ねて議論いただき、令和3年9月市会で条
例改正の議決をいただいたところです。
　改正条例に基づき、令和4年10月から、交付開始年齢
や負担金の引上げ等の持続可能性を高めるための取組を
実施しており、令和5年10月からは敬老バス回数券の新
設等の利便性の向上につながる新たな取組を実施してお
ります。
　令和6年度においては、見直し後の実態把握のための
アンケート調査を実施し、引き続き、より多くの方にご
利用いただけるよう努めてまいります。
　なお、全ての民営バス・鉄道を対象とすることは、本
市の財政状況の下では困難です。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・【教育・保育施設運営】民間社会福祉施設単費援
護

5,747,685

（うち、京都市民間保育園等人件費等運営補助金） 5,592,545

― ―

48
48　０～２歳児の保育料値上
げ方針は撤回すること。

　保育料については、令和6年度以降も当面の間、本市
独自の軽減措置を継続し、据え置くこととしておりま
す。

47

47　民間保育園等給与等運用
事業補助金については、以下
のように改善すること。
・削減した13億円は元に戻
し、実態に合わせてさらに拡
充すること。
・職員の給与算定にあたり、
職員の平均経験年数11年を上
限とすることはやめ、経験年
数に応じて昇級し、給与を支
払えるよう各園に必要な財源
を支払うこと。
・保育士配置基準の引き上げ
を国に求めること。

　民間保育園等への人件費等補助金に関しては、本市独
自の配置水準の維持・充実を図りながら、支出実績に応
じて精算する透明性の高い制度へと再構築したことによ
り、必要な職種に必要な人件費がしっかりと行き渡る仕
組みとしております。
　令和5年度は、令和4年度分の調査結果や各園からの補
助単価や11年・7％の経験年数加算の引き上げといった
補助上限額に関する御意見等を踏まえ、3年後に予定し
ていた見直しを前倒し、4億円もの大幅な拡充を実施い
たしました。
　今回の拡充は、様々な御意見等に網羅的に対応できる
とともに、将来にわたって、保育士等の処遇の維持向上
を図る大幅な拡充であり、これによりあるべき制度の形
は整ったと考えており、単純に元に戻すことはありませ
ん。本市としても、この充実した制度を来年度以降も堅
持するとともに引き続き、各園の運営をしっかり支援し
てまいります。
　なお、保育士配置基準の引上げについては、これまで
から国に要望しており、引き続き、1歳児の配置基準の
速やかな改善を求めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・学童う歯対策 402,138

50
50　学童う歯対策事業を無料
で継続すること。

　昭和36年度に始めた学童う歯対策事業は、学童期のう
歯の治療に寄与するとともに、初期の段階であれば、
フッ化物の塗布やその後の継続的なチェックにより、回
復や更なる罹患を防ぐ等、予防的な役割も担っており、
その果たす役割は重要と認識しております。
　これからの子どもの歯と口の健康づくりは、乳幼児期
からの取組、そして、う歯治療だけでなく、予防の取組
も重要であり、このような観点も踏まえながら、子ども
医療費支給制度との一体化なども含め、子ども医療費全
体の観点から再点検を実施してまいります。

49
49　学童保育の利用料を元に
戻すこと。応益負担を撤回す
ること。

　学童クラブ事業の利用料金改定については、単純に利
用料金の値上げではなく、利用時間が長い土曜日や長期
休業中に御利用いただく方には、その時間に見合った料
金をお支払いいただくことにより、受益と負担のバラン
スや公平性を向上させようとするため改定したもので
す。料金体系そのものを抜本的に見直し、子育て世帯に
とってより利用実態に見合った、分かりやすい料金体系
となるよう再構築したと同時に、低所得世帯等の配慮が
必要な世帯には、対象を拡大して減免を適用するよう配
慮を行っており、今後も子育て支援施策が将来にわたり
持続可能なものとなるよう取り組んでまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・障害児福祉サービス利用支援策「新京都方式」 79,305

（うち、障害児施設給付費（市独自軽減分）） 78,830

・障害児福祉サービス利用支援策「新京都方式」 79,305

（うち、障害児施設給付費（市独自軽減分）） 78,830

52
52　児童発達支援センター利
用者への食費にかかる保護者
負担をやめること。

　本市においては、本来保護者が負担する食材料費相当
額について、独自で助成する制度を実施しておりました
が、他施策との整合性を図る観点から、令和5年度か
ら、保護者に負担いただくこととしました。
　なお、調理費相当額が国の報酬で評価されない世帯に
ついては、引き続き、一部助成を継続しております。

51
51　放課後等デイサービスを
利用する就学児の利用者負担
を元に戻すこと。

　本市においては、利用者負担上限月額について、国制
度から大幅に軽減する制度を実施しておりますが、今後
も持続可能な制度としていくため、令和4年度に、サー
ビス水準に見合った負担の適正化を実施しました。な
お、見直し後も、他の政令指定都市や府下市町村に比
べ、大幅な軽減を維持する内容としております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・障害児福祉サービス利用支援策「新京都方式」 79,305

（うち、障害児施設給付費（市独自軽減分）） 78,830

・重度障害者利用事業所支援事業（喀痰吸引除く） 139,800

　本市独自の補助制度である当該補助金については、本
市の財政状況を踏まえ、持続可能な制度となるよう見直
しており、水準を戻すことは考えておりません。
　令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、
重度障害のある方の受入に係る報酬について、拡充され
たところですが、引き続き国の動向を注視し、重度障害
のある方の受入拡大や支援向上に資するよう、国への要
望を行うとともに、必要な施策について検討してまいり
ます。

53

53　児童通所サービス（未就
学児）の利用料について、利
用日数による利用者負担上限
月額区分を復活し、利用者負
担の軽減をはかること。

　保護者における事務手続きの煩雑さを解消する観点か
ら、支給日数による区分を廃止する旨の見直しを行った
ものであり、未就学児の利用者負担上限月額について
は、国上限月額の概ね1/6まで本市独自で軽減すること
で、負担軽減を図っております。

54
54　重度障害者利用事業所支
援補助金は、2020年度の水準
に戻すこと。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

56
56　市営住宅の低収入減額
（家賃減免）制度を元に戻す
こと。

　市営住宅の低収入減額（家賃減免）制度については、
住宅審議会からの答申を踏まえ、令和3年度に、入居者
間の公平性、生活保護制度との整合性、民間賃貸入居者
との均衡や他都市水準を考慮しつつ、真に困窮する世帯
に適用できる持続可能な制度に改め、令和4年4月から運
用を開始しております。引き続き見直しを行った制度を
適正に運用してまいります。

55
55　教育リストラを進める学
校統廃合・小中一貫校推進は
やめること。

　本市の学校統合及び統合に伴う小中一貫教育校の創設
については、小規模校の教育環境の課題解決を目的とし
て、地域住民・保護者の方々の意思を最大限に尊重しな
がら、各校・各地域の状況に応じて取組を進めてまいり
ます。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・●「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進 130,575

（うち、・京都市地域公共交通計画の推進） 572

（うち、・地域主体の生活交通確保支援事業） 4,100

（うち、・「スローライフ京都」大作戦（モビリ
ティ・マネジメントの推進））

6,283

58

58　市民の交通権を保障する
ため、ダイヤ・系統路線の充
実で交通不便地域を解消する
こと。

　本市では、これまでから、モビリティ・マネジメント
の取組や民間バス事業者が行う路線充実の実証運行、地
域が主体となって実施する運行への支援等に取り組んで
おります。令和6年度は、地域が主体的に実施する運行
に対する支援制度の充実を図ることとしており、引き続
き取組を進めてまいります。
　また、令和5年12月に策定した「京都市地域公共交通
計画」に基づき、市民・交通事業者・行政の三者がそれ
ぞれの役割を果たして生活交通の維持・確保に取り組ん
でまいります。
　厳しい経営状況にある市バス事業においては、御利用
状況に応じた輸送力の再配分と増車等により、通勤や通
学、買い物などの市民利用を守りつつ、観光利用にも対
応するなど、市民生活と観光の調和を目指したダイヤ改
正を令和6年6月に実施します。引き続き「市民の足」と
しての役割をしっかりと果たせるよう取り組んでまいり
ます。

57

57　下水道事業への企業債元
金償還金に対する一般会計か
らの出資金の休止はやめるこ
と。

　下水道事業の企業債元金償還金に対する一般会計から
の出資金の休止については、「行財政改革計画」に基づ
き、全会計連結の観点から、実施する必要があると考え
ております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・運行維持確保対策補助金（市バス） 88,000

― ―

60

60　「地域未来投資促進法」
に基づく、生産緑地・農地を
物流センター用地等産業用地
に転用する方針は撤回するこ
と。

　本市では、市街化区域内で大規模な産業用地の確保が
困難な状況であり、企業立地を進めるうえでの課題と
なっていることから、市街化調整区域における産業用地
の創出に取り組んでおります。
　産業用地創出にあたっては、農業との調和を図る必要
があるため、地域未来投資促進法に基づく重点促進区域
に指定した向島国道1号周辺エリアは、農業振興地域か
ら外れた区域を対象としております。
　引き続き、営農環境の保全を前提に、産業用地の創
出、そして都市の成長戦略の推進に取り組んでまいりま
す。

59

59　2024年予定の、今でも初
乗り運賃が日本一高い市バス
運賃の値上げ方針は撤回し、
値下げすること。バスの均一
区間を市内全域に広げるこ
と。

　積極的な国への要望活動の結果、国の財源を獲得する
ことができ、それを活用し、運行維持のための補助金を
第一次編成で計上するとともに、公営・民間バス共通の
交通政策として、「バス路線維持補助金」を創設するこ
ととしました。現下における市民生活への更なる負担を
避けるため、この補助金を活用して、市バスの運賃改定
を回避できないか検討してまいります。
　市バスの均一運賃区間の拡大は、競合する民間バス会
社の御理解と御協力が欠かせませんが、各社とも危機的
な経営状況にある中、経営に与える影響が大きい本取組
についての合意を得ることが非常に厳しい状況になって
います。引き続き、更なる利便性向上に向け、関係バス
会社と協議してまいります。

●バス路線維持補助金の創設（市バス）【新規】 162,000
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・京都ライトハウス運営 87,554

・食育の充実 132,414

（うち、全員制中学校給食の推進【新規】） 57,500

62

☆62　中学校の給食は、市内
一カ所の給食センターではな
く学校調理方式で実施するこ
と。

　実施方式については、専門の調査会社の調査におい
て、自校調理方式では9割以上の中学校で新たに給食調
理室を整備する敷地を確保できないこと、親子調理方式
では7割以上の中学校で必要な食数に対応できないこと
が判明していることから、学校調理方式での全校実施は
できないと判断しております。高度な衛生管理や中学校
給食独自の献立、きめ細かなアレルギー対応が可能な
点、事業コストが他に比べて低いこと、京都府下をはじ
め他の政令指定都市の多くが、安全・安心に、そして安
定的に給食センターを運営している実績があること等を
総合的に勘案して給食センター方式で実施いたします。
　今後、他都市事例なども参考に、給食センタ―方式の
利点を最大限活用しつつ、万が一食中毒が発生した際の
リスク低減なども検討しながら、取組を推進してまいり
ます。

61
☆61　ライトハウス等への運
営費補助金削減をやめ、元に
戻すこと。

　当該補助金は法人の収益状況を踏まえ、補助対象事業
が継続可能であることを確認した上で、令和3年度及び4
年度に見直しを行ったところです。引き続き必要な事業
に必要な補助を行ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

64

64　教員不足が生じているこ
とを踏まえ、正規の教員の採
用をふやすこと。当面、非正
規の教員の身分保障と処遇改
善を行うこと。

　正規教員の定数は、法律に則り、学級数に応じて国か
ら配分されており、引き続き加配教員等を最大限活用
し、教員数の確保に努めながら、国に対して定数改善を
要望してまいります。
　勤務条件については、平成30年度から常勤講師の任用
に係る改善（「空白期間」の解消）を行うとともに、非
常勤講師の会計年度任用職員化に際しては、報酬単価の
改善と、一定の条件を満たす者への期末手当の支給に加
え、令和6年度から勤勉手当の支給を可能とするなど、
この間、処遇改善に努めてきたところです。今後とも、
国の通知や人事委員会勧告等も踏まえ、適切に措置して
まいります。

63
☆63　小中学生の給食費は無
償とすること。

　給食費の無償化については、自治体の財政力の格差に
よって教育の根幹に関わる給食制度に格差が生じないよ
う、国の責任で無償化をはじめとした恒久的な制度を構
築すべきであり、これまで指定都市市長会や本市が単独
で行ってきた要望を引き続き継続してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・就学援助 1,308,452

・遠距離等通学費補助 24,455

66　遠距離通学費補助につい
ては、地域や所得にかかわら
ず全ての小中学生を対象とす
ること。

　通学費は、要保護及び準要保護児童生徒には全額を補
助しております。また、就学援助対象の児童生徒以外に
対しても、1箇月の定期代が基準額を超える部分を補助
するとともに、補助対象児童が2人以上いる世帯につい
ては、2人目以降の通学費を全額公費で負担する「きょ
うだい加算措置」を設けているところです。全ての小・
中学生の通学費を公費負担する考えはありませんが、今
後とも保護者負担の軽減に努めてまいります。

65

65　教職員の長時間・過密な
働き方を改善するために、以
下のことを行うこと。
・変形労働時間制は導入しな
いこと。
・教職員の時間外労働の実態
を把握し、時間外労働を減ら
すこと。
・教員１人ずつの持ち授業時
間数を減らすこと。
・事務職員等学校職員の定数
を増やすこと。
・休憩時間を確保すること。

　変形労働時間制については、導入による効果や課題の
ほか、他都市の状況等を踏まえ、慎重に検討してまいり
ます。
　本市では、教職員の勤務時間を客観的に把握するため
のシステムを導入し、実態の把握に努めております。ま
た、「京都市『学校・幼稚園における働き方改革』方
針」を策定し、多様な専門職・外部人材の配置や業務改
善の取組を推進しております。
　休憩時間については、各校で設定した休憩時間を所属
教職員に周知し、学校特有の課題もある中、実質的な取
得ができるよう運用しているところです。
　なお、限られた財源の中で、独自予算で教職員を増員
することは困難であり、引き続き国に対して定数改善を
要望してまいります。

66
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・就学援助 1,308,452

― ―

68

◆不要不急の大型公共工事は
中止すること
☆68　投資的経費についての
中期財政収支試算の規模設定
を引き下げ、充分精査するこ
と。

　令和6年度予算においても、老朽化している公共施設
が多い中、必要性、緊急性等について十分に精査を行っ
たうえで、生活道路や橋りょう、公共施設等の修繕に加
え、市民サービスの向上やまちの活性化に資する事業の
予算を計上しております。
　引き続き、国府補助金などの財源を最大限活用しつ
つ、将来負担の的確なコントロールを行ってまいりま
す。

67

☆67　就学援助制度の所得基
準額を引き上げ、対象を広げ
ること。援助額の増額・早期
支給を行うこと。就学援助項
目を拡大すること。多子加算
（18歳未満の子が３人であれ
ば23万円、以後１人増すごと
に23万円加算）の18歳未満を
22歳未満に引き上げること。

　就学援助制度の所得基準額については、これまで生活
保護基準や物価水準等に準じた引下げを行わず実質的に
基準を緩和するとともに、母子・父子世帯や多子世帯
等、世帯の状況に応じて所得基準額に一定額を加算する
措置を設けることで、認定基準を緩和しております。
　対象費目についても、国の基準等を踏まえながら、新
設や支給額の引上げを行っており、新入学児童生徒学用
品費については、入学前に支給を行うなど、早期の支給
にも努めているところです。
　なお、多子世帯の加算における子の年齢については、
他の福祉制度等でも子は18歳未満とされていることか
ら、引き上げる考えはございません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・リニア中央新幹線の誘致及び北陸新幹線の円滑な
整備の推進

150

70

70　社会経済情勢の変化、生
活様式及び人口減少社会をふ
まえ、リニア中央新幹線建設
計画を撤回するよう国並びに
ＪＲ東海に求めること。京都
駅ルートの誘致活動を中止す
ること。

　リニア中央新幹線は、東海道新幹線の老朽化や災害リ
スクに備えるとともに、3大都市圏を約1時間で結ぶ「新
たな国土軸」を形成するものであり、京都はもとより、
国土の均衡ある発展にとって極めて重要なプロジェクト
です。
　引き続き、京都府、経済界等と連携し、京都府中央リ
ニアエクスプレス推進協議会によるリニア京都誘致の活
動を行ってまいります。

69

69　北陸新幹線京都延伸計画
については、国及び本市をは
じめ地元自治体の財政負担が
巨額になること、並行在来線
の縮小・廃止につながるこ
と、地下水や自然環境、住環
境へ悪影響を与えること、残
土処理の問題が不明確なこと
など課題が山積している。市
は計画推進の立場を転換し、
国に延伸計画を中止するよう
求めること。

　北陸新幹線の延伸については、現在、環境影響評価法
に基づく調査が行われているところであり、環境への影
響の予測・評価等は「環境影響評価準備書」により示さ
れるものと認識しております。
　今後もこれまでと同じく、法の規定に則り、環境影響
評価審査会の御意見をお聞きしながら、自然環境、生活
環境等の観点からもしっかりと必要な意見を提出してま
いります。
　また、在来線がJR西日本から経営分離されないための
措置、地元自治体に対する財政措置等については、京都
府や関西広域連合と連携し、市民生活や経済活動への影
響に最大限配慮した円滑な整備の推進とあわせて、引き
続き、国に要望してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

●幹線街路整備 903,039

（うち、鴨川東岸線（第3工区）） 49,936

72

72　鴨川東岸線の塩小路から
岸上橋間（第３工区）の道路
拡幅工事は見送りではなく中
止すること。

　鴨川東岸線は、鴨川左岸の出町柳から十条通間を結
び、市域の南北を結ぶ幹線道路として重要な道路です
が、第3工区が未整備であるため、市内幹線道路の南北
軸の強化や第2京阪道路や新十条通へのアクセスの向上
等、道路ネットワークとしての機能が発揮できない状態
となっております。
　令和6年度からは、第3工区の道路改築により影響が生
じる鉄道事業者の橋脚について、概略設計を実施してま
いります。

71

71　市内高速道路の未着工３
路線計画の廃止方針にもとづ
いて、速やかに都市計画の廃
止手続きを完了すること。堀
川通・油小路通の五条～十条
間のバイパストンネル計画は
撤回すること。

　京都高速道路の残る3路線の都市計画決定（廃止）に
ついては、堀川通の機能強化（バイパス整備等）に関す
る都市計画決定と併せて進めていくこととしておりま
す。
　堀川通の機能強化（バイパス整備等）は、平成30年1
月に将来道路ネットワーク研究会において、「喫緊の課
題」との意見が取りまとめられております。
　今後とも「堀川通の機能強化（バイパス整備等）に向
けた早期の事業計画策定」について、強く国に要望して
まいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

74

分野別要求項目
１　複合災害に備えたまちづ
くりで、いのち守る市政に
◆災害復旧・生活と生業再建
支援のための制度拡充を
74　都市流域の浸水に影響が
ある天ヶ瀬ダム・日吉ダムの
事前放流等、適切な運用が図
られるよう国の責任で職員配
置をするよう求めること。淀
川水系流域河川治水計画につ
いても運用方法の再検討、河
道内の掘削、護岸工事で堤防
強化になるよう管理者に求め
ること。

　現在、国で進められている、あらゆる関係者が協働
し、流域全体で水災害を軽減させる「流域治水」の取組
「淀川水系流域治水協議会（京都府分科会）」に本市も
参画するなど、河川管理者である国や府などとの連携を
深めております。
　天ケ瀬ダム・日吉ダムの事前放流等の運用や国や府が
管理する河川の河道掘削等の工事については、国や府と
の連携を図りながら、引き続き、必要な要望を行ってま
いります。

73
73　国道１号線、９号線のバ
イパス計画の推進方針を撤回
すること。

　平成30年1月に将来道路ネットワーク研究会におい
て、「本市と大津方面及び亀岡方面を結ぶ災害に強い道
路については、整備の必要性が高い」との意見が出され
ております。
　空港や港を持たない本市において、広域的な道路ネッ
トワークは、地域の経済活動や市民の日常を支える生命
線であることから、国に対し、「京都市と大津方面や亀
岡方面を結ぶ道路ネットワークの実現に向けた総合的な
検討」について要望を行っており、引き続き、国や府等
と議論を深めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・●大規模災害用備蓄器材等整備 68,551

（うち、・災害用備蓄物資の品目の拡大・充実【充
実】）

12,200

（うち、●能登半島地震被災地支援に要した災害用
備蓄物資の補充）

5,731

76

76　防災担当職員を増員する
など区役所の常時の防災体制
を抜本的に強化すること。関
係機関との連携を強化するこ
と。避難所に配置する職員を
確保するためにも、集約され
た業務（保健所や税など）を
区役所に戻し、区役所の日常
的な機能を充実させること。

　区役所・支所における平時の防災体制については、平
成24年度以降、地域防災活動の拠点となる地域力推進室
への「総務・防災課長」及び「地域防災係長」の設置を
行うとともに、専門的な知識や経験を有する土木技術職
員や消防職員を充てるなど、体制強化を図ってきたとこ
ろです。
　また、災害時においては、突発的に増加する業務につ
いて、本庁職員による応援を行うなど、区役所・支所だ
けでなく全庁的に対応できる仕組みを構築しておりま
す。
　引き続き、自主防災会をはじめ地域の関係機関と連携
し、市民の安心安全の確保に取り組むべく、必要な体制
の構築に努めてまいります。

75

75　被災者生活再建支援法に
ついて「住宅の一部損壊まで
の対象拡大」や「支援金の上
限を300万円から500万円に引
き上げ」などの改善を図るよ
う国に求めること。

　国の被災者生活再建支援法は、住宅被害が一定数以上
発生した地域及び中規模半壊までの被害を支援対象とし
ております。本市としては、被災者の被害の程度は同等
でありながら、市町村等における被害の規模によって制
度の支援対象となるか否かが異なるという被災者間の不
均衡を生じさせないため、同一自然災害における全被災
区域での法適用や、支援対象被害区分の拡大（半壊・準
半壊まで対象拡大）について、引き続き、国に要望して
まいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●大規模災害用備蓄器材等整備 68,551

（うち、・災害用備蓄物資の品目の拡大・充実【充
実】）

12,200

（うち、●能登半島地震被災地支援に要した災害用
備蓄物資の補充）

5,731

・●大規模災害用備蓄器材等整備 68,551

（うち、・災害用備蓄物資の品目の拡大・充実【充
実】）

12,200

（うち、●能登半島地震被災地支援に要した災害用
備蓄物資の補充）

5,731

77(1)

77　「複合災害」を考慮した
十分な対策のため、指定避難
所・指定緊急避難場所の環境
改善を図ること。

　大規模災害時は、避難所として、学校の体育館のほか
普通教室や特別教室等を活用することにしており、感染
症対策を講じ得る規模を確保しております。
　また、飲料水や食料、災害用トイレの備蓄を行ってい
るほか、間仕切りテント、段ボールベッド、非接触型体
温計等も配備し、感染症の拡大防止に向けた対策を行っ
ております。
　引き続き、安全な自宅や親戚・知人宅等での避難の周
知も含め、避難所環境向上の対策に取り組んでまいりま
す。

77(2)

・京都市備蓄計画の備蓄目標
数を早期に達成すること。避
難所運営用資機材及びダン
ボールベッドやプライバシー
保護用機器等の目標数を設定
すること。

　本市においては、花折断層を震源とする地震等の大規
模災害を見据え、京都市備蓄計画を定めて計画的に公的
備蓄の整備に取り組んでおり、能登半島地震の支援物資
として使用した分を除き、令和５年度末に目標数量を達
成しております。
  また、避難所運営用資器材等については各指定避難所
に配備するとともに、流通在庫備蓄、他の自治体の広域
応援、国のプッシュ型支援により、必要な物資を確保し
てまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●大規模災害用備蓄器材等整備 68,551

（うち、・災害用備蓄物資の品目の拡大・充実【充
実】）

12,200

・公共下水道整備事業（災害用マンホールトイレ） 501,000

■快適トイレ整備事業 269,000

・●学校施設及び教育所管施設維持管理 2,788,738
（うち、・小・中学校空調設備更新【新規】） 44,400

（うち、●学校トイレ洋式化の加速【充実】） 162,000

― ―

77(4)

・「土砂災害警戒区域内」、
「立退き避難が必要な区域
内」にある指定避難所につい
ては、区域外に確保するこ
と。

　指定避難所及び指定緊急避難場所については、想定す
る災害が及ばない区域に立地することが原則ですが、地
域事情等から、ハザードリスクが高くない場合に、指定
区域内施設を指定しているケースがあります。
　引き続き、地域の御意見を伺いながら、民間施設を含
め、区域外の避難場所の確保に努めてまいります。

77(3)

・トイレの洋式化の早期完了
と体育館へのエアコン設置な
ど、指定避難所の環境の抜本
改善をはかること。「災害用
マンホールトイレ」を抜本的
に拡充すること。

　避難所のトイレについては、マンホールトイレの洋式
上屋の配備や簡易トイレの活用により、洋式化を推進し
ております。
　「災害用マンホールトイレ」については、継続して整
備を行ってまいります。
　学校のトイレについては、災害時の利用等を踏まえて
全面的な改修や洋式化を進めており、小・中学校の洋便
器率は全国平均を上回っておりますが、日常的に使用す
るトイレは、早期の洋式化を図ってまいります。（京都
市68.8％、全国68.3％、文部科学省調査「公立学校施設
のトイレ状況について」令和5年9月1日現在。）
　体育館の空調設置については、令和6年度に予定して
いる小・中学校の空調設備更新に向けたPFI導入可能性
調査において、検討を進めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・被災者向け住宅情報センター運営 5,294

78
78　被災者に提供する住宅を
被災者の生活圏内に確保する
こと。

　市内で火災又は風水害等の自然災害により住宅に被害
を受けた市民には、京都市住宅供給公社内に設置された
「被災者向け住宅情報センター」において、市営住宅を
無償で一時使用できる制度を案内するとともに、民間住
宅の情報提供、登録不動産事業者の紹介を行っておりま
す。
　なお、令和4年6月からは、「災害時の府市双方の公営
住宅の相互利用」を開始しております。

77(5)

☆・避難住民の避難所におけ
る適切な食事の確保のため
に、学校の給食施設を活用す
ること。大規模災害時には避
難所となる中学校にも給食施
設を設置すること。

　学校における調理室内の設備は大型で特殊な器具であ
り、地域住民が扱うことが困難であることや学校教育活
動をできるだけ早期に再開し、給食を実施しようとする
場合に課題があること、また、大規模災害の際は、ガ
ス、水道などのインフラが止まり、調理室自体が使えな
いことから、大災害を経験した仙台、神戸、熊本では災
害時の活用を想定しておりません。
　本市でも、各校で定める学校防災避難所運営マニュア
ルにおいて、一般家庭と同等のガスコンロや調理器具等
が整っている家庭科調理室が利用できることを共通理解
として明記しております。
　今後、避難所における適切な食事の確保のため、災害
時の給食調理室の活用について検討してまいります。
　また、中学校については、全員制中学校給食を給食セ
ンター方式での実施方法を検討する中で、災害時の活用
についても検討してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・中小企業の持続的発展のための基盤整備 150,900

（うち、中小企業経営支援体制の強化) 71,800

（うち、中小企業創業・経営支援事業) 3,900

― ―

79

79　被災した中小商工業者の
事業再建支援は、相談体制を
確保するとともに、被害の態
様や程度によっては、補助
金・給付金その他返済不要の
資金援助制度を創設するこ
と。

　直接被害を受けた中小企業者が災害復旧に迅速に取り
組めるよう、低利の融資制度を常設する等、必要な資金
の円滑な供給に努めております。
　また、令和6年能登半島地震等の災害時には、「小規
模事業者持続化補助金」等において、被災企業を対象と
した補助枠が創設されるなど、国において必要な対応が
行われております。
　被災された中小企業者の被害対策などの相談に関して
は、京都府と連携し、京都商工会議所、京北商工会等の
経営相談窓口において特別窓口を開設するとともに、本
市職員も直接事業者の声をお聞きしながら、きめ細かく
対応しております。

80

80　被災農業者が早期に営農
再開できるよう、農地や農機
具・施設の復旧支援を拡充す
ること。

　農地・農業用施設の災害復旧については、土地改良区
等に国庫補助の活用を働きかけるとともに、国庫補助の
対象外となった農業用施設については、市内で著しい被
害があった場合、本市の補助率を通常より上乗せして支
援しております。
　また、農作物やパイプハウス等の被害についても、災
害発生後速やかに、国・府制度の活用を含め、被害状況
に応じた復旧支援策を検討するなど、今後とも、意欲あ
る農業者が営農を継続できるよう努めてまいります。

46



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・宅地安全対策 43,861

（うち、府事業に対する負担金) 39,500

・農林災害復旧 109,000

（うち、災害復旧に向けた倒木対策の推進） 30,000

・民間社会福祉施設整備事業 201,900

82
82　民間社会福祉施設の耐震
化診断と改修を早期に完了さ
せること。

　民営保育園等については、「京都市民営保育園耐震化
計画」の対象となる全ての施設で、令和4年度末までに
耐震化に係る工事が完了し、耐震化率は100％となって
おります。
　また、民営保育園等以外の民間社会福祉施設等につい
ても、事業者負担の軽減を図るとともに、施設ごとの課
題の解決に取り組みながら、耐震化を進めております。
　引き続き、早期に耐震化が図れるよう、各施設と緊密
に連携を取り、耐震改修を進めてまいります。

81

◆地震・風水害・土砂災害に
強いまちづくりを
81　国や府と連携し、速やか
に倒木の撤去、急傾斜地・崩
落危険箇所の対策を具体化す
ること。

　森林における倒木の撤去については、これまでから府
営事業と国や府の補助制度を活用した対策を進めてきて
おります。
　平成30年台風21号による風倒木被害に対しては、順次
復旧に取り組んでおり、二次災害のおそれのある公道沿
い等の被害地を優先的に進めているところです。
  急傾斜地、崩落危険箇所対策については、「急傾斜地
の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく急傾斜
地崩壊対策事業の実施主体である京都府と積極的に意見
交換を行うなど連携を密にしつつ、事業実施に向けた要
望を行った結果、現在、市内4箇所において事業が実施
されております。
　引き続き、京都府に対して協議・要望を行ってまいり
ます。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・消防団施設補助 37,000

84

84　消防分団施設（市や地域
の施設と共用しているもの、
および10㎡未満の消防団施設
を含む）の耐震対策を市の責
任において早期に完了するこ
と。

　消防団施設の耐震化は、消防団施設の補助金制度の優
先的な活用により促進を図っており、耐震診断の結果、
耐震化が必要と診断された消防団施設56施設のうち、55
施設で耐震化工事が完了（耐震化の必要がなくなった施
設を含む）しております。
　今後も、残る1施設の耐震化に向け、消防署が該当分
団と地域関係者の間に入り調整を図るなど、積極的にサ
ポートしてまいります。
　また、市や地域の施設と共用していること及び10㎡未
満であることが理由で、耐震診断を実施しなかった施設
のうち、耐震化が必要な施設についても、地域や分団と
調整し、同制度の優先的な活用を促進してまいります。

83

83　浸水想定区域内や土砂災
害警戒区域内の要配慮者施設
の避難・誘導体制の整備を定
めた計画の策定を京都市の責
任において早期に完了させる
こと。

　土砂災害警戒情報等が発表された場合、「京都市地域
防災計画」に基づき、速やかに対象区域に所在する要配
慮者利用施設に情報の伝達を行うこととしております。
　また、水防法及び土砂災害防止法によって、浸水想定
区域内等に位置する施設等は、避難確保計画の作成と当
該計画に基づく訓練の実施結果を市町村へ報告すること
が義務化されております。
　引き続き、計画未作成及び訓練の実施結果の未報告施
設には、避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実
施・報告について要請し、適宜、計画未作成理由等を聞
き取りながら、計画策定の助言及び内容の点検等を行っ
てまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●地域防災計画の推進 198,599

・農林災害復旧 109,000

（うち、林業用施設災害復旧事業） 59,000

 土砂流出対策については、砂防事業や治山事業を所管
する京都府の対応が不可欠であることから、府市連携に
より、課題解決に向けた対策を進めてまいります。
　治山対策については、災害を受けた箇所の復旧や災害
への予防対策が京都府において早期に実施されるよう、
必要に応じて、現場調査や森林所有者への事業実施承諾
をはじめとする事前準備を本市が行っております。今後
も、これらの連携協力の下、治山対策がより一層進むよ
う、京都府に働きかけてまいります。

85(1)

85　豪雨対策については、近
年の気候危機に対応して以下
の点を強化すること。
・雨に強いまちづくり方針、
京都市地域防災計画・災害予
防計画（水害予防・地盤災害
の防止）について、危機管理
部局が総体を掌握し進捗管理
を行うこと。

　防災危機管理室については、京都市防災会議を開催
し、本市の防災体制の基本となる地域防災計画を取りま
とめるなど、防災対策の大きな方向性を調整するととも
に、全庁における情報共有をはじめ、国や京都府の防災
対策に係る情報を各局等に提供する役割を担っておりま
す。
　また、「雨に強いまちづくり」においては、関係各局
と連携し、流域治水の観点も踏まえ、ハード対策とソフ
ト対策を組み合わせて効果的、効率的な浸水対策を進め
るよう、調整の場を設けています。
　各事業については、毎年度の地域防災計画の改訂時に
進捗等を防災危機管理室が確認するとともに、情報共有
や調整の場を設け、進捗を確認しているところです。

85(2)
・土砂災害を防止するため、
砂防ダムの設置や治山対策の
強化を京都府に求めること。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

■道路・橋りょう・河川・公園等の防災・減災対策
等

2,521,000

（うち、都市基盤河川整備） 81,000

（うち、河川維持管理） 148,000

・河川維持管理 839,135

・都市基盤河川整備 593,900

― ―

85(4)

・災害時の体制を強化するた
め、土木みどり事務所、上下
水道局等の職員を増員するこ
と。集約化した下水道管路管
理センターを元に戻すこと。

　建設局においては、平成26年度から災害活動体制1号
と2号の間に「土木2号」を設けるなど、災害活動体制の
強化に取り組んできたところですが、令和5年5月に土木
事務所とみどり管理事務所を統合し、業務執行体制を充
実させることにより、土木みどり事務所において災害対
応の総合力の更なる向上を図っております。
　上下水道局における防災・危機管理体制については、
これまでから災害時等の対応の更なる迅速化・円滑化を
図るため、必要な人員体制を確保してきたほか、令和4
年5月には、本庁舎及び南部エリアの水道・下水道の事
業所を集約させ、新たな事業・防災拠点となる「京都市
上下水道局総合庁舎」を開庁し、機能の充実・体制強化
を図っております。
　一方で、下水道管路管理センターをはじめとする施設
の維持管理業務等、民間にノウハウが蓄積されている業
務については、積極的に民間活力を導入するなど、今後
も持続可能な経営を行い、市民の重要なライフラインで
ある水道・下水道を将来にわたって守り続けてまいりま
す。

85(3)

・国・府と協議を行い、浚渫
を強化すること。流木や土砂
の流入を防ぎ、河川の越水・
漏水防止、集中豪雨による急
な増水への対策を強めるこ
と。
・内水災害を含め浸水対策の
年次計画を持ち、河川改修を
すすめること。

　治水安全度の向上のため、国・府とも連携を図り、本
市が整備を進める都市基盤河川等の改修、河川の日常的
な維持管理（しゅんせつ、点検等）を実施するととも
に、流木や土砂流入対策についても京都府等と協議して
まいります。国が管理する河川の改修については、引き
続き、河川整備計画に基づく更なる治水対策の早期完了
を要望してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

86

86　大規模盛土による開発地
域など、宅地の地すべり危険
地域マップについて今後も市
民への周知を徹底するととも
に、国・府とも連携し、対策
を強化すること。

　大規模盛土造成地の滑動崩落対策として、第一次調査
（盛土の位置及び箇所数を把握するための調査）の結果
を踏まえ、大規模盛土造成地マップ及びリーフレットを
公表し、市民への周知に努めております。また、平成28
年度からは、第二次調査（現地調査・安定計算等）の必
要性が高いと位置付けた大規模盛土造成地4か所につい
て第二次調査に着手し、安全性を確認しております。
　令和6年度も引き続き、大規模盛土造成地の状態把握
など、宅地の安心・安全の確保に努めるとともに、市民
への周知及び国等との連携を図ってまいります。

85(5)

・公園や学校のグランドなど
に一時的に雨水を貯留する施
設などを計画的に増設するこ
と。

　「京都市水共生プラン」に基づき、浸水被害の防止及
び健全な水環境の保全を図るため、河川や雨水幹線の整
備だけでなく、公共施設における雨水流出抑制対策につ
いて、施設の機能に支障を与えない範囲において実施し
ております。
　今後も、市民が安心して暮らせるまちを実現するた
め、効果的な浸水対策を実施してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・宅地安全対策 43,861

（うち、府事業に対する負担金) 39,500

87

87　国の規制強化に沿い、市
土砂条例を改正し、規制対象
面積を3000㎡以上から500㎡以
上に強化すること。

　土砂条例の制定に当たって、京都府及び本市の環境審
議会における、規制が緩い自治体に土砂が持ち込まれる
ことがないよう、府と市の統一性を担保するのがよいと
の見解も踏まえ、3000㎡以上の埋立てを許可制とするな
ど、府条例と同じ規制内容としており、現時点で規制対
象面積の見直しは考えておりません。
　なお、盛土等を包括的に規制するため、国において令
和5年に盛土規制法が施行されたことを受け、本市は同
法に基づく基礎調査の結果を踏まえ、令和6年6月に規制
区域を指定する予定です。また、規制区域の指定に伴
い、災害防止を目的とする土地の埋立て等の規制につい
ては、同法に基づく対応に一元化するため、土砂条例か
ら当該規制に関する規定を削除しております。

88

88　市独自で全ての盛土、切
土や建設残土等の調査を行
い、災害を未然に防ぐ対策を
とること。その際、京都市内
全域を危険区域指定対象区域
として対策を講じること。

　盛土等を包括的に規制するため、国において令和5年
に盛土規制法が施行されたことを受け、本市は同法に基
づく基礎調査を実施しており、その結果を踏まえ、令和
6年6月に規制区域を指定する予定です。
　また、公共工事における建設発生土は、現場内利用や
他の公共工事で利用することとしており、公共工事で利
用ができない場合は、再資源化施設等へ搬出し、適正に
取り扱っております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

90

90　国の「液状化危険地域対
策技術指針」に基づき、京都
市独自の対策指導基準を作成
し、地域実態調査に基づく液
状化危険地域対策を早期に行
うこと。

　本市では、「京都市第4次地震被害想定」において、
京都盆地とその周辺地域に分布する4つの活断層による
内陸型地震と南海トラフ地震が発生した場合を想定した
液状化危険度分布図を作成し、防災ポータルサイトで公
開しております。
　都市計画法に基づく開発許可制度においては、現在、
国において液状化に関する明確な許可基準等が示されて
おりませんが、開発（予定）箇所が「液状化危険度分布
図」等で示されている液状化のおそれのある箇所である
場合は、窓口での相談時等に、啓発文書により、液状化
対策について検討するよう指導に努めております。

89

89　大岩山について、事業者
による是正工事は完了した
が、全量撤去がされていない
ため、今後も定期的に立ち入
り調査を行うこと。定期的モ
ニタリング結果を公表するこ
と。

　大岩山の違法造成については、全量撤去ではなく、宅
地造成等規制法に基づく技術基準に適合した内容（斜面
の成形など）により、土地管理者が是正工事を施工して
おり、令和4年3月30日に完了しております。なお、現地
調査については、引き続き実施してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

■道路・橋りょう・河川・公園等の防災・減災対策
等

2,521,000

（うち、こどもまんなか公園魅力アッププロジェク
ト（遊具・樹木更新））

169,000

・街区公園等整備 13,166

●公園施設整備及び街路樹育成管理のより一層の推
進（洛西“SAIKO”プロジェクト）【新規】

70,000

●こどもまんなか公園魅力アッププロジェクト【新
規】（洛西“SAIKO”プロジェクトに計上の40,000千
円を含む）

864,000
92

92　公園の防災設備を増や
し、防災機能を強化するこ
と。公園の新設・既設を問わ
ず年次計画をつくること。

　公園の整備の際には、地域からの要望を踏まえ、かま
どベンチ、防災ベンチ、マンホールトイレ等の災害時に
活用できる防災設備の設置を進めているところです。
　今後も市民の安心安全を確保するため、災害時に備え
て防災機能の強化に努めてまいります。

91
91　安祥寺川や四ノ宮川の河
川改修事業を早急に完成させ
ること。

　安祥寺川及び四宮川の改修については、令和4年1月に
府市において治水安全度の早期向上を目的とする政策協
定を締結しており、現在、京都府に設置された「安祥寺
川・四宮川整備推進室」において府市協調による事業執
行体制の下、取り組んでおります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・民間建築物の耐震・防火対策 499,735

・民間建築物の耐震・防火対策 499,735

（うち、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅
耐震・防火改修支援事業【新規】）

392,000

94

94　まちの匠の知恵を活かし
た京都型耐震リフォーム支援
事業を直ちに再開し、使いや
すくするために工事費の補助
額を増額し、メニューごとの
上限額を引き上げること。

　「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅　耐震・防火
改修支援事業として大幅に拡充し、令和6年度予算に計
上しております。
　引き続き、地域の自主防災組織、まちの匠の事業者の
方々と連携し、すまいの耐震化の働きかけを行ってまい
ります。

93
93　新「耐震改修促進計画」
の2025年耐震化率95％目標を
必ず達成すること。

　京都市建築物耐震改修促進計画に掲げる令和2年度末
の耐震化目標を全て達成しております。
　令和7年度末の耐震化率の目標値95％の達成に向け、
地域の自主防災組織や耐震ネットワーク等と連携した普
及啓発、個別の相談に対する指導助言等により、引き続
き耐震化を促進してまいります。

55



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・民間建築物の耐震・防火対策 499,735

（うち、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅
耐震・防火改修支援事業【新規】）

392,000

・民間建築物の耐震・防火対策 499,735

（うち、分譲マンション耐震化促進事業【新規】） 4,800

■道路・橋りょう・河川・公園等の防災・減災対策
等

2,521,000

（うち、いのちを守る　橋りょう健全化プログラ
ム）

525,395

・【道路整備】いのちを守る都市基盤防災・減災対
策プロジェクト

2,053,300

（うち、いのちを守る　橋りょう健全化プログラ
ム）

1,666,000

96
96　マンションの耐震改修支
援事業を復活し、活用しやす
い制度に見直すこと。

　分譲マンション耐震化促進事業として、令和6年度予
算に計上しています。
　令和7年度末の耐震化率の目標達成に向け、関係部局
と連携を図りながら、引き続き、マンション管理組合に
対する情報提供、指導助言及び補助制度の利用促進を実
施してまいります。

95

95　木造住宅及び京町家の耐
震改修支援事業について予算
の拡充を図ること。また、病
院や福祉施設、賃貸共同住宅
など特定建築物の耐震化施策
の充実を図ること。

　「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅　耐震・防火
改修支援事業として大幅に拡充し、令和6年度予算に計
上しております。
　引き続き、地域の自主防災組織、まちの匠の事業者の
方々と連携し、すまいの耐震化の働きかけを行ってまい
ります。
　特定建築物については、個別の相談に対する指導助言
等により、引き続き耐震化を促進してまいります。

97

97　耐震化の必要な「耐震補
強を行う橋りょう」99橋の
内、橋りょう健全化プログラ
ム（第３・４期）に位置づけ
た29橋の改修は、前倒しで完
了すること。京都市域の「耐
震補強を行う橋りょう」以外
の橋りょう及び国の管理する
橋りょうについても、国・府
と連携し、耐震化と必要な老
朽対策を早急に進めること。

　橋りょうについては、「いのちを守る　橋りょう健全
化プログラム」に基づき、引き続き耐震補強及び老朽化
修繕を推進することとしており、令和6年度は、今熊野
橋、宮前橋など32橋において対策を実施してまいりま
す。
　今後も、市民の命と暮らしを守るため、国補助金の確
保に努めながら、橋りょう健全化の取組を着実に推進し
てまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

■道路・橋りょう・河川・公園等の防災・減災対策
等

2,521,000

（うち、道路に面する斜面の防災対策（下鴨静原大
原線））

36,500

・【道路整備】いのちを守る都市基盤防災・減災対
策プロジェクト

2,053,300

（うち、災害防除（緊急輸送道路等に面する斜面の
防災対策)）

387,300

・●災害に強い森づくりの推進 37,800

（うち、・危険木伐採支援事業） 5,000

（うち、●林業用道路保全活動支援【充実】） 6,000

・農林災害復旧 109,000

（うち、災害復旧に向けた倒木対策の推進） 30,000

・【道路整備】いのちを守る都市基盤防災・減災対
策プロジェクト

2,053,300

（うち、危険木撤去） 1,000

99

99　山間部の倒木による通行
止めや停電を防ぐために、山
の持ち主や国、京都府、関西
電力等と連携し、未然防止対
策を進めること。山中の災害
木や間伐対策についても、補
助制度の拡充を国や府に求
め、市独自としても取り組み
を進めること。

　倒木の未然防止に向け、道路や民家等に隣接する森林
において、自治会等が実施する危険な木の伐採を引き続
き支援していくとともに、関係者とも連携して対策を進
めてまいります。
　また、平成30年台風21号による倒木被害地について
は、本市独自の支援と府営事業の活用により、二次災害
のおそれのある公道沿い等の被害地を優先的に復旧し、
令和6年2月末時点で207haの倒木処理に着手しておりま
す。
　今後も、災害に強い森林整備を実施するために必要な
施策の創設及び充実について、国や府に働きかけてまい
ります。

98

98　道路のり面の維持・保全
について、未対策37箇所の対
策を急ぐこと。残りの22箇所
についても、早急に行うこ
と。

　対策優先箇所の未対策37箇所については、早急に対策
を実施するため、国の予算を確保したうえで確実に実施
できるよう、取り組んでおります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・自主防災組織の災害対応力の充実 21,500

（うち、自主防災組織活動助成金） 11,350

・消防団活動 619,000

（うち、消防団員報酬及び退職報償金） 410,000

・消防団運営 44,000

・消防団施設補助 37,000

・浸水防除事業 3,061,660

（うち、水防事業） 15,910
101

101　消防団員、水防団員の処
遇の改善にいっそう努めると
ともに、団の運営費を増額す
ること。

　消防団員については、従前から退職報償金の引上げや
報酬制度の創設等により必要な処遇改善を行っており、
令和4年4月に報酬制度の見直しを図ったほか、令和5年
度には光熱水費等の高騰を受け、各消防分団へ交付する
運営費を1万円増額しております。
　水防団員については、平成30年度に出勤手当等の改善
を行いました。
　また、令和2年度からは水防活動時の要となる水防倉
庫の建替え等に着手しており、令和4年度に完了しまし
た。
　今後も、消防団員、水防団員の環境改善及び運営費の
確保に努めてまいります。

100
100　自主防災会への助成金の
年間５万円の上限枠を撤廃
し、必要額を保障すること。

　自主防災組織活動助成金については、地域住民の防火
防災に関する連帯感の高揚や平常時における自主防災組
織の活動促進を目的に、防災訓練に必要な物品の購入や
防災知識の普及啓発、その他運営等に関することなどの
取組を対象に交付しております。
　そのほか、標旗の交付や防災器材の修繕、訓練指導な
どの必要な支援は、自主防災会の要望を踏まえながら、
行政が主体となり実施しており、本助成金については、
令和6年度も上限額を変更することなく、自主防災会に
おける自発的な防災活動の促進を図ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

102

102　水道・下水道などライフ
ラインの耐震化、老朽管の布
設・敷設替えを早急に行える
よう補助制度を抜本的に拡充
するよう国に求めること。

　老朽化した上下水道施設や管路の更新及び耐震化につ
いては、令和6年度においても引き続き、限られた財源
の中で、より一層優先度を考慮して、計画的・効率的に
進めてまいります。
　また、これらの事業を支えるため、引き続き、全国の
自治体等と連携し、財政支援における現行制度の堅持、
更なる拡充等を国に対して要望してまいります。

103

２　福祉・医療の充実を
103　一般会計繰入を増額し、
国民健康保険料を引き下げる
こと。保険料減免制度を拡充
すること。資格証明書・短期
証の発行をやめ、正規の保険
証を交付すること。差押えが
禁止されている給付金を原資
とする預貯金、生活維持費の
差押えはやめること。学資保
険や給与の差押えをやめるこ
と。

　令和6年度の保険料は一般会計から多額の繰入を行う
等により据え置くこととしましたが、令和7年度以降、
引上げを検討せざるをえない状況です。京都府との連携
を一層密にし、持続可能な運営に努めてまいります。
　一般会計、国民健康保険事業の双方が持続可能なもの
となるよう制度運営を進めていく必要があり、本市独自
の条例減免制度の拡充は困難です。
　また、法令に基づき、短期証・資格証明書を交付する
ことは必要であると考えております。
　差押禁止財産のみの預金口座への振込が明らかな場合
は、当該預金の差押えを行わないこととしております。
一方、学資保険や生活維持費用を含めた差押え禁止の範
囲を除く給与・年金等は、他の財産と区別して取り扱う
合理的な理由はないと考えております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・未就学児均等割軽減に係る一般会計繰出金 66,000

104
(1)

104　国民健康保険制度につい
て、以下の改善を図ること。
☆・18歳以下の均等割を免除
すること。
・国保の一部負担金減免制度
は収入基準額を引き上げ、拡
充すること。資産報告書の提
出や保険料の納付を要件とし
ないこと。
・入院時の食事代負担の廃止
を国に強く求めること。
・高額療養費・特別療養費な
ど現金給付については、滞納
保険料と相殺しないこと。
・高額療養費・高額介護医療
合算療養費の限度額を元に戻
す（平成27年７月まで）よう
国に求めること。市として補
助すること。

　18歳以下の均等割の免除について、令和4年度から未
就学児に係る均等割は、5割を公費により軽減する制度
を導入しておりますが、対象となる年齢と軽減割合の拡
大については、引き続き、国に対して要望してまいりま
す。
　一部負担金減免については、引き続き、国の定める収
入基準より広い基準を設けて運用するとともに、公平性
の観点から、資産や保険料の納付状況も含めて、総合的
に判断してまいります。
　入院時の食事代については、既に低所得者の方に対す
る減額制度が国において設けられており、廃止を要望す
る考えはありません。
　高額療養費、高額介護合算療養費の負担限度額につい
ては、制度見直しの趣旨を踏まえ、現時点で、国への要
望や本市独自で補助を行うことは考えておりません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

104
(3)

104　国民健康保険制度につい
て、以下の改善を図ること。
☆・特定健診の枠を増やすこ
と。

　本市国保が実施する特定健診については、区役所・支
所等で受診する集団健診、指定医療機関で受診する個別
健診及び人間ドック方式の3つの受診方法から選択して
受診いただいております。集団健診及び人間ドックにつ
いては、定員を設けておりますが、受診を希望されたす
べての方に受診いただけている状況です。また、個別健
診については、定員を設けず実施しております。

104
(2)

104　国民健康保険制度につい
て、以下の改善を図ること。
☆・18歳以下の均等割を免除
すること。
・国保の一部負担金減免制度
は収入基準額を引き上げ、拡
充すること。資産報告書の提
出や保険料の納付を要件とし
ないこと。
・入院時の食事代負担の廃止
を国に強く求めること。
・高額療養費・特別療養費な
ど現金給付については、滞納
保険料と相殺しないこと。
・高額療養費・高額介護医療
合算療養費の限度額を元に戻
す（平成27年７月まで）よう
国に求めること。市として補
助すること。

　保険料は国保の事業運営の基幹的な財源であり、全て
の被保険者に公平に負担していただくことが制度存立の
前提です。そのため、滞納のある方に対して現金給付を
行う際は、制度の趣旨を説明させていただき、本人の同
意を得たうえで、現金給付を滞納保険料に充てていただ
くようお願いしております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

106

106　無料低額診療事業の利用
者に対し、院外処方による薬
代の助成を市独自に行うこ
と。市として引き続き国への
要望を強めること。

　患者が院外処方の施設を受診した場合の薬代について
は、現在、無料低額診療事業の対象外となっており、近
年の医薬分業を踏まえ、事業実施機関からも院外処方に
よる薬代について、事業の対象とするよう要望が寄せら
れております。
　無料低額診療事業の制度の在り方に関しては国の責任
で検討されるべきと考えており、本市としては、引き続
き国に必要な要望を行ってまいります。

105

105　国民健康保険の傷病手当
について、傷病一般とするこ
と。また被用者に限らず、対
象を自営業者・事業主・「フ
リーター」にも拡大するこ
と。

  本市国民健康保険の傷病手当は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止の観点から、国の特例的な財政支
援を活用したうえで実施していたものです。
　国の財政支援が終了した中、本市独自で傷病手当金の
支給を行うためには、新たな財源が必要となることか
ら、本市の財政状況下において実施は困難と考えており
ます。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・地方独立行政法人京都市立病院機構運営費交付金 1,456,000

・京北病院が果たす機能の検討【新規】 5,130

107　市立病院、京北病院が政
策医療に責任を果たし、公的
医療機関としての役割が発揮
できるよう運営交付金を引き
上げること。陰圧室を増設す
るなど万全の感染症対策をと
ること。

　地方独立行政法人は、独立採算での運営が原則です
が、公的病院としての役割である感染症医療や救急医
療、へき地医療等の政策医療等において、性質上不採算
とならざるを得ない部分が生じます。
　これらの政策医療等に係る収支不足部分を補てんする
運営費交付金については、引き続き中期計画に基づき必
要な予算を確保してまいります。
　また、空気感染への対策が必要とされる疾病に対して
は、令和3年度に市立病院に増設した陰圧室2室を活用す
るとともに、所定の換気量を確保し、引き続き適切に対
応してまいります。

108
(1)

108　市立京北病院が地域医療
を支える公的医療機関として
役割を果たせるよう、以下の
改善を行うこと。
☆・第４期京都市立病院機構
中期計画における京北病院の
在り方検討会のメンバーに医
療専門家の医師や看護師を入
れること。

　市立京北病院は、京北地域の唯一の病院であり、地域
住民の医療拠点としての役割を担っております。
　現在、高齢化・人口減少に伴う患者数の減少や建物の
老朽化などの課題を抱えているため、持続可能な病院運
営の在り方について検討しているところです。
　令和6年度は、地域の方や医療関係者等も含めた検討
会を実施し、取組を進めてまいります。

107
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・京都市立京北病院運営費交付金 180,000

― ―

108
(3)

108　市立京北病院が地域医療
を支える公的医療機関として
役割を果たせるよう、以下の
改善を行うこと。
☆・老人保健施設において介
護労働の補助となるリフトの
導入等を行うこと。

　老人保健施設においては、令和5年10月にスライディ
ングボード、シートを購入し、ベッド上での移動や車椅
子等への移乗時における介護職員の負担軽減を図ってお
ります。また、入浴介助では機械特殊浴槽（トロリー
浴）を用いることにより負担を軽減しております。
　引き続き、京北病院において職員の安全と健康を踏ま
えた職場環境の整備について検討してまいります。

108
(2)

108　市立京北病院が地域医療
を支える公的医療機関として
役割を果たせるよう、以下の
改善を行うこと。
・病院施設の老朽化対策を計
画的に行うこと。雨漏りの修
繕を早急に行うこと。患者用
の入浴施設に浴槽を設置する
こと。トイレの洋式化を進め
ること。
☆・常勤医師を増員し、医師
の働き方を改善すること。内
視鏡を更新し、検査等が実施
できる医師の確保を急ぐこ
と。
・早急に人工透析ができる体
制を作ること。当面、市立病
院への送迎体制を整えるこ
と。

　市立京北病院では、医療、介護サービスの提供に支障
がないよう、計画的に必要な施設修繕等を実施し、雨漏
り修繕については令和5年度に対応しております。
　浴槽については、機械特殊浴槽（トロリー浴）等を活
用しているため、設置は予定しておりませんが、トイレ
の洋式化を含む設備の整備については、耐用年数等を考
慮しつつ、患者様の安全等を踏まえ順次対応してまいり
ます。
　医師については、「医師の働き方改革」も踏まえ、引
き続き市立病院との連係等により適正な人員配置を図っ
てまいります。
　内視鏡検査や人工透析については、専門スタッフ等の
確保、医療設備等の課題もあり困難ですが、患者様の実
情に応じて「市立病院への患者送迎便」を利用していた
だくなど、両院の連携により受診環境を確保してまいり
ます。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

110

110　京都府と協議し、老人医
療費支給制度は、負担割合と
対象要件を2014年度に戻し、
74才まで拡大すること。

　老人医療費支給制度については、医療保険制度におけ
る給付と負担の見直しが進められ、全国的に同様の医療
制度が廃止されている中、京都府及び府下市町村で検討
を行い、平成27年度から現行制度としたところです。
　自己負担割合及び対象要件を元に戻し、対象年齢を拡
大することは、多額の経費を要することから困難である
と考えております。

109
109　市立病院・京北病院で無
料低額診療事業を行うこと。

　無料低額診療事業については、既に36か所の市内医療
機関で実施されており、市立病院は政策医療や高度急性
期医療を提供し、京北病院は地域包括ケアの拠点として
の役割を担っていることから、市立病院及び京北病院で
の実施は考えておりません。
　なお、本事業を必要とされる方へは事業実施医療機関
を紹介するなど、適切な対応を行っております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・生活保護医療扶助相談支援員事業 112

・生活保護受給者等健康診査事業 10,001

・後期高齢者健康診査事業 489,637

・こころの健康増進センター管理運営 23,106

（うち、依存症対策事業） 3,103

112

112　薬物・アルコール・ギャ
ンブル・ゲーム・ネット依存
症等への対策と、民間更生団
体への支援を強化すること。
断酒会等の自助グループの活
動が維持・継続できるよう
に、ひとまち交流館の施設使
用料等の補助を行うこと。

　アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症専門医療機
関や民間更生団体と協力し、講演会開催等の普及啓発を
行うとともに、本人、家族等への相談、外来受診、依存
症支援プログラム等の支援について、引き続き実施して
まいります。
　自助グループへの活動支援としては、断酒会等へ会場
提供を行い、依存症に係る啓発や講演会を共同で開催し
ます。また、自助グループが参画している各区役所・支
所の精神保健福祉連絡協議会においても地域での依存症
に関する情報や課題の共有、ネットワーク構築に取り組
んでまいります。
　なお、ゲーム・ネット依存症に特化した対策は行って
おりませんが、思春期・青年期のこころの健康相談等の
なかで、本人、家族等の支援に取り組んでまいります。

111

111　生活保護世帯の検診受診
率を高めること。75歳以上の
高齢者の検診率をさらに向上
させること。

　40歳以上の被保護者には毎年健康診査のお知らせを送
付しており、満40歳到達者には医療扶助相談支援員（保
健師）から重点的に受診を勧奨しております。
 75歳以上の高齢者には京都市国民健康保険が実施する
特定健康診査と同様の健康診査を実施しており、令和6
年度も、府医師会等と連携し、受診率向上に努めてまい
ります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・中央斎場運営 443,012

― ―

114

114　新京都社会福祉会館内の
入居費について、入居を希望
する団体（旧京都社会福祉会
館に入居していた団体等）の
負担が増えないように、府と
連携して家賃負担の軽減を図
ること。入居が困難な団体に
対しては、引き続き元待賢小
学校の空き教室の使用を継続
すること。

　新京都社会福祉会館は、設置・運営主体である特定非
営利活動法人京都社会福祉推進協議会により民設民営で
整備が進められ、令和6年4月に開所されました。
　新会館の入居費（家賃）については、同法人の事業計
画や経営判断に基づき同法人にて決定されるものです
が、新会館における公益事業は地域共生社会の実現に資
するものであり、本市として整備用地確保や土地使用料
の減免等の支援を行った結果、旧会館とほぼ同額に設定
されました。
　その結果、元待賢小学校に一時入居されている団体に
も御理解いただき、現在すべての団体が新会館への移転
を希望されているところです。

113

113　中央斎場は直営を堅持す
ること。委託された受付・
ホール部門を直営に戻すこ
と。衛生作業員不補充を撤回
し、新規採用すること。

　中央斎場の運営については、平成25年2月の「京都市
中央斎場のあり方検討委員会」の提言に基づき、行き届
いた市民サービスを安定的に提供するため、受付部門に
ついては平成26年度から、ホール部門については令和5
年度から、ノウハウを持つ民間へ委託しております。
　引き続き、衛生業務員の退職等の状況に合わせ、技術
の伝承に考慮しつつ、安定的な運営の確保に取り組んで
まいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・地域あんしん支援員設置事業 84,512

●地域あんしん支援員設置事業【充実】 4,800

・地域支え合い活動創出事業 91,401

●地域支え合い活動創出事業【充実】 6,700

・ヤングケアラーへの支援 13,096

116

116　ヤングケアラーについて
は、子どもの権利条約に基づ
き子どもの人権を守るため、
支援につなげる枠組みをつく
ること。

　ヤングケアラーのいる世帯が抱える課題は複合的であ
る場合が多く、その背景や原因となる課題に応じて個別
性の高い支援が必要です。
　そのため、具体的な支援に当たっては、既存施策の周
知と活用をもとに各支援機関が連携して対応しておりま
すが、制度の狭間に陥るケースも想定されます。
　こうした課題を踏まえ、令和5年度から令和6年度にか
けて、ヤングケアラー本人の負担軽減を目的として、家
事・育児の訪問支援事業を2行政区でモデル実施するこ
ととしております。
　引き続き、各支援機関が連携し、支援に取り組んでま
いります。

115

☆115　あらゆるケアラーへの
支援を行うために、実態の把
握や相談窓口の設置等に取り
組むこと。

　引き続き、ケアマネジャー等への研修等はもとより、
ケアラー同士の交流事業や、民間企業と連携したケア
ラー支援に関する情報発信等の取組を進めてまいりま
す。
　さらに、令和6年度からは、重層的支援体制を展開す
る中で、区役所・支所や様々な支援機関等の相談窓口等
において、問題が深刻化する前にケアラーの悩みにも気
づき、適切な支援につなぐ取組を推進してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・（介護保険事業特別会計）保険給付費 150,782,520

117

◆介護保険制度、高齢者福祉
施策の充実を
117　国に対して、介護保険
サービスの充実を図りながら
被保険者・利用者の負担を軽
減できるよう、財政措置を講
じることを求めること。ま
た、国において、現在検討を
している介護保険制度改正に
おいて、①利用料２割負担の
対象拡大は行わないこと、②
一定所得のある65歳以上の保
険料引き上げは行わないこ
と、③老健施設等の多床室
（相部屋）の有料化は行わな
いこと、④要介護１・２の生
活援助等の保険給付外しやケ
アプラン有料化は行わないこ
と、⑤保険料納付年齢（現行
40歳以上）の引き下げは行わ
ないこと、⑥利用開始年齢
（原則65歳以上）の引き上げ
は行わないこと、など被保険
者の負担増やサービス後退と
ならないよう求めること。

　①、④、⑤、⑥については、国の介護保険部会におい
て持続可能性の確保等の観点から、様々な検討が行われ
ているところであり、令和6年度介護保険制度改正にお
いては、実施されておりません。
　②については、令和6年度介護制度改正における国標
準段階の見直しの趣旨を踏まえ、低所得者の保険料増を
抑制するため、保険料の多段階化を実施しております。
　③については、在宅でサービスを受ける者との負担の
公平性等との観点から、十分な周知期間を確保するため
令和7年8月からの改正が予定されておりますが、低所得
者については、負担限度額が設けられているため、引き
続き負担軽減が図られる予定です。
　本市としても、被保険者の負担が過重にならないよ
う、また、安定的に運営できるものとなるよう、引き続
き国に対し必要な要望を行ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・介護保険事業特別会計繰出金 24,887,000

●介護保険事業特別会計繰出金 1,000

☆繰越明許費補正（特別養護老人ホーム整備助成） 169,100

119

119　介護度にかかわらず必要
な高齢者が入所できるよう特
別養護老人ホームの施設整備
を行うこと。とりわけ要介護
４・５の申請者は、すべてが
すぐに入所できるようにする
こと。

　特別養護老人ホームへの入所については、「京都市介
護老人福祉施設入所指針」に基づき、市内の全ての施設
が統一した入所申込み・決定方法及び優先入所の評価基
準を採用することにより、入所決定手続の透明性・公平
性を確保するとともに、必要性の高い方の適正かつ円滑
な入所につなげております。
　また、これまで施設整備を進めてきた結果、大半の方
が申込から1年以内に入所できておりますが、引き続
き、「第9期京都市民長寿すこやかプラン」に定める整
備目標（7,445人分）に基づき整備を進めてまいりま
す。
　引き続き、入所系・在宅系サービスの両面から高齢者
の生活を支援してまいります。

118
118　京都市独自の介護保険
料・利用料の負担軽減措置の
拡充を図ること。

　第9期介護保険事業計画期間における介護保険料につ
いては、国の方針を踏まえ、制度の持続可能性を確保す
る観点から所得の再分配機能を強化し、段階区分の多段
階化を行うとともに、低所得者負担軽減強化の実施によ
る公費を最大限に活用し、低所得者の負担軽減を図って
おります。
　また、真に保険料の負担が困難な方に対し、本人の申
請により保険料を減額する本市独自の減額制度を継続
し、利用料についても、国の基準に沿って介護保険施設
等における食費・居住費の補足給付等の軽減措置を実施
しており、低所得者の負担軽減に努めております。
　引き続き、国に対して、保険料や利用料の負担軽減の
充実等、適切な措置を講じるよう要望してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・（介護保険事業特別会計）保険給付費 150,782,520

・（介護保険事業特別会計）事務費など 3,834,267

121
121　介護認定給付業務の民間
委託を廃止し、元に戻すこ
と。

　要介護者数の増加に伴う業務量の増加に的確に対応す
るとともに、効率的な執行体制を確保するため、令和2
年4月から介護認定給付業務を集約委託化しておりま
す。
　これにより、介護認定に要する平均処理日数は、集約
委託化前の区役所・支所窓口で申請を受け付けていた令
和元年度が47.8日であるのに対し、原則郵送申請で実施
している令和5年度は38.4日と10日程度早くなっており
ます。
　引き続き業務水準の維持向上に努めてまいります。

120
120　介護労働者の処遇改善の
ために市独自の対策を行うこ
と。

　介護保険制度は全国一律の社会保険制度であるため、
本市独自で処遇改善加算の要件を変更すること等は困難
ですが、介護職員の処遇改善は重要な課題であると認識
しております。なお、国において、令和6年2月から介護
職員1人あたり月6千円程度の賃上げ措置が行われ、令和
6年2月から5月までは京都府において、「介護職員処遇
改善支援補助金」として実施されております。令和6年6
月以降については、令和6年度介護報酬改定により、処
遇改善に係る加算を一本化した上で、新加算の加算率の
引上げを行い、実施してまいります。
　引き続き、必要な処遇改善がなされるよう国に対して
要望してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●（介護保険事業特別会計）地域支援事業費 5,476,594

・（介護保険事業特別会計）保険給付費 150,782,520

122

122　介護予防・日常生活支援
総合事業に係る生活支援型訪
問介護の単価を引き上げるこ
と。

　本市の生活支援型ヘルプサービスの報酬は、国におけ
る要介護1以上の方への生活援助45分以上の報酬と同額
で、介護給付と比べて遜色がなく、サービス内容に見
合った報酬であると考えており、算出方法を見直す考え
はありません。また、令和6年度からの単価は、令和6年
度介護報酬改定を踏まえた報酬単価を基に算出しており
ます。
　引き続き、介護予防の推進、生活支援サービスの充
実、多様な担い手の活躍を目指し、介護予防・日常生活
支援総合事業の取組を進めてまいります。

123
(1)

123　介護保険制度について、
以下の項目の改善を図るこ
と。
・介護保険入所施設及び
ショートステイにおける食
事・居住費の負担軽減のため
の補足的給付、限度額認定証
発行の際の資産要件をやめ、
当面2021年７月までの制度
（所得階層や資産要件）に戻
すよう国に求めること。
・保険料の滞納による給付制
限は行わないこと。

　介護保険制度は全国一律の制度であり、負担軽減の拡
充については、国の責任において、全国一律の考え方に
基づき適切な措置が取られるべきものと考えており、引
き続き適切に運用してまいります。
　給付制限は介護保険法に規定され、当該規定に基づき
運用しております。被保険者に文書で周知するととも
に、保険料滞納者に対して分割納付に応じる等きめ細か
な納付相談を行い、できる限り給付制限措置が生じない
よう取り組んでおります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・地域包括支援センター運営事業 1,511,675

・短期入所生活介護緊急利用者援護事業 2,194

123
(3)

・緊急ショートスティ事業の
対象を、認知症や虐待に限ら
ず、以前のように家族の葬祭
等でも可能とし、家族の介護
負担の軽減に寄与する制度に
戻すこと。

　緊急ショートステイ事業（短期入所緊急利用者援護事
業）について、国の制度改正により補助金の対象外とさ
れたことやショートステイの供給が一定充実してきたこ
とを受けて、本市独自に確保した財源の中でより効果
的・効率的に運用していくため、平成28年7月から、虐
待等のより緊急性の高いケースに重点化しました。ま
た、介護保険制度との整合性を図る観点から、介護保険
給付の枠外での利用は対象外とし、最長2か月の利用期
間も、原則14日（最長1か月）とする見直しを行いまし
た。
　現在、虐待等の緊急性の高いケースの受け入れが適正
に行われている状況であり、引き続き、同事業を適切に
運用してまいります。

123
(2)

・相談件数の増加等ますます
役割が重要となり、多忙化す
る業務に対応するため、すべ
ての地域包括支援センターの
体制を早急に増員すること。

　地域包括支援センターの人員体制については、高齢者
人口や単身世帯の増加、一人暮らし高齢者への全戸訪問
活動等への対応のため、適宜、必要な増員を行うこと
で、体制の充実に取り組んできたところであり、今後
も、機能的に業務に取り組める体制の構築に努めてまい
ります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・養護老人ホーム措置費 2,166,157

・後期高齢者健康診査事業 489,637

125

125　京都府後期高齢者医療広
域連合の人間ドックへの補助
制度は７割補助に戻すよう国
に求め、京都市としての助成
を増やし、受診率を上げるこ
と。

　本市では、他の政令市とも連携を図り、後期高齢者に
対する人間ドックへの支援を国に要望しております。な
お、後期高齢者に対する人間ドック助成については、令
和3年度から、京都府後期高齢者医療広域連合の補助制
度が見直され、受診費用の7割補助から健康診査並みの
補助となりましたが、本市からも財政負担することで、
可能な限りの助成を行っており、引き続き、府医師会等
と連携し、受診率向上に努めてまいります。

124

124　養護老人ホームは、市民
が求める市内での入所が可能
となるように増設・充実する
こと。

　京都市内の養護老人ホームについては、必要に応じて
措置できており、現時点では増設の必要はないと考えて
おります。
　引き続き、心身の状況や置かれている環境の状況等か
ら、在宅において日常生活を営むことに支障のある高齢
者に対しては、養護老人ホームへの入所等の措置を適切
に実施してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

　資力がありながら、特別な事情もなく未納保険料を放
置している滞納者に対しては、特別徴収等により納期内
に納付をいただいている大多数の方との負担の公平性を
確保する観点から、差押え等を実施することは必要であ
ると考えております。
　引き続き、規則及び要綱に基づく短期証の発行や、法
に基づく適正な滞納処分を執行してまいります。

126

126　国と京都府後期高齢者医
療広域連合に対して、後期高
齢者医療費自己負担２割を廃
止するよう求めること。

　令和4年10月1日から施行された後期高齢者医療費の窓
口負担割合2割の導入については、一定の負担能力のあ
る方に配慮措置を講じたうえで医療費の2割を負担いた
だくこととされたものであり、制度の持続性を高め、世
代間・世代内の負担の公平を図る観点から、やむを得な
いものと考えております。なお、必要な医療を受ける機
会を確保するという観点から、窓口負担割合の見直しが
後期高齢者の受診に与える影響の調査及び必要に応じた
配慮措置延長の検討等について、国に要望しておりま
す。

127
127　後期高齢者医療における
短期保険証の発行や差押えは
やめること。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・高齢者あんしんお出かけサービス事業 3,950

・（介護保険事業特別会計）緊急通報システム事業 62,566

・（一般会計）緊急通報システム事業 734

・（介護保険事業特別会計）地域支援事業費（家族
介護用品給付事業）

152,323

・（介護保険事業特別会計）保健福祉事業費（家族
介護用品給付事業）

8,662

・ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付等事業 4,374

129

129　必要とする本人・家族に
対して、認知症高齢者GPS、緊
急通報システム、あんしん
ネット119へ連動する住宅用火
災警報器、家族介護用品、日
常生活用具の給付の制度の周
知を図るとともに、その負担
軽減や給付額の充実を図るこ
と。

　緊急通報システム等家族介護用品や日常生活用具につ
いては、これまでから地域包括支援センター等の相談機
関へ制度周知を行っております。
　また、その負担軽減には、それぞれの世帯に応じた負
担や給付額となるよう対応しているところです。
　引き続き、必要な方が制度を利用できるよう、周知を
行うとともに、適正な負担額・給付額となるよう努めて
まいります。

128
128　加齢性難聴に対する補聴
器の購入補助を京都府と連携
し、おこなうこと。

　加齢等に伴う難聴が誰にでも起こり得るものであり、
御高齢になると聴力以外にも様々な身体機能が低下する
可能性があることから、こうした課題の一つひとつに本
市独自の助成制度を実施することは慎重な検討が必要で
あります。
　これまでから国に対して医学的エビデンスを踏まえた
うえで、認知症予防の効果が認められる場合には、全国
一律の公的補助制度の創設を検討するよう要望している
ところです。
　京都府の動向にも注視しつつ、引き続き、他都市とも
連携し、様々な機会を通じて国に対して必要な働きかけ
を行ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 9,690

・高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 2,040

・シルバー人材センター運営補助等 51,965

・高齢者就労援助事業 20,294

131

131　高齢者の働く権利が保障
できるよう、シルバー人材セ
ンターに限らず非営利・公益
団体を支援し積極的に仕事を
発注すること。

　高齢者の生きがいづくり及び社会参加の推進のため、
本人の希望や能力に応じて、臨時的・短期的な就業機会
を提供している公益社団法人京都市シルバー人材セン
ターに対する支援を行うとともに、同センター以外の非
営利団体も含め、高年齢者雇用安定法に基づき、優先登
録を行っております。引き続き、雇用行政、労働行政を
担う国や京都府、経済界等とも連携を図りながら、高齢
者の就労機会の拡大に努めてまいります。

130

130　外国籍市民に対する、高
齢者・重度障害者特別給付金
を増額し、対象を拡大するこ
と。

　国が必要な対応を行うまでの措置として、「外国籍市
民重度障害者特別給付金」を本市独自事業として実施
し、無年金者等に対する福祉の向上を図っているところ
ですが、その増額及び対象者の拡大については、本市の
財政状況の下、困難であると考えております。
　無年金者の救済については、本来は国が制度化を図
り、公平に解決されるべきものと考えており、今後も、
他の政令指定都市と協力し、国に対して必要な要望を
行ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・はぐくみ推進審議会運営等 16,029

・児童養護施設入所児童等の権利擁護推進事業【新
規】

3,200

・子ども医療費支給事業 3,581,418

132

◆保育、子育て支援の充実を
132　本市として子どもの権利
を明記した「子どもの権利条
例（仮称）」を制定するこ
と。子どもの権利救済機関を
設けること。

　本市では児童の権利に関する条約の理念を尊重した
「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する
条例」を制定するとともに、京都市はぐくみプランにお
いて全ての子ども、若者、子育て家庭を大切にした施策
を推進しております。
　令和6年度は、全ての子どもの尊重や権利の保障等を
基本理念とするこども基本法やこども大綱を踏まえ、子
ども若者をまんなかに据えた次期計画を策定してまいり
ます。
  子どもの権利救済については、児童福祉センターや教
育相談総合センターでの相談や子ども支援専門官の配置
等により、対応を行っております。さらに、児童養護施
設入所児童等の権利擁護については、子どもの意見表明
の支援や権利救済に関する仕組みを構築してまいりま
す。

133
133　子どもの医療費は、すべ
ての子どもを対象として18歳
まで無料にすること。

　子ども医療費支給制度については、府市協調で2分の1
ずつ負担することによって持続可能な制度とし、これま
で9度の拡充を行っており、令和5年9月からは3歳から小
学生までの通院医療費の自己負担額を1か月1医療機関
200円とする制度拡充を行いました。更なる拡充につい
ても、府市協調で着実に取り組むことが重要であり、ま
ずは中学生まで1医療機関、1か月200円を実現するた
め、京都府と協議してまいります。
　また、子ども医療費の負担軽減については、住んでい
る地域にかかわらず安心して医療が受けられるよう国の
責務として全国一律に実施されるべきであり、これまで
から国に対し新たに助成制度を創設するよう要望を行っ
ており、引き続き他都市とも連携し要望を行ってまいり
ます。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・施設型給付費、委託費 36,812,778

・地域型保育給付費 5,208,477

135

135　０～２歳児も含め保育の
完全無償化を国に求めるこ
と。第三子以降の保育料無料
化は所得制限をなくすこと。
所得減少世帯の減免制度を拡
充し、市民にわかりやすく周
知すること。保護者の過大な
負担を招く保育料への上乗せ
徴収は認めないこと。

　保育所等の同時入所を要件としない第3子以降の保育
料無償化について、本市では、国制度よりも幅広く、概
ね年収640万円未満の世帯を対象としております。保育
料の更なる軽減については、国において取り組んでいく
べきものとして、引き続き国に対して、必要な要望を行
うとともに、本市においては、2人目以降の保育料無償
化を検討してまいります。
　収入減少に伴う保育料の減免制度については、保育利
用申込みの案内冊子やホームページへの掲載等によって
引き続き周知してまいります。
　上乗せ徴収は、各施設が必要と判断する場合に、事前
に本市へ届出を行い、保護者から同意を得たうえで行う
ことを認めており、徴収内容等が不適切な場合には指導
を行うなど、引き続き取り組んでまいります。

134
134　子どもの歯列矯正の保険
適用を国に求めること。

　保険適用の範囲や診療報酬額など、診療報酬体系全般
については、保険者、被保険者の代表や、医師、歯科医
師等の診療に携わる方の代表も参画されている中央社会
保険医療協議会において議論され、その答申に基づき厚
生労働大臣が決定し、告示することとなっております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・幼稚園・保育所 53,040,312

（うち、メンタルヘルスケア及び腰痛・頚肩腕障害
予防指導事業）

4,151

137

137　民間社会福祉施設産休等
代替職員制度、特殊健康診断
廃止の影響を把握し、復活す
ること。民間社会福祉施設の
妊婦通院・時間短縮をそれぞ
れ補償すること。補償に必要
な財源を国に求めること。

　民間社会福祉施設産休等代替職員制度については、健
康保険の給付等の活用により、産休や病休職員の休暇の
保障を図りつつ、児童処遇の確保が保たれることから、
平成23年度で廃止しております。妊婦通院・時間短縮に
ついては、男女雇用機会均等法等において規定されてお
ります。
　特殊健康診断は、頸肩腕障害・腰痛症を発症する民間
社会福祉施設職員（以下、「職員」という）の大幅な減
少を受け、予防事業にシフトするとともに、新たにメン
タルヘルス対策事業を実施するよう見直し、健康保持増
進に努めております。
　また、メンタルヘルス対策事業では、研修の実施や相
談室を開設しており、引き続き、職員の健康管理を図る
とともに人材確保に努めてまいります。

136
136　保育施設における給食費
は公費負担とすること。

　食材費（給食費と同義）は、自宅で子育てを行う場合
にもかかることを踏まえ、主食材料費及び副食材料食費
共に、0～2歳児は保育料の一部、3歳児以上は実費徴収
として保護者負担とされております。
　保育料無償化対象児童の副食材料費は、年収360万円
未満相当世帯や同時入所の第3子以降の児童等を対象に
免除しており、それ以外の食材費の取扱いは国において
検討されるべきものであり、独自の更なる公費負担は考
えておりません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・【教育・保育施設運営】民間社会福祉施設単費援
護

5,747,685

（うち、京都市民間保育園等人件費等運営補助金） 5,592,545

・【教育・保育施設運営】民間社会福祉施設単費援
護

5,747,685

（うち、京都市民間保育園等人件費等運営補助金） 5,592,545

139
☆139　保育士の処遇について
は、公民格差の是正を実現す
ること。

　公民で業務が異なるため単純な給与比較は難しいと考
えております。なお、民間園の人件費補助金は、本市独
自の配置水準の維持・充実を図りながら必要な職種に必
要な人件費がしっかり行き渡る仕組みとしており、令和
5年度には調査結果等を踏まえ、3年後に予定していた見
直しを前倒し、将来にわたって保育士等の処遇の維持向
上を図るための大幅な拡充を実施しました。
　本市の人件費補助金は、全体として保育士等の処遇を
向上させることを目的としており、労使間で決められる
各園の職員ごとの給与に、本市として関与するものでは
ありませんが、各園で、拡充部分も活用いただき持続可
能な園運営や処遇改善を実現していただきたいと考えて
おります。

138

138　認可保育所の保育士配置
基準は緩和せず、本市の基準
を引き上げること。また、朝
夕の保育士配置基準の緩和を
やめて元に戻すこと。どの時
間帯も正規職員で配置するこ
と。

　保育園等への人件費等補助に関しては、本市独自の配
置水準の維持・充実を図りながら、支出実績に応じて精
算する透明性の高い制度へと再構築したことにより、必
要な職種に必要な人件費がしっかりと行き渡る仕組みと
しております。
　全国的な課題として保育士確保が厳しい状況にあるこ
と等を踏まえ、国において保育士配置の弾力化が制度化
されており、本市としても令和6年度末まで活用できる
よう条例を改正しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・保育士確保対策事業 180,679

（うち、保育士宿舎借り上げ支援事業） 71,149

（うち、保育士人材確保事業） 15,050

（うち、保育所職員の資質向上のための研修事業） 20,060

・保育士確保対策事業 180,679

（うち、保育補助者雇上げのための貸付事業） 74,420

141

141　民間保育園でのプール事
故防止のため、監視員が配置
できるよう市が財源を保障す
ること。

　本市では、これまでから民間保育園等向けの運営説明
会等で、安全対策の徹底を求めるとともに、平成26年度
に重大な事案が発生したことを踏まえ、監視員と指導員
を分けて配置すること等、プール活動・水遊びを行う場
合の留意点についてのハンドブックを作成し、全保育施
設等に配布し、指導監査においてプール活動をはじめと
する安全対策の実施状況を確認しております。
　また、平成30年度には水遊び中を含む事故防止のため
に必要な備品の導入に係る補助を実施し、また保育補助
者雇上げのための貸付事業を継続して実施する等、プー
ル活動の監視を含む保育士の負担軽減の取組を推進して
おります。

140

☆140　保育士の宿舎借り上げ
事業、キャリアアップ研修、
就職フェアなど認可保育所等
への支援については、小規模
保育事業も対象とすること。

　保育士宿舎借り上げ支援事業及び就職フェアについて
は、限られた財源の中で、優先度を付けて事業を実施せ
ざるを得ないため、より多くの保育士雇用が必要となる
保育園・認定こども園を対象としております。
　小規模保育事業における保育士等の確保や保育の質の
向上については、京都市保育人材サポートセンターにお
ける求職者と保育園等のマッチング事業やキャリアアッ
プ研修などの実施により、引き続き支援してまいりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●児童虐待対策 54,456

・●児童福祉センター運営 448,572

― ―

143

143　小規模保育事業、家庭的
保育事業の耐震化率が100％と
なるよう支援を強化するこ
と。

　小規模保育事業、家庭的保育事業の事業所の耐震化に
ついては、小規模な保育事業所という特色から、多くが
賃貸物件を活用し事業を運営されているため、耐震性が
ある建物への移転を促すなど今後とも耐震化率の向上に
努めてまいります。

142
142　児童福祉センターは、児
童福祉司配置の拡充など体制
の強化を図ること。

　児童相談所（第二児童相談所含む。）の体制について
は、国が示す配置基準を上回る80名の児童福祉司を確保
するとともに、多職種を配置し、多角的かつ専門的な支
援に努めております。
　また、SNSを活用した相談窓口を設け、「子育てや親
子間の悩みごと」の相談を受け付けております。
　関係機関との連携については、各区役所・支所子ども
はぐくみ室、DV相談支援センター等と、一体となり適切
に支援を行っているほか、他自治体とは、転居時の児童
相談所間の情報共有等を徹底しております。
　増加を続けている「児童虐待相談・通告」に迅速に対
応するため、引き続き必要な体制の確保及び専門性の強
化を図ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

145

145　学童保育は、放課後の学
び、生活の場にふさわしく以
下のように改善すること。
・大規模学童保育所、施設外
クラスは分割し、新たに独立
した学童保育所を設置するこ
と。
☆・全学区に独立して設置す
ること。放課後ほっと広場
は、学童保育として設置する
こと。
・設置基準の算定基礎となる
「児童の数」は登録児童数と
すること。
・支援の単位ごとに複数の専
任職員を正規職員で配置する
こと。
・設置基準については国に拡
充を求めること。

　学童クラブ事業においては、国基準に則った運営を
行っており、放課後ほっと広場事業を含め、事業所の分
割等をする必要性はないと考えております。
　学童クラブ機能の確保については、「京都市はぐくみ
プラン」に基づき、利用ニーズを見極めながら努めてま
いります。
　本市の「児童の数」の考え方については、国の考え方
に適った妥当なものと認識しており、登録児童数とする
ことは考えておりません。
　職員の処遇については、本市は直接関与する立場では
ないと認識しておりますが、引き続き、国に対して財政
支援の充実を要望してまいります。

144

144　児童館は全学区に配置
し、必要に応じて複数設置す
ること。児童館事業の専任職
員を複数配置すること。

　地域における児童の健全育成・子育て支援の拠点とし
ての児童館は、山間地域を除きおおむね児童の生活圏に
設置できたものと考えており、新たな児童館設置の予定
はございません。
　今後も、「京都市はぐくみプラン」に基づき、「乳幼
児の子育て支援機能」は身近な地域に、「学童クラブ機
能」については小学校区ごとに確保できるよう進めてま
いります。
　職員配置については、学童クラブ事業では1クラスに
つき2名の職員を配置するとともに、児童館事業では館
長を含め2名の職員を配置するものとした委託料の算定
基準を設けており、引き続き当基準に基づいて各運営団
体へ委託料を支払ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・●児童育成施設運営 4,859,757

（うち、・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事
業）

95,600

147

147　児童館担当職員、学童保
育担当職員、放課後ほっと広
場担当職員すべてに対する賃
金・処遇改善を行うこと。職
員の休憩や休暇を保障する代
替職員配置の加配制度を設け
ること。運営については、指
定管理者制度ではなく、社会
福祉法人等非営利民間事業所
への委託事業とすること。

　平成27年度からの新制度の施行や本市職員の給与改
定、国の交付金要綱改正に伴う「経験手当」に合わせ
て、委託料算定の基準の改定を行っており、また、令和
6年度も「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補
助金」を継続実施することで、引き続き各運営団体にお
ける処遇改善に向けた取組を支援するとともに、国に対
する財政支援の充実を求めてまいります。
　代替職員配置の加算は、学童クラブのクラス数が2ク
ラス以上の児童館に対して、正規職員が年次休暇を取得
する際の代替職員配置のための経費を委託料に計上して
おります。
　また、公設施設の運営については、サービスを効果
的、効率的に行う観点から、幅広く事業者を募集するこ
とが望ましいため、指定管理者制度を採用しておりま
す。

146

146　共同学童保育を含む「地
域学童クラブ事業」に対する
助成を、市委託の学童保育所
の水準に引き上げること。多
子世帯、ひとり親世帯の減免
ができるよう助成すること。

　地域学童クラブは委託事業ではなく、各運営団体が実
施する事業に対して、国の補助基準に基づき各実施主体
に補助金を交付しており、これまでも国の基準改定を踏
まえ補助金額の変更を行ってまいりました。
　利用料金については持続可能な運営となるように各運
営団体で設定しているため、本市条例の利用料金上限や
減免措置の適用は受けません。
　本市単独で新たな助成を実施することは困難ですが、
今後も各クラブにおいて安定的な運営が図れるよう、国
の運営基準の改定状況を踏まえ、充実を検討してまいり
ます。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・●児童育成施設運営 4,859,757

149

149　障害児の学童保育を保障
するため職員の加配等を行う
こと。介助者に対する謝金を
直ちに賃金として位置づけ、
最低賃金を保障すること。

　学童クラブ事業における障害のある児童の受入れにつ
いては、これまでにも介助者謝金の増額（500円／時→
700円／時）や、障害のある児童を5人以上受け入れてい
る児童館等に対する臨時職員配置に係る委託料の加算な
ど、受入体制の強化を図っております。今後も障害のあ
る児童が過ごす環境の充実に努めてまいります。
　なお、医療的ケア児の受入れに対する支援について
は、訪問看護を利用する際の自費診療の一部助成及び看
護師等を直接雇用している児童館等への人件費の助成の
ほか、令和5年度からは、学童クラブ事業を利用する際
の送迎支援等を行っております。引き続き、国に対し
て、制度の充実について働きかけてまいります。

148
148　京都府労働委員会の命令
に従い、労働組合との団体交
渉に応じること。

　現在、京都府労働委員会からの命令（令和4年6月1日
付け）の一部取消しを求めて、京都地方裁判所に提訴し
ており、取消しの訴えが提起されるとその間、救済命令
は確定せず、その間は履行を強制されるものではないこ
とから、本市がこれに従わなかったとしても、違法では
ないと認識しており、現段階で団体交渉には応じないこ
ととしております。
　なお、賃金のほか、個々の職員の具体的な処遇の内容
は、使用者である各運営団体において定めるべきことで
あると認識しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・ひとり親家庭等医療費支給事業 1,060,191

・ひとり親家庭自立支援対策 145,149

（うち、自立支援教育訓練給付金事業【充実】） 8,944

（うち、高等職業訓練促進給付金等事業【充実】） 134,268

・児童扶養手当【充実】 5,415,374

・生活保護世帯等生活困窮世帯の子どもに対する学
習支援

17,761

151
151　生活困窮世帯、ひとり親
世帯の子ども・若者への学習
支援を一層拡充すること。

　学習支援の取組については、生活保護世帯やひとり親
世帯等を対象とした「生活保護世帯等生活困窮世帯の子
どもに対する学習支援」を市内18箇所で実施しておりま
す。
　本事業はこれまで、子どもたちにとってより良い学習
環境を提供できるよう、実施場所の拡大や、夏休み期間
の集中学習会の開催、ボランティアの謝礼の増額等の充
実を行ってまいりました。今後も、国の動向を注視しな
がら、必要に応じて検討を行ってまいります。

150

150　ひとり親家庭等に対する
医療費補助の所得基準引き上
げなど、生活支援を強めるこ
と。

　ひとり親家庭等医療費支給制度は、府市協調の下、実
施しており、所得基準の引上げについては新たに多額の
経費が必要となることから、ただちに実施することは困
難と考えております。
　一方、ひとり親家庭に対する支援については、国の制
度拡充に合わせ、高等職業訓練促進給付金等事業では令
和3～5年度に限り実施している拡充措置の恒久化を、自
立支援教育訓練給付金では所得要件の撤廃及び一部講座
の支給割合拡充を実施してまいります。また、児童扶養
手当については令和7年1月支給分から、所得制限限度額
を引き上げるとともに、第3子以降の支給額を増額しま
す。今後とも、国の動向を注視し、必要に応じて事業の
拡大を検討してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・子育てを支え合える地域社会づくり 391,216

（うち、子どもの居場所づくり支援事業） 1,000

（うち、子どもの居場所づくり「支援の輪」サポー
ト事業）

16,000

・●児童福祉センター運営 448,572

（うち、・発達相談所診療部門運営） 45,154

（うち、●診療所における電子カルテシステム導入
による患者サービスの向上）

26,560

153

153　現在１年待ちとなってい
る発達診断の待機を解消する
ため、体制の拡充等対策を図
ること。

　児童福祉センター診療所の発達診断外来については、
診断に時間を要するとともに継続的な診療が必要なこと
や、受診希望者の集中のため待機が発生しており、この
間、児童精神科医及び小児科医の体制拡充、医療機関と
の連携等により待機の解消を図ることで、現在では待期
期間が約10か月に短縮しております。
　なお、必要な福祉サービスについては、発達検査等で
必要性が認められれば診療の有無にかかわらず提供して
おり、待機の影響はありません。
　引き続き、連携医療機関の拡充等に取り組み、待機の
解消に努めてまいります。

152

152　「京都市子どもの居場所
づくり支援事業補助金」を増
額し、運営費も補助するこ
と。

　子ども食堂などの子ども等の居場所づくりは、地域や
民間団体等によって自主的に進められ、子どもやその保
護者が地域の人々とつながり、安心して過ごせる地域資
源として重要な役割を担っていると認識しており、本市
では、初期費用の一部を助成する「京都市子どもの居場
所づくり支援事業補助金」を平成29年度から実施してお
ります。
　また、令和2年度に創設した、居場所への現地訪問や
情報提供、相談支援等を行う「子どもの居場所づくり
「支援の輪」サポート事業」を令和6年度も継続し、居
場所づくりに取り組む団体が継続して取組を実施できる
よう、引き続き支援してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・【要援護児・心身障害児対策】民間社会福祉施設
単費援護

93,692

・児童養護施設、障害児通所施設等運営 12,852,374

（うち、民営児童福祉施設措置費) 3,901,820

（うち、障害児等受入体制等強化事業） 36,333

・妊娠期からの子育て支援 1,118,732

（うち、新生児等訪問指導） 42,877

154　虐待を受けた児童や障害
のある児童の入所が増加して
いる実態に鑑み、児童養護施
設と乳児院の職員配置基準を
さらに引き上げること。賃
金・労働条件の抜本的改善を
図ること。宿直勤務を夜勤勤
務として位置づけること。

　本市においても国が示す内容に沿って、児童養護施設
等で働く職員の処遇改善を実施中です。令和6年度には
国補助等を活用し、障害等を有する児童に対して入所中
の支援等を行う障害児等受入調整員の配置及び医療的ケ
ア及び健康管理を必要とする児童に対する医療的支援体
制の強化を目的に看護師の配置を行い、支援体制を強化
することで処遇改善を継続することとしております。
　また、本市単費で児童養護施設等で働く職員の夜間業
務に係る手当の改善を図るために必要な経費を補助する
など入所児童の処遇水準の向上に資する取組を実施中で
す。
  今後も職員の処遇改善に係る十分な財政措置が行われ
るよう、国に対して引き続き要望してまいります。

155

155　「こんにちは赤ちゃん事
業」を担っている助産師等の
報酬を専門性に見合った額に
引き上げること。

　本市では、生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を
対象として「こんにちは赤ちゃん事業」を実施し、区役
所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所職員又は母子
保健訪問指導員が家庭を訪問することで、保健指導や子
育てに関する相談対応を行っております。
　母子保健訪問指導員については、保健師、助産師、小
児科又は産婦人科で勤務歴のある看護師を会計年度任用
職員として任用しており、高度な専門性を活かし、医療
的判断や健康障害への予防的介入、虐待の未然防止と
いった視点から、きめ細かな支援を提供しております。
　令和6年度からは、母子保健訪問指導員の給与改定を
行っており、引き続き、必要な体制の確保に努めてまい
ります。

154
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・乳幼児健康診査 178,902

― ―

157

☆157　京都市としてプレイ
パーク事業を実施し、専任の
プレイリーダーを雇用し、公
園や里山の整備を行い、プレ
イパークの箇所数を増やすこ
と。

　宝が池公園子どもの楽園においては、指定管理業務と
して、子どもたちの健全な育成のためのプレイパーク活
動を行うこととしており、毎月複数回行われています。
　また、梅小路公園においても、宝が池公園子どもの楽
園と同一の団体が指定管理者となっていることもあり、
プレイパーク活動が行われています。
  プレイパーク事業に限らず、安心・安全に過ごせる遊
び場は、子どもの心身の成長に重要な役割を果たすた
め、引き続き、子どもや子育て家庭に配慮したまちづく
りを推進していきます。

156

156　乳幼児健診については、
早期療育の観点から３歳児健
診の時期を早め、５歳児健診
も実施すること。

　本市では、全ての乳幼児健康診査（4か月児・8か月
児・1歳6か月児・3歳児）について、診察や個別相談等
を通じた総合的かつ正確な健診を実施しております。
　現在は、5歳児健康診査は実施しておりませんが、定
期健診終了後に保護者から相談があった際は、健康相談
や心理発達相談につなげ、必要に応じて精密検査を促す
等の対応に努めております。
　また、この度の5歳児健康診査の実施を推奨する国の
方針を受け、実施の可否を含め、検討してまいります。
　引き続き、適切な乳幼児健康診査の実施に努めるとと
もに、子どもの発育・発達に不安を有する保護者には、
丁寧な相談対応を実施してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・障害児福祉サービス利用支援策「新京都方式」 79,305

（うち、障害児施設給付費（市独自軽減分）） 78,830

・●児童福祉センター運営 448,572

（うち、・発達相談所診療部門運営） 45,154

159
159　発達検査の待機期間の短
縮に向け、児童福祉センター
の担当職員を増員すること。

　発達検査については、児童福祉センターと療育施設、
教育委員会、医療機関等の関係機関が連携、協力しなが
ら、適切な時期に実施できるよう取り組んでおります。
引き続き関係機関との連携協力を行ってまいります。
　また、職員体制については、心理職、ケースワーカー
を配置し、専門的な支援に努めております。引き続き必
要な体制の確保及び専門性の強化を図ってまいります。

158

◆障害者福祉の充実を
158　発達支援事業所への通所
支援について、幼稚園・保育
所等の平行通園している児童
に対する負担軽減を図るこ
と。

　障害児通所支援等の利用については、国が設定する費
用負担の上限額に対し、さらに負担軽減を図る本市独自
助成をすでに実施しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・在宅自立支援給付費（新京都方式） 244,820

・高額障害福祉サービス費 55,014

（うち、新高額分） 28,378

161

161　65歳以上の障害者に対し
て、本人の不利益とならない
ように、必要に応じてこれま
で受けていた障害福祉サービ
スが継続できるよう徹底する
こと。

　介護保険で障害福祉サービスに相当するサービスが利
用できる場合は、介護保険サービスの利用を優先するこ
とが障害者総合支援法第7条に規定されていますが、必
要とする支援が介護保険サービスに相当するものがない
障害福祉サービス固有のものと認められる場合は、65歳
以上の方であっても、障害福祉サービスを利用すること
ができます。
　また、国においては、これまで障害福祉サービスを利
用されていた方の介護保険サービスへの円滑な移行を促
進するため、65歳に達する前に所定の障害福祉サービス
を5年以上利用していた方に対し、所得の状況や障害の
程度等を考慮し、介護保険サービスの利用者負担を償還
する制度を設けております。

160

160　障害が重く、支援が必要
な人ほど負担が増える「応益
負担」をやめるよう国に求め
ること。障害者福祉サービス
利用支援策「新京都方式」を
堅持し、さらに非課税世帯の
無料化など拡充を図ること。

　障害者福祉制度については、平成25年4月から施行さ
れている障害者総合支援法において、原則応能負担とさ
れているものですが、本市としては、利用者や事業者、
地方公共団体に過度の負担を生じない、また、将来にわ
たって安定し、利用者に分かりやすい制度となるよう、
他の政令指定都市とも連携しながら、引き続き国に対
し、必要な意見を述べてまいります。
　本市では、これまでから自立支援医療の利用者負担の
抜本的な軽減を国に対して要望しておりますが、現時点
では国において軽減措置は行われていないことから、本
市独自で実施している総合上限制度や独自軽減などの
「新京都方式」については、令和6年度も継続して実施
してまいります。

92



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・重度心身障害者医療費支給事業 2,409,050

・重度障害老人健康管理費支給事業 1,276,377

163

163　重度心身障害者医療費助
成制度、重度障害老人健康管
理費支給制度について、精神
障害者をただちに対象とする
こと。すべての障害について
３級まで対象を拡大するこ
と。

　精神障害1級の方や、精神2級かつ身体3級等の複合障
害の方等への対象拡充を、府市協調により令和6年8月か
ら実施します。
　全ての障害を3級まで拡大した場合、多額の経費を必
要とすることから、本市独自で実施することは困難で
す。
　まずは、新制度の円滑な導入に取り組み、そのうえ
で、制度の持続可能性を考慮しながら、今後の在り方に
ついて府や府下市町村等と検討してまいります。

162

162　介護保険のサービス利用
枠を超える障害者福祉サービ
スの利用についてさらに周知
するとともに、その条件を大
幅に緩和すること。介護保険
優先の原則を廃止するよう国
に求めること。

　障害福祉サービスに対する介護保険優先原則は障害者
総合支援法第7条に規定されており、介護保険で同様の
サービスが利用できる場合は、介護保険サービスの利用
を優先することが基本とされております。
　一方で、障害のある方の心身の状況やサービス利用を
必要とする理由は多様であるため、必要な支援内容が介
護保険サービスでは受けることができない場合は、障害
福祉サービスの支給が可能とされており、本市において
基準を定めて対応しております。ただし、国において明
確な取扱基準が定められておらず、各自治体間で基準が
異なり、居住地によって利用できるサービスに差が生じ
るため、国に対して、明確な基準を示すよう要望してお
ります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・強度行動障害者支援事業 42,500

・移動支援事業 1,557,489

・日常生活用具給付 441,139

165

165　地域生活支援事業の移動
支援については、施設入所者
も対象とすること。日常生活
用具の対象に日常生活に欠か
せないパソコン等を加えるこ
と。

　移動支援は、国の制度で設けられている同行援護、行
動援護及び重度訪問介護に準じた取扱いを行っておりま
す。
　施設入所者は、当該入所施設で対応されるべきものと
して報酬上の評価がされており、原則として同行援護等
の利用は対象外ですが、一時帰宅する場合で施設入所に
係る報酬が全く算定されない日は利用することが可能と
されております。
　日常生活用具の給付は、国通知において「用具の製
作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識
や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及し
ていないもの」とされていることから、パソコンを給付
の対象に加えることは困難です。

164

164　障害者の入所施設やグ
ループホーム、短期入所枠
は、不足している実態をふま
え、市営住宅の活用も含め公
的責任で計画的に増やすこ
と。グループホームの運営に
ついて、国の報酬に対し市独
自に上乗せすること。

　令和6年3月に策定したはぐくみ支え合うまち・京都ほ
ほえみプランにおいて、障害のある方の地域生活の基盤
となるグループホーム等の整備に重点的に取り組むこと
とし、意欲的な整備目標を設定しているところであり、
国等の整備費補助の活用による開設費用の負担軽減や、
設置事業者に対する開設に必要な情報の提供等、設置促
進に取り組んでまいります。また、市営住宅の活用につ
いても検討してまいります。
　次に、強度行動障害のある方の受入先の確保及び支援
環境の向上が図られるよう、グループホーム等が新たに
強度行動障害のある方を受け入れる際に生じる運営経費
の一部を補助する「京都市強度行動障害者支援事業」を
本市独自に実施しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・障害者スポーツセンター運営費 175,488

・京都市障害者教養文化・体育会館運営 19,697

・京都市手話言語条例普及啓発事業 2,155

・障害者社会参加促進事業 82,737

（うち、手話関連） 37,526

167

167　聴覚に障害のある方の社
会参加をさらに進めるため、
手話通訳者の養成を促進する
とともに、報酬をさらに引き
上げること。

 手話通訳者養成事業を引き続き実施するとともに、将
来的に手話通訳者を目指す方を増やしていくために、は
じめて手話を学ぶ方向けの講座も継続して実施し、手話
通訳者の養成につなげてまいります。
　なお、本市の財政状況から、手話通訳者派遣に係る報
酬を引き上げる予定はありませんが、聴覚に障害のある
方の社会参加をさらに進めるため、手話通訳者派遣事業
のあり方については、引き続き検討してまいります。

166

166　障害者スポーツ施設を南
部にも設置すること。値上げ
された利用料・使用料を元に
戻すこと。

  本市では、障害者スポーツセンター及び障害者教養文
化・体育会館を障害者スポーツの拠点と位置付け、両施
設において、イベントの開催等を行っております。ま
た、各種障害者スポーツ大会を開催するなど、障害のあ
る方がスポーツを通じて社会参加できる機会を創出して
おります。
　なお、利用料金の改定については、障害のある方及び
その介護を行う方は、引き続き無料としております。そ
の他の利用者は、受益者負担の適正化の観点から見直し
たものであり、元に戻す考えはございません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・市バス・地下鉄等福祉乗車証交付事業 1,328,138

・重度身体障害者タクシー料金助成事業 131,886

169

169　福祉タクシーのチケット
については、タクシー料金の
値上げを反映し、交付枚数を
増やすこと。

　重度障害者タクシー料金助成事業については、これま
で、交付対象者の拡大や助成額の変更等、制度を安定
的・継続的に運営するための見直しを行ってきておりま
す。令和5年度には、一回の乗車あたりの利用可能枚数
を2枚から4枚に引き上げております。
　引き続き、利用状況等を注視しつつ、より良い制度運
用ができるよう努めてまいります。

168
168　福祉乗車証の適用地域は
敬老乗車証と同一にするこ
と。

　福祉乗車証の適用地域の拡大に当たっては一定の経費
が必要であり、敬老乗車証と同一にまで拡大する予定は
ありません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

170
(2)

・「生活保護の申請は市民の
権利です」と市民誰もが利用
できる制度であることをポス
ターやテレビなどで繰り返し
周知徹底、広報すること。

　生活保護制度については、生活にお困りの方がためら
うことなく保健福祉センターに相談・申請しやすいよ
う、様々な媒体を活用して周知に努めております。
　具体的には、いつでもコールや京都市生活ガイドブッ
クの中で、生活にお困りの際の相談窓口として、各区役
所・支所の生活福祉課を御案内しております。
　また、制度概要を記載した「保護のしおり」に「生活
保護の申請は市民の権利です。」と記載し、市民が自由
に閲覧・取得できるよう、各区役所・支所や関係機関の
窓口に配架するとともに、京都市情報館でも公開してお
ります。また、京都市情報館では、「よくある誤解」と
して、扶養義務や資産の取扱い等を分かりやすく説明し
ております。

170
(1)

◆生活保護・生活支援の充実
を
170　憲法25条に基づく生活保
護行政について、以下の改善
を図ること。
・引き下げた生活扶助・住宅
扶助基準を引き上げるよう国
に強く求めること。

　生活保護基準は、憲法25条の生存権を保障するため、
社会経済情勢や物価の動向等を総合的に勘案し、国の社
会保障審議会「生活保護基準部会」における評価と検証
を経て、厚生労働大臣の裁量によって定めることとされ
ています。
　直近の令和5年度の見直しについては、一般低所得世
帯の消費水準と保護基準との均衡を図るという考え方の
下、物価上昇の影響等により、当面2年間、令和元年当
時の消費実態の水準に世帯人員一人当たり月額1,000円
を加算するとともに、当該加算を行ってもなお現行の基
準額から減額となる世帯について、現行の基準額を保障
する臨時的・特例的な対応を行うなど一定の配慮がさ
れ、適切に実施されたものと考えており、国に対して引
上げを求めることは考えておりません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・就労意欲喚起等支援事業 139,724

・チャレンジ就労体験事業 32,096

― ―

170
(4)

・扶養照会は行わないこと。

　扶養義務者による扶養は、現行の生活保護法では「保
護に優先して行われる」ものと定められていることか
ら、必要最小限の扶養照会は実施する必要があります。
　一方で、扶養照会が申請者等の心理的なハードルとな
らないよう、申請者御本人の生活歴等を丁寧に聞き取
り、扶養義務の履行が期待できないと判断される扶養義
務者には扶養照会を行っておりません。
　これらのことについて、本市ホームページにおいて
も、「扶養義務者と縁が切られている場合」等は調査を
行わないことがあるなど、扶養義務の履行が期待できな
い者の判断基準を具体的にお知らせしております。

170
(3)

・就労と収入増をめざす取組
みについては、心身の健康状
態等に十分配慮し、機械的な
就労指導とならないようにす
ること。

　本市では、被保護者の自立に向けた就労支援として、
ハローワークと連携した就労支援を行う「生活保護受給
者等就労自立促進事業」や、キャリアカウンセラーが就
労意欲を喚起する「就労意欲喚起等支援事業」、就労体
験により社会参加等に向けた支援を行う「チャレンジ就
労体験事業」を実施しており、身体状況以外にも生活
歴、職歴等や育児、介護など様々な条件を考慮したうえ
で、その方の能力等に応じた支援を行っております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

170
(6)

・ケースワーカー１名に対し
て、80世帯以下の配置とする
こと。緊急時においてもケー
スワーカーが受け持ちの世帯
への対応を最優先できるよう
体制をとること。

　生活保護ケースワーカーの配置については、国が示す
標準数を目安として、緊急時に対応可能な実施体制を確
保できるよう、効率的かつ重点的に配置しております。

170
(5)

・老齢加算の復活を国に求め
ること。

　老齢加算の廃止については、厚生労働大臣の諮問機関
である社会保障審議会・福祉部会に設置された「生活保
護制度の在り方に関する専門委員会」での議論を踏まえ
て決定されたものであり、3年間で段階的に引き下げ廃
止するという激変緩和措置が設けられたことなどから
も、一定の配慮が行われた適切なものと考えており、本
市として、これを元に戻すよう求めることは考えており
ません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

170
(8)

・保護開始に当たっての法定
期限（14日）を厳守するこ
と。

　生活保護の決定に当たっては、これまでから法定期間
である14日以内に決定するよう努めております。また、
申請者宅への家庭訪問や資産・収入及び扶養義務に関す
る調査など保護の要否判定に必要な調査に日時を要し法
定期間を超える場合は、その理由を申請者に懇切丁寧に
説明するなど、適正な保護の実施に努めております。

170
(7)

・生活福祉課への福祉職の配
置率を高めること。憲法第25
条の理念に則って生活保護行
政が行えるよう職員教育を充
実させること。市民の権利を
守るケースワーク技術の蓄積
と継承が図れる体制とするこ
と。

　本市では、福祉行政の根幹を担うことができる職員を
確保・育成することを目的として、平成24年度から一般
事務職（福祉）（以下、「福祉職」という。）を採用し
ており、これまでから、生活保護分野をはじめとする福
祉職場に福祉職を配置しております。
　引き続き、福祉職の職員が保有する知識や経験、専門
性を所属全体で共有・活用することで、組織力の強化を
図るとともに、市民サービスの維持・向上に努めてまい
ります。
　また、新規職員の育成については、配属先での研修や
OJTサポート制度を通じて、知識の習得及び能力の向上
を図っております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

170(1
0)

・酷暑から生命を守るため、
夏季見舞金を創設すること。
すべての利用者がエアコン設
置・修理できるよう保障する
よう国に要望すること。市独
自の補助を行うこと。

　夏季見舞金は、現在の生活保護基準の水準に照らし、
制度創設当初の「生活保護基準を補う」という目的は既
に達成されたと考えられること、また本市の財政状況を
踏まえ、改めて夏季見舞金を創設することは考えており
ません。
　エアコンについては、一時扶助の要件に該当する方は
支援が可能であるため、申請漏れがないよう適切に制度
を教示してまいります。一方で、同費用は保護開始直後
等のみ認められるなど支給要件が限定的であることか
ら、要件を拡大するよう国に対し要望しております。な
お、本市の財政状況を踏まえ、市独自の補助を行うこと
は考えておりません。

170
(9)

・制度開始以降の資産調査は
しないこと。

　生活保護の実施要領において、要保護者からの資産に
関する申告は、資産の有無、程度、内訳等について書面
で行うこと、また、保護受給中の資産の申告について
も、少なくとも12か月ごとに行うこととされておりま
す。
　本市においても、実施要領の趣旨を踏まえ、要保護者
に資産申告書の提出を求めているところであり、引き続
き、その趣旨目的を丁寧に説明してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

・生活保護世帯等生活困窮世帯の子どもに対する学
習支援

17,761

170
(13)

・中高生への学習援助をさら
に強化すること。支援者への
適正な報酬を保障すること。

　学習支援の取組については、生活保護世帯やひとり親
世帯等を対象とした「生活保護世帯等生活困窮世帯の子
どもに対する学習支援」を市内18箇所で実施しておりま
す。
　本事業はこれまで、子どもたちにとってより良い学習
環境を提供できるよう、実施場所の拡大や、夏休み期間
の集中学習会の開催、ボランティアの謝礼の増額等の充
実を行ってまいりました。今後も、国の動向を注視しな
がら、必要に応じて検討を行ってまいります。

170
(12)

・捕捉率を調査し、生活保護
行政の充実を図ること。

　生活保護制度の捕捉率に関する調査は、ナショナルミ
ニマムに関する調査として国において実施すべきもので
あり、本市として独自に調査することは考えておりませ
ん。

170
(11)

・「医療券」方式を改め「医
療証」にすること。

　医療証方式では、保健福祉センターとして、受診希望
者の医療の要否が事前に確認できない、適切な受診先医
療機関の選定を行うことができないといった問題がある
ことから、同方式の導入については、国において慎重に
検討されるべきものと考えております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

170
(14)

・経済的理由により大学等進
学をあきらめることがないよ
うに、高校進学と同様に大学
等進学の際にも、生活保護の
対象なるよう国に求めるこ
と。

　生活保護世帯の方が大学等へ進学した場合、国の通知
により世帯分離措置によって取り扱うこととされており
ます。
　こうした中、国において、生活保護世帯の方の大学等
への進学支援を図るため、生活保護世帯の方が大学等に
進学された場合は、生活扶助費は減額されるものの、住
宅扶助費は減額しない取扱いとされたほか、さらに進学
準備給付金も創設され、本市においても対象世帯への案
内に努めているところです。
　なお、国への要望については、社会保障審議会におい
て、生活保護世帯の子どもの貧困について議論がされ、
また近年、高等教育への支援の拡充もされているところ
であり、引き続き国の動向を注視してまいります。

170
(15)

・加齢性難聴の補聴器を治療
材料として給付するよう、ひ
きつづき国に求めること。

　補聴器については、聴覚障害のある方に対する障害者
施策として給付は認められていますが、障害があるとま
では言えないものの、聴覚に不自由のある方が多数い
らっしゃることは認識しているところです。
　このため、本市としても、例えば、聴覚の低下を原因
として被保護者の日常生活に著しい支障がある場合は、
生活保護医療扶助の治療材料としての給付を認めること
ができるよう、国に対して意見を伝えております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・ホームレス自立支援センター事業 50,462

・ホームレス居宅定着支援事業 12,993

●住居を喪失した方等への支援の充実【新規】 33,800

・ホームレス緊急一時宿泊事業 114,758

・ホームレス居宅定着支援事業 12,993

●住居を喪失した方等への支援の充実【新規】 33,800

171
(2)

・緊急一時宿泊事業について
は、利用者の人権が保障さ
れ、必要とする全ての人が利
用できるよう、施設を増や
し、個室化・バリアフリー化
など、施設整備をすすめるこ
と。行政の責任で入居者が当
面生活を営むための必要経費
を支給すること。

　緊急一時宿泊事業については、令和2年度から施設を
増やしたところであり、個室化やバリアフリー化など、
引き続き利用しやすい施設となるよう努めてまいりま
す。なお、就職活動等を理由に日用品が必要となった場
合は、現物で支給しております。

171
(1)

171　ホームレスの生活を保障
するとともに、自立支援を強
化すること。
・ホームレスの生活保護適用
にあたっては、現在地保護と
すること。その上で、居宅確
保を原則とすること。一時保
護施設に入所した場合も、す
みやかに保護認定した上で希
望に応じて居宅を確保し、地
域での生活がおくれるよう責
任を果たすこと。
・自立支援センター等利用者
の処遇改善と施設改善を行う
こと。
・ホームレスを支援する民間
団体への財政支援を拡充する
こと。

　ホームレスの方への自立支援については、生活歴や今
後の希望等を聞きとったうえで、国の通知に基づき居宅
生活が可能と判断した場合には、速やかな生活保護の審
査及び居宅確保に努めているところです。
　また、支援の推進に当たっては、民間団体等と連携し
て取り組むことが重要であると考えており、事業委託等
も含め、民間団体等と連携し取り組んでいるところで
す。
　さらに、令和6年度からは、生活訓練を提供する自立
支援センターの定員拡充や居宅定着支援の体制強化を実
施し、地域での居宅生活が安定して送れるよう取り組ん
でまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

●住居を喪失した方に対する支援の充実（居宅支援
事業分）

26,080

― ―

173
173　市営葬儀事業を復活させ
ること。深草墓園の使用料の
負担を元に戻すこと。

　市営葬儀事業については、年間利用件数が開設当時の
2,000件前後から200～300件程度へと大幅に減少すると
ともに、収支状況も、廃止直前の利用料収入は10％程度
で、残り90％は公費で賄う状況であったことから、平成
17年度に廃止したものであり、同事業の復活は考えてお
りません。
　深草墓園は「市民のお墓」として昭和33年に開設して
以降、延べ22,000件を超える永年納骨を受け入れてお
り、収蔵スペースのひっ迫及び納骨堂の老朽化に対応す
る財源を確保するために、令和4年6月から新たに使用料
を設定したものであり、改定前の使用料に戻すことは考
えておりません。

172

172　休止された中央保護所を
再設置し、機能を高め充実す
ること。救護施設は市の責任
で設置し、地域住民の理解が
得られるようにすること。

　救護施設については、施設整備及び運営に係る新規事
業者の見込みが立たない状況を踏まえ、在り方を再検討
した結果、日常生活を営むことが困難な方に対し、地域
の中で自立に向けた支援を行うための代替策を第二次予
算に提案しているところです。
　中央保護所についても、一時宿泊機能に関してはホテ
ルの借り上げにより対応しており、更生保護の機能とし
て、自立支援センターにおいて生活訓練等を行っていま
す。これらの状況を踏まえて、今後の在り方について検
討してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・局情報提供事業 3,040

・中小企業の持続的発展のための基盤整備 150,900

（うち、中小企業経営支援体制の強化) 71,800

（うち、中小企業創業・経営支援事業) 3,900

・●地域企業応援プロジェクト 65,900

（うち、・地域企業未来力創出コーディネート事
業）

7,700

174

174　夏季歳末生活資金貸付事
業を復活し、要件の緩和や貸
付限度額の生活実態に応じた
引上げ等、改善を図り、通年
化すること。生活保護受給者
も対象とすること。

　夏季歳末特別貸付事業については、盆や正月を控えて
生活にお困りの世帯に対して、一時的な生活資金の貸付
を行うことを目的として、昭和42年に開始した事業です
が、近年の世帯のライフサイクルや家族構成等、社会を
取り巻く状況が大きく変化したことから、利用件数が大
幅に減少していました。
　さらに、平成27年度からは、生活困窮者自立支援制度
の開始に伴い、通年で経済的困窮に関する相談支援を行
い、相談内容に応じて、生活福祉資金貸付が利用できる
仕組みが構築されました。
　こうした状況を背景に、令和2年2月市会での議論を経
て、令和元年度末をもって夏季歳末特別生活資金貸付事
業を廃止したものであり、同事業の復活は考えておりま
せん。

175
(1)

３　市民のくらし・営業を守
る市政運営を
◆中小企業、伝統産業・商工
業の振興と雇用・労働対策の
強化を
175　中小企業振興のために以
下の内容の具体化を図るこ
と。
・全庁挙げて、京都市職員が
直接全ての事業所を訪問し中
小企業、小規模事業者（家族
経営、個人商店、自営業者な
ど）の実態把握に努めるこ
と。さらに、広く関係者の参
加と討議を経て、市において
中小・小規模事業者の振興計
画を立案すること。

　中小企業の実態把握については、中小企業800社を対
象とした四半期ごとの景況調査に加え、経済団体、金融
機関等との日常の連絡や定例会議を通じてタイムリーに
情報収集するとともに、「京都市地域企業未来力会議」
において、意見交換を活発に実施しております。引き続
き、「現場の声」をしっかりとお聞きし、実効性ある振
興策を推進してまいります。
　また、京都商工会議所及び京北商工会と一体的に運営
している市内5箇所の相談窓口において、様々なニーズ
にワンストップで応える経営相談や企業への個別訪問を
実施するなど、中小企業振興を推進しているところであ
り、今後とも国や産業支援機関と連携し、取り組んでま
いります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・契約事務 66,685

（うち、公契約審査委員会） 490

― ―

176

176　公契約基本条例の内容と
運用について、以下の項目の
具体化を図ること。
・現場労働者（いわゆる一人
親方を含む）の報酬額の最低
限度額を定める賃金条項を設
けること。
・雇用の継続についての項目
を設けること。
・条例の適正な運用を担保す
るため、立ち入り調査を行え
る規定項目を設けること。

　賃金に関する必要な規制は法律に基づくことが基本で
ありますが、公契約基本条例に基づき、国の関係機関等
とも連携し、公契約の下で働く労働者の良好な労働環境
全般が確保・維持・向上されるよう、今後も努めてまい
ります。
　雇用の継続については、業務等の実態に応じて検討す
べきものであり、条例で一律に規定するものではないと
考えております。
　現在は、下請事業者を含む一定の公契約受注者に対
し、社会保険や最低賃金など労働関係法令遵守状況報告
書の提出を義務付け、違反者に対しては、事業者名の公
表などの措置を採ることとしております。また、労働者
等からの通報・相談窓口を設置することなどにより、適
正な運用を担保しております。

175
(2)

・市全体とともに、各局・各
区役所など毎に官公需の中小
企業への発注目標率を設定
し、その実現を目指すこと。
ＷＴＯ案件については、分割
発注できるよう工夫し、市内
中小・小規模事業者の活性化
が図れるようにすること。

　公契約基本条例に基づき、市内中小企業の受注機会の
増大に向け、可能な限り分離分割発注するなど、全庁的
に取組を徹底した結果、工事契約における令和5年度の
市内中小企業との契約件数の割合は、約9割となってお
ります。
　一方、発注の前提として、法令上の制約や、市内中小
企業では受注し難い案件などもあり、市内中小企業の発
注目標を設定することは困難と考えております。
　なお、地域要件や企業規模要件を設けることができな
いWTO案件についても、合理的な範囲での分離分割発注
により、市内中小企業が受注可能な規模とするといった
工夫を行い、引き続き、市内中小企業の受注機会の増大
に努めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●商店街等支援事業 47,900

・安心すまいづくり推進事業 58,328

（うち、すまいの事業者選定支援制度） 10,280

（うち、住宅の省エネルギー化推進） 5,656

・宿泊施設の質の向上 38,041

（うち、宿泊施設等と連携した京都経済の域内循環
促進事業）

13,120

178

178　観光政策の基本に伝統地
場産業や街並み、歴史的景観
など地域資源の維持・保存と
市内循環型経済を位置付ける
こと。

　観光政策の基本となる「京都観光振興計画2025」にお
いて、観光による地域経済等への貢献の最大化を図るた
め、伝統産業をはじめとする関連産業の振興や、地産地
消、地域産品・地域産材の活用を推進するとともに、観
光を通じて伝統文化や文化財、歴史的なまちなみや美し
い景観の維持継承等に寄与していく旨を掲げておりま
す。
　引き続き、地場産業と宿泊施設のビジネスマッチング
等により、京都経済の域内循環の促進等に取り組むとと
もに、本計画の推進により、市民生活と観光が調和し、
市民の皆様が豊かさを感じられる京都観光を目指してま
いります。

177

177　地域経済活性化と地域建
設業者等の育成につながり、
波及効果も大きい住宅リ
フォーム助成制度・商店リ
フォーム助成制度を創設する
こと。

　商店のリフォームについては、商店街が空き店舗等を
活用し、商店街の活性化に寄与する施設（コミュニティ
施設等）に改装する場合の補助制度を設けております。
　住宅リフォームに対する補助については、今後とも、
政策上の重要度・緊急度が高いものについて、目標を
持った上で優先的かつ重点的に取り組んでまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・宿泊施設の質の向上 38,041

（うち、旅館をはじめとする宿泊施設の経営強化・
魅力発信支援）

9,000

・●地域企業応援プロジェクト 65,900

（うち、・地域企業インターンシップ促進プロジェ
クト）

10,000

（うち、●地域企業インターンシップ促進プロジェ
クト【充実】）

7,000

・●京都中小企業担い手確保・定着支援事業 75,705

179

179　「宿泊施設拡充・誘致方
針」は廃止し、宿泊施設の総
量規制を行うこと。既存旅館
等への具体的支援を強化する
こと。

　宿泊施設については、従来から、量の確保ではなく、
質の向上に取り組んでおり、地元雇用創出や市内産品活
用など地域に貢献する施設も増えてきております。加え
て、更なる質の向上を図るため、宿泊施設立地に際して
の地域との調和に向けた事前説明手続の充実やバリアフ
リー基準の充実にも取り組んでおります。
　引き続き、既存・新規を問わず、市民生活との調和、
地域の活性化、京都に伝わる日本の文化の継承発展等に
つながるよう、宿泊施設全体の質の向上を図ってまいり
ます。
　また、旅館等への支援については、旅館関係団体等と
の連携を深め、OTAを活用した情報発信等を通じて、旅
館の魅力発信や需要喚起等に取り組んでまいります。

180

180　雇用政策と労働者保護を
担当する部署を復活し、体制
の強化を図ること。市独自の
雇用創出、企業への雇用要請
の取り組みを強めること。

　雇用の維持や創出、質の向上に取り組むため、産業企
画室に担当部長等の人員を配置し、必要な施策を進めて
いるところです。雇用行政が重要課題であるとの認識の
下、今後も情勢に応じた体制を適宜検討してまいりま
す。
　雇用創出については、わかもの就職支援センターで、
学生等の就職支援とともに、インターンシップ促進等を
行い、地域企業の担い手確保支援に取り組んでおりま
す。
　雇用要請については、京都市長、京都労働局長、京都
府知事の連名で「人への投資の強化、賃上げの実現に向
けた取組の推進」について、令和5年12月に経済団体へ
要請しております。
　引き続き、国や京都府、経済団体等とも連携しながら
取り組んでまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・障害者就労支援推進事業 40,365

（うち、障害者職場定着支援等推進センター事業） 21,446

（うち、障害者就労支援プロモート事業） 1,971

・重度障害者等就労支援特別事業 28,140

・シルバー人材センター運営補助等 51,965

・融資制度預託金 144,000,000

182
182　中小企業に対する本市制
度融資の保証料及び利子の更
なる軽減・補給を行うこと。

　金融機関の伴走支援により事業者の早期の経営改善を
図るための府市協調による制度融資では、国の補助によ
り、信用保証料が大幅に引き下げられております。ま
た、国の制度改正を受け、融資対象要件の拡充等を行
い、広く周知し、多くの事業者に利用いただいていると
ころです。
　保証料や利子の更なる軽減・補給については、自治体
の財政力によって格差が生じることのないよう、国にお
いて措置されるべきものと考えており、基本的には、本
市が独自かつ一律に実施する考えはありません。

181
181　高齢者・障害者の雇用対
策を強めること。

　高齢者雇用については、引き続き、公益社団法人京都
市シルバー人材センターへの支援を行うとともに、雇用
行政、労働行政を担う国や京都府との連携を図りなが
ら、雇用の維持、確保に努めてまいります。
　障害のある方の就労支援については、民間企業や関係
行政機関等が参画する「京都市障害者就労支援推進会
議」を核に、企業等の人事担当者等を対象にしたセミ
ナー等の開催や職場定着支援事業に取り組んでおりま
す。
　また、令和3年度からは重度障害のある方の就労中・
通勤時の支援事業を実施しております。
　引き続き、障害のある方の就労支援及び定着支援の推
進に取り組んでまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

184
184　企業立地促進制度補助金
については、大企業を除外し
た制度にすること。

 企業立地促進制度は、産業振興、雇用や税収増加を目
的に、製造業等の本社、工場等の新増設等を促進する支
援制度であり、大企業もサプライチェーンで繋がる地域
企業との連携や、雇用、税収面で大きな効果を見込める
ため対象としております。
　令和4年度には、財政状況を踏まえた補助金制度の見
直しを行いましたが、その際にも、これまでと同様、大
企業に比べ中小企業に手厚い支援となるよう見直したと
ころです。
　引き続き、効果的な補助制度を検討してまいります。

183
183　市に融資窓口を設置し、
市が責任を持つ「あっせん融
資制度」を復活させること。

　本市制度融資の利用に際しては、市内200店舗を超え
る金融機関の窓口で直接申込みが行える方式を採用する
ことで、利用者の利便性の向上や融資手続の迅速化を
図っております。
　また、金融機関において、既往債務の借換等、柔軟な
対応を行っており、非常に多くの事業者に制度融資が実
行されていることから、本市によるあっせん融資制度を
再構築することは検討しておりません。

111



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

185

185　原材料の仕入れ先から製
品の納品先までの流通、販
路、単価の動向、雇用を含む
市内産業の地域内再投資につ
いて調査・分析をすること。
分析結果に基づき、原材料な
どの地元調達と正規雇用の拡
大を進め地域内循環経済を実
現すること。

　本市では、国の実施している各種統計の活用と併せ、
産業連関表を作成し、市内経済活動における産業間の取
引関係の把握など、産業構造の分析に努めております。
今後も、各種統計による分析の精度を高めてまいりま
す。
　また、各種統計データや産業構造の分析結果を活用
し、地域内循環の重要性を念頭に置きつつ、地域経済の
活性化につながる取組を進めてまいります。

186

186　社会インフラの整備を担
う建設業の人材不足は深刻で
あり、技術力・専門力の強化
と、担い手確保・育成につい
て振興計画を立案し、具体化
すること。

 本市では、これまでから中小企業経営動向実態調査等
により、各業種・業界が抱える課題等の把握に努め、必
要な施策の立案につなげております。
　また、本市発注工事においては、週休二日前提の工期
で発注するなど、建設産業における労働環境の改善と中
長期的な育成・担い手確保を図っております。
　今後も、建設業を含め、京都経済を支えている各業
種・業界の活性化に向けて、業界団体や事業者の皆様の
声をいただきながら、必要な支援を実施してまいりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・伝統産業技術の保存・担い手育成支援 15,630

（うち、技術後継者育成事業） 4,000

・販路開拓、産地商品宣伝 45,276

（うち、伝統産業未来構築事業） 22,000

・伝統産業設備改修等補助【充実】 45,000

187

187　伝統産業振興予算を抜本
的に増額すること。京都市が
指定した伝統産業74品目に関
わる実態調査を行うこと。喫
緊の課題である後継者育成を
進めること。伝統産業従事者
のつくり手に直接支援するこ
と。伝統産業設備改修等補助
制度については通年で申請で
きるようにし、半減された予
算は元に戻すこと。販路拡大
支援は、大規模な展示会や
ネットの活用支援だけでな
く、自主的に開催されている
異業種での新作発表会など小
規模な取り組みについても支
援を行うこと。

　本市では、「京都市伝統産業活性化推進条例」及び
「第3期京都市伝統産業活性化推進計画」に基づき、販
路開拓や新商品開発、後継者育成の支援などに取り組ん
でおり、引き続き本計画の推進に取り組んでまいりま
す。
　伝統産業に係る実態調査については、これまでから各
制度利用者、業界団体へのアンケート調査をはじめ、工
房訪問などにより情報を収集し、業界の実態把握に努め
ております。
　伝統産業設備改修等補助制度については、今後の需要
増加を見据え、令和6年度からは、新規雇用や新商品開
発等につながる設備の新設に対する支援を充実するとと
もに、引き続き業界の皆様の声をお聞きし、計画的に申
請いただけるよう、周知に努めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・販路開拓、産地商品宣伝 45,276

（うち、伝統産業未来構築事業） 22,000

・伝統産業技術の保存・担い手育成支援 15,630

（うち、技術後継者育成事業） 4,000

（うち、京都市伝福連携担い手育成支援事業） 1,150

189

189　友禅職人の工賃の引き上
げ、各種工程の維持のための
育成資金の大幅増額で後継者
育成等支援をさらに進めるこ
と。

　本市支援の下、京手描友禅協同組合が構築した京手描
友禅のトレーサビリティシステムを運用し、手描友禅の
価値を高め、販路の拡大を引き続き支援することで、工
賃の引上げにも繋げてまいります。
　また、後継者育成については、育成資金の交付をはじ
め、伝福連携担い手育成支援事業や京都市産業技術研究
所が行う伝統産業技術後継者育成研修などの実施によ
り、引き続き、工程の維持のための後継者育成等を支援
してまいります。

188

188　西陣織産地の絹織物職人
の工賃を引き上げるととも
に、以下の点を強化し、総合
的な産地振興を図ること。
・西陣織物産地の製造機能を
守るために、織機の部品、道
具類を確保すること。織機の
メンテナンスを行える職人を
確保し養成すること。
・産地の関連製造工程の職人
も参加する協議会を結成組織
し、産地に関わるすべての人
の知恵と力を集めて政策検討
を行う場をつくること。
・西陣産地内に研究や試作を
行える機能を持った施設（元
染織試験場に匹敵する）を復
元すること。

　工賃の引上げについては、西陣織工業組合が市内組合
員に対し、丹後地区絹織物業最低工賃基準以上の金額で
業務委託するよう周知しており、本市においてもホーム
ページ等での周知を行っております。
　また、同組合「モノづくり事業部」事業や「京都伝統
産業道具類協議会」による研修など、業界が取り組む道
具類確保等に繋がる事業を引き続き支援するほか、関連
製造工程の方々にも同組合の委員会等で話を聞き、意見
交換を行ってまいります。
　加えて、京都市産業技術研究所においては、科学的知
見を活かす新たな研究・試作に関する様々な支援を行っ
ており、引き続き西陣織事業者と議論を重ねながら支援
してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

191

191　大規模小売店舗・中規模
小売店舗設置者に対し、地域
団体への加入や協力を求め、
「地域・社会貢献実施報告
書」の提出は設置から２年に
限らず、店舗が営業を続けて
いる間は毎年提出するよう改
めること。地元調達や雇用拡
大、下請け単価や仕入れ値の
改善等、その社会的役割が発
揮されるよう働きかけるこ
と。

　令和2年6月に策定した「小売店における地域・社会貢
献推進の手引」に基づき、大規模及び中規模小売店舗の
設置者に対して、地域団体への加入や協力をはじめとす
る様々な取組の実施を求めております。
　また、「地域・社会貢献実施状況報告書」の提出期間
終了後も、店舗に対しては、積極的な地域・社会貢献の
取組を継続するよう働きかけてまいります。
　大企業等に対しては、毎年、本市・京都府等が連携し
てオール京都で、下請取引の適正化や正規雇用の拡大等
の要請を実施しており、引き続き、働きかけてまいりま
す。

190

190　大規模小売店舗立地法
は、需給調整が可能となるよ
う、法改正を国に求めるとと
もに、市独自の需給調整を含
めた仕組みを作ること。事実
上の大型店誘致政策である
「商業集積ガイドプラン」は
撤回すること。

　平成18年のいわゆる「まちづくり三法」の見直しで
は、大規模小売店舗立地法が法の目的である周辺生活環
境保持の機能を果たしていると評価されております。
　また、小売業を行う店舗の立地に際しては、地域的な
需給調整を勘案しないという国の経済政策の方向性は堅
持されております。
　一方、本市では、「京都市商業集積ガイドプラン」を
平成12年6月から運用し、無秩序な商業開発の抑制に大
きな効果を上げております。
　今後とも、「京都市商業集積ガイドプラン」を適切に
運用し、地域の特性に応じた魅力ある商業集積の実現を
図ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●商店街等支援事業 47,900

☆京都市中央卸売市場施設整備 3,758,000

・京都市中央卸売市場施設整備 646,033

193

193　中央卸売市場第一市場の
再整備については、整備事業
費の圧縮に努めること。ま
た、一人ひとりの場内事業者
の声を聞き事業者の移転にか
かる費用の補助制度を拡充す
ること。水産棟の使用料の値
下げを行うこと。青果棟の使
用料は値上げしないこと。

　場内事業者とは、過剰な設備は施設使用料の増加に繋
がるとの共通認識の下、約2,000回にも及ぶワーキング
会議やヒアリング等を実施し、整備費の圧縮に努めてき
ました。
　また、移転に係る支援策についても、経営状況や関係
団体の声等を十分に踏まえ、他市場と比べ充実した内容
としております。
　なお、新青果棟を含め、施設の使用料については、機
能強化等に応じて上昇することは当然ですが、新水産棟
の使用料設定に当たっては、関係団体等の理解の下、改
定率の抑制や経過措置に取り組むなど、事業者に過度の
負担が生じないよう配慮しております。
　今後何よりも重要なことは、再整備のメリットを生か
すことであるため、引き続き相談窓口等を通じ、事業者
の自主的な経営努力を促してまいります。

192

192　「商店街振興条例」の具
体化、推進に当たっては、一
つひとつの商店街の実態調査
を行い、小売店・商店街の振
興を図るものとすること。規
模の小さい商店街や、商店街
の解散などで、支援が届かな
い個人商店の実情をつかみ支
援すること。

　各商店街の現状等については、商店街や業界団体等へ
の日常的な訪問や電話等により実態把握に努めておりま
す。
　商店街の振興については、引き続き、アーケード・街
路灯、防犯カメラの設置など安心安全な買い物環境の創
出、キャッシュレス化・デジタル化の普及の促進に取り
組むとともに、新たに魅力的な商品・サービス等の商業
コンテンツの創出を支援するほか、若手や非会員の取り
込み等による商店会組織の再構築・活性化を支援してま
いります。
　今後とも、商業者の生の声をお聞きしながら、京都ら
しい魅力ある商業の活性化を進めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・新規就農者の担い手確保・育成支援 84,273

（うち、新規就農総合支援事業～農力開発～） 68,134

・水田農業構造改革対策事業 8,320

195

◆農林業の振興を
195　国に対して以下のことを
求めること。
・食料自給率を当面50％（カ
ロリーベース）に引き上げる
こと。
・米の需給調整政策を放棄し
ないこと。
・米直接交付金を復活させ、
価格保障・所得補償を行うこ
と。
・米の生産と流通に国が責任
を持つこと。
・農林業予算を大幅に増額
し、後継者の育成、家族・集
落営農への支援を強めるこ
と。

　食料自給率については、農地の有効利用を図るととも
に、経営所得安定対策等の推進や価格安定制度の活用な
ど、農家の経営安定対策を実施し、その向上に資するよ
う努めてまいります。
　また、米については、農家自らの経営判断で消費者
ニーズに応じた生産が行われているため、本市として
は、米の需要等、生産に関する情報提供を行っておりま
す。
　さらに、農業経営の安定に向け、関係機関と連携した
新規就農者等の育成及び支援に取り組むとともに、生産
に必要な農業機械や施設の導入支援等を行うことで、所
得の向上、後継者の育成に努めてまいります。

194

194　買物弱者についての実態
調査を行い、産業観光局・保
健福祉局・都市計画局・区役
所等関係局が連携を強め、地
元事業者、団体と協議し対策
を早急に具体化すること。

　買い物弱者対策については、近年、大手スーパーや中
小小売店等による移動販売や宅配サービス等が実施され
ております。本市では、商店街等を対象に、買い物環境
の向上に資する取組を実施してまいりました。
　また、地域支え合い活動創出コーディネーターの活動
を通じて、民間事業者と地域住民との連携による買い物
支援の取組等、高齢者の多様なニーズに応じた生活支援
活動の創出等に引き続き取り組んでまいります。
　加えて、支援が必要な高齢者に対しては、介護保険に
よる訪問介護サービスの一環としてホームヘルパーが買
い物の代行等を行っており、引き続き、適切な生活支援
サービスが提供されるよう関係機関とも連携を図ってま
いります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・新規就農者の担い手確保・育成支援 84,273

（うち、新規就農総合支援事業～農力開発～） 68,134

・環境保全型農林水産業推進事業 103,030

（うち、中山間地域等直接支払交付金） 33,170

（うち、京のグリーン農業推進事業【新規】） 4,000

196
(2)

・中山間地の集落営農を守る
ため、耕作放棄地対策、担い
手支援、域内販路開拓、農業
施設整備などを強めること。

　中山間地域では、平成12年度から国の「中山間地域等
直接支払制度」を導入し、集落で行う耕作放棄地発生防
止の取組や共同利用機械の導入等の支援を行い、集落営
農の維持を図っております。また、令和5年度は京北地
域において老朽化した米乾燥調製施設の再整備を進め、
さらに令和6年度には環境に配慮した稲作技術を確立す
るとともに、消費者への情報発信を行うことで、京北米
のブランド化や農家所得の向上を図ってまいります。
　今後とも、中山間地域での営農が継続的に行われるよ
う、地域の実情に即した効果的な支援を実施してまいり
ます。

196
(1)

196　国連「家族農業の10年」
キャンペーンに取り組み、
SDGsの推進目標に基づく京都
市特有の家族農業経営の活性
化推進計画を策定・具体化
し、以下の点を推進するこ
と。
・家族農業者に後継者支援制
度を適用すること。新規就農
者の育成のため、農業振興セ
ンターを中心に支援をさらに
充実すること。
・直売場の開設、学童農園、
体験農園、観光農園などの取
り組みを支援すること。

　本市においては、SDGsや持続可能な農業の実現に重要
な役割を担う家族農業を含め、「京都市農林行政基本方
針」に基づき農業施策を推進しております。
　親元就農を含む新たな担い手に対する資金の支援やサ
ポーターによる営農指導、農福連携に取り組む農業者へ
の支援など、担い手の確保につながる農業施策を講じ、
地域特性に応じた支援を展開しております。
　また、市民に農産物・農業への理解を深めていただく
ため、市内直売所等の情報発信や小学校での農業体験の
推進、市民農園の周知や施設整備等、地産地消の推進に
引き続き取り組んでまいります。

118



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・農業生産振興対策 35,000

・農産物等の販路拡大事業 2,500

・生産緑地地区に関する事務 821

197
(1)

197　生産緑地の保全・拡大を
市の責任で行うとともに、市
内農地を守る対策を強めるこ
と。特定生産緑地の指定申請
について、該当する農業者に
周知や相談を徹底し、面積を
維持すること。

　生産緑地の保全については、条例により指定に必要な
規模要件を緩和し、毎年、農地所有者から指定申請を受
け付けているほか、「都市農地の貸借の円滑化に関する
法律」に基づく生産緑地の貸借制度の周知を徹底し、意
欲ある担い手への貸付け等により都市農地が有効活用さ
れるよう、引き続き取り組んでまいります。
　特定生産緑地指定にあたっては、引き続き、各機会を
捉えて、制度周知や申請案内を行ってまいります。

196
(3)

・共同利用機械の導入支援
や、農業機械への支援は更新
時も含めて支援すること。中
古の機械も対象にするなど拡
充すること。兼業農家の営業
を支援すること。

　農業機械については、これまでから生産緑地や農業振
興地域を受益地として導入される共同利用機械の導入に
対する支援を行っており、令和6年度は上賀茂地域での
京野菜の生産施設等の整備を支援してまいります。
  中古機械を対象にした事業としては、国の「農地利用
効率化等支援交付金」等がありますので、活用を検討さ
れる場合は、各振興センターにおいて相談を受け付けて
おります。
　また、本市の家族農業や兼業農家は、比較的小規模な
経営面積であることが多いことから、それぞれの営農形
態に応じた機械や施設整備に対して、独自に支援してい
るほか、市内農業者の直売所情報を消費者へ発信し、販
路拡大につなげるなど、本市の農家の経営発展につなが
る振興策を実施してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・新規就農者の担い手確保・育成支援 84,273

・農業生産振興対策 35,000

― ―

198
(1)

198　学校給食と連携し、地消
地産の農業を促進すること。

　本市では、学校給食において週4回の米飯には府内産
米を使用し、また、右京区京北地域で生産される大豆を
使った「京北まごころ味噌」や、京北産の米を、年一回
市内全小・小中学校の給食に使用するなど、地域食材の
使用を進めております。
　引き続き、学校給食での市内産農産物の利活用と情報
発信等による市民の需要喚起を図り、地産地消を推進し
てまいります。

197
(2)

京都市の農業振興センターも
体制を強化し、生産者の意向
を十分把握し、個々の農家の
営農相談、作物の生産指導等
を行うこと。

　各振興センターにおいて、営農相談や生産技術支援な
ど、個々の農家の意向に合わせたきめ細やかな対応を
行っているところです。
　引き続き、農家の皆様に寄り添った支援を実施してま
いります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・農業基盤整備事業 49,000

・環境保全型農林水産業推進事業 103,030

（うち、中山間地域等直接支払交付金） 33,170

（うち、多面的機能支払交付金） 61,960

199

199　耕作放棄地を解消するた
めに、農道整備や畦の草刈
り、用水路の整備等の農業基
盤整備を進め、農業生産への
利用を促進すること。

　引き続き、農道や農業用水路等の農業基盤の改修や新
設に対して支援を行うとともに、畦や農地法面の草刈り
等については、国の中山間地域等直接支払交付金や多面
的機能支払交付金の制度を活用するなどにより、農地の
農業生産への利用を促進し、耕作放棄地の予防及び解消
を図ってまいります。

198
(2)

学校給食における、京都市内
食材の利用率を引き上げるこ
と。地域食材の利用にあたっ
ては適切な価格で買い取るこ
と。

　小学校給食は1日約7万食を提供する必要があり、ま
た、限られた給食費のもと、使用できる市内食材には限
りがありますが、引き続き地産地消の拡大に向けて、で
きる限り市内・府内産食材の使用に努めてまいります。
また、食材は（公財）京都市学校給食協会を通じて調達
しており、同協会において適切な価格で購入できるよう
入札等を行っております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・●有害獣害対策 92,447

（うち、●深泥池・宝ヶ池ニホンジカ対策事業【新
規】）

7,100

・野生鳥獣による生活環境被害防止対策及び自主防
除組織支援対策

4,410

200　種子法復活を国に求め、
京都府にも種子条例創設を求
めること。改正された種苗法
をもとに戻すよう国に求め、
自家栽培の現状を保持するこ
と。農家の種苗研究・開発を
支援すること。種苗の価格高
騰対策を強化すること。

　種子法については、廃止後も京都府において「主要農
作物種子生産基本方針」に基づき、府内の主要作物種子
の安定的な生産、供給に取り組まれています。
　また、改正種苗法によって、自家増殖の規制を受ける
のは「登録品種」に限られており、伝統野菜をはじめ市
内生産の野菜のほとんどは「一般品種」であるため、自
家栽培の現状は維持されるものと考えています。
　種苗の研究・開発についても、各農業振興センターが
実施している営農相談を通じて、支援してまいります。
　この間の物価高騰については、あらゆる生産関連資材
等で影響を受けていることから、補正予算により支援を
行っているところです。

201

201　農林業と市民生活を守る
ためサル、イノシシ、シカ等
の捕獲、追い上げを強化する
こと。捕獲補助金を拡充する
こと。防護柵補修費にも補助
金を交付すること。

　サル、イノシシ、シカ等の捕獲及び追上げについて
は、引き続き、猟友会及び野生鳥獣保護管理協議会等の
連携により実施してまいります。
　捕獲補助金については、国の鳥獣被害防止緊急捕獲活
動支援事業に加え、本市独自の奨励金制度を活用しなが
ら捕獲の強化に努めてまいります。
　更に、令和6年度は、深泥池・宝ヶ池を起点とする市
街地への流出により農作物被害や生活環境被害の発生原
因となっているニホンジカについて、集中的な捕獲を実
施してまいります。
　また、防除柵の設置・補修については、要件を満たす
個人や団体の取組に対する支援を行うこととしており、
今後も適切に維持管理されるよう、見回りの徹底等を
図ってまいります。

200
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・木の文化推進事業 76,830

（うち、森林の応援団づくり事業） 6,000

・森林整備・担い手対策の推進 143,585

（うち、森林総合整備事業） 74,250

（うち、森の力活性・利用対策） 54,000

（うち、林業担い手対策事業） 5,835

・●森林経営管理の推進 140,235

（うち、・森林経営管理人材育成事業） 9,400

（うち、●林業担い手の育成・確保対策事業【新
規】）

9,500

・林業基盤整備事業 40,250

・木の文化推進事業 76,830

（うち、市内産木材普及促進事業） 60,500

（うち、ウッドチェンジ推進事業） 7,600

・森林整備・担い手対策の推進 143,585

（うち、林業担い手対策事業） 5,835

・●森林経営管理の推進 140,235

（うち、・森林経営管理人材育成事業） 9,400

（うち、●林業担い手の育成・確保対策事業【新
規】）

9,500

203

203　市内林業の振興を図るた
めに以下の取り組みを進める
こと。
・林業の担い手確保、地位向
上を図ること。
・製材所の悉皆調査を行い、
国産材の流通の現状を把握し
改善を講じること。

　林業の担い手確保及び地位向上については、引き続き
林業労働者の就労環境の改善に向けた支援を行うととも
に、労働安全性の向上を目的に、令和6年度から、林業
従事者や森林所有者等を対象に、安全対策講習の実施及
び必要な安全装備の購入支援を行ってまいります。さら
に、森林の経営管理をマネジメントできる高度専門人材
の育成を継続してまいります。
　また、市内産木材をはじめとする地域産材の流通につ
いて、建築士や工務店などの需要先と連携したニーズ把
握やサプライチェーンの構築に取り組んでまいります。

202
202　持続可能な森林づくりに
取り組み、自伐型林業を支
援、強化すること。

　本市では、持続可能な森林づくりに向けて、間伐や植
林などの森林整備に加え、林道や作業道等の開設や修繕
支援に取り組んでおります。
　また、森林の利活用に取り組む事業者への支援を実施
し、多様な森林づくりを行う事業者の収入源対策にも取
り組んでおります。
　令和6年度からは、林業労働者に加え一人親方や森林
所有者等の森林・林業に携わる様々な人材を対象に、安
全対策講習の実施及び必要な安全装備の購入支援を行
い、森林づくりに携わる人材の育成・増加に努めてまい
ります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・再エネの普及拡大と省エネの推進 76,760

・京都市脱炭素先行地域創出事業 478,067

・重点対策加速化事業 141,052

（うち、建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進
事業）

67,052

205

205　地産地消型の分散化エネ
ルギーの普及を強化し、再生
可能エネルギー比率を飛躍的
に高めること。少なくとも公
共施設のRE100（再エネ、省エ
ネ、断熱化100％）化をすすめ
ること。RE100の観点から、Ｚ
ＥＨ基準を抜本的に引き上げ
ること。

　再エネの飛躍的拡大に向けては、国の「地域脱炭素移
行・再エネ推進交付金」を活用し、脱炭素先行地域に係
る取組や、民間建築物への太陽光発電設備等の設置補助
などを実施するとともに、0円ソーラープランの普及や
太陽光発電設備のグループ購入事業等に、引き続き、取
り組んでまいります。
　公共施設については、京都市役所CO2削減率先実行計
画において、再生可能エネルギーの飛躍的な導入拡大を
基本施策の一つとして定め、公共施設の再エネ電気の使
用割合の向上に取り組んで取り組んでおります。また、
「京都市公共建築物脱炭素仕様」を令和6年3月に改定
し、新設の整備仕様をZEB水準とするなど、最大限の省
エネ及び再エネ導入に取り組んでまいります。

204

４　気候危機打開に向けて脱
原発推進と再エネ普及の強化
を
204　温暖化対策については、
計画を見直しバックキャス
ティング（逆算方式）で温室
効果ガス2030年60％以上削減
（2013年比）、2050年温室効
果ガス排出量ゼロ目標を前倒
しで達成すること。

　2050年二酸化炭素排出量正味ゼロの実現に向けて、
バックキャスティングの考え方により、2030年度温室効
果ガス排出量46％削減（2013年度比）を中期目標に掲
げ、様々な取組を実施しているところです。本市地球温
暖化対策計画は、策定後5年を目途に見直しを検討する
こととしておりますが、まずは、現行の目標の達成に向
けた取組を、引き続き、着実に推進してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

207

☆207　汚染水（アルプス処理
水）の海洋放出は「漁業者な
ど関係者の理解なしには、い
かなる処分も行わない」とい
う約束を公然と投げ捨てるも
のであり、放出を中止するよ
う国に求めること。

　ALPS処理水の海洋放出については、福島第一原子力発
電所の廃炉を進めるため政府として決定した事項であ
り、引き続き国において適切に対応されるものと認識し
ております。

206

206　CO2を吸収する豊かな森
を育むためにも、倒木や間伐
材等を活用し、小型（小規
模）木質バイオマス発電等に
取り組むこと。熱利用につい
ても取り組むこと。

　2030年度温室効果ガス排出量46％削減に向け、市民、
事業者をはじめ、オール京都で、再生可能エネルギーの
創出、転換に取り組んでおります。
  木質バイオマスについては、令和5年度に国の「地域
脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、森林の間伐
で生じる未利用材等を活用した木質バイオマス発電設備
の導入を支援しており、今後も引き続き、間伐材等の木
質バイオマスの有効活用に努めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

208

208　国及び関西電力に対し
て、原子力と石炭火力から直
ちに脱却し、再生可能エネル
ギーを優先する基本計画に見
直すよう、以下の内容を求め
ること。
・ただちに原発ゼロの立場に
立つこと。国・関西電力に対
し、高浜原発１・２・３・４
号機、大飯原発３・４号機、
美浜原発３号機の稼働停止を
求めること。
・再生可能エネルギーの大量
導入、飛躍的普及のため、再
生可能エネルギー100％を視野
に入れ2030年目標をさらに引
き上げること。
・京都市内において導入され
る際には、森林伐採や山間部
造成を伴うメガソーラーでは
なく、地域分散型のシステム
とすること。
・固定価格買い取り制度の堅
持及び拡充などのインセン
ティブが働くよう改善を図る
こと。

　本市では、平成24年3月の市会決議も踏まえ、国や関
西電力に対し、原子力発電に依存しない持続可能で安心
安全なエネルギー社会や脱炭素社会の実現に向けた要
望・提言等を実施しております。その中で、再生可能エ
ネルギーの主力電源化やそのための高い目標設定、太陽
光発電設備等の保安基準の厳格化、FIT制度の適切な運
営等も求めており、引き続き働きかけてまいります。
　東日本大震災以降に再稼働した原子力発電所について
は、最新の知見を反映した国の厳格な審査に適合したも
のであると認識しておりますが、引き続き、国や関西電
力に対し、万全の安全対策を求めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・再エネの普及拡大と省エネの推進 76,760

・●地域防災計画の推進 198,599

210

210　「京都市地域防災計画」
の「原子力災害対策編」につ
いて、以下の点を強化するこ
と。
・避難計画は国の原子力災害
対策指針に基づき、京都市全
域を対象に変更すること。
・市内観光客等、一時滞在者
の避難計画を策定すること。
大学等の協力を得て、京都市
として独自の放射性物質の拡
散、被害予測の手法を研究す
ること。
・同意権など原発立地自治体
と同等の協定を締結するよ
う、国だけではなく、関西電
力にも求めること。
・安定ヨウ素剤の備蓄と配布
は、国や関西広域連合とも連
携してＵＰＺ内にとどめず、
全市域に拡大すること。

　本市の避難計画は、国の原子力災害対策指針に基づく
UPZを対象に作成しておりますが、UPZ外の地域について
も、原子力災害対策上必要な場合は、避難計画に準じて
対応することとしております。
　なお、本市独自の予測手法を研究することは考えてお
りません。
　原発の安全確保については、これまでから府の地域協
議会を通じて国及び関西電力に意見を述べ、同意を求め
る自治体の範囲等の包括的な制度的枠組の整備について
も国に求めてきたところです。
　安定ヨウ素剤に関しては、関西広域連合と関西電力の
覚書により、緊急時には必要となる府県市に貸与される
とともに、国においてもUPZ内外で不足する場合に備
え、備蓄されております。

209
☆209　太陽光発電等設置補助
金を復活すること。

　令和4年度から、太陽光発電設備と蓄電池又はV2H充放
電器を同時に設置する住宅を対象に、20万円分の地域ポ
イントを付与するとともに、太陽光発電した電力の自家
消費分の環境価値を取りまとめて市内企業等に売却し、
地域ポイントとして還元する「住宅の再エネ地産地消・
地域循環推進事業」を実施しております。さらに、補助
以外の手法として、0円ソーラープランの普及促進やグ
ループ購入事業を実施しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―
５　ジェンダー平等社会の実
現をめざして
212　ジェンダーギャップ指数
は、2023年世界経済フォーラ
ム６月21日発表では、146カ国
中125位と低下している。ジェ
ンダー平等を本市のあらゆる
施策の根幹に据えること。男
女共同参画にとどまらずジェ
ンダー平等を推進するために
条例を制定し、施策を推進す
る局を新設すること。

　「第5次京都市男女共同参画計画」に基づき、あらゆ
る施策に、市民ひとりひとりが性別にかかわりなく個人
として尊重される男女共同参画の視点が反映されるよ
う、「京都市男女共同参画推進会議」の下、各分野別計
画等とも連携しながら、全庁的に取組を進めているとこ
ろです。
　新たな局の設置や条例制定は考えておりませんが、今
後とも、多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、引
き続き取組を進めてまいります。

211

☆211　国の指針で削除された
避難所の事前モニタリング
（汚染状況の確認）、簡易除
染は必要であり、市として独
自の基準を設けること。

　国の原子力災害対策指針については、最新の科学的知
見等を基に修正されたものと認識しております。
　また、本市の地域防災計画原子力対策編についても、
国の指針に準拠し、原子力災害等の専門家が委員を務め
る「京都市防災会議専門委員会原子力部会」に諮ったう
えで改正しております。

212
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・「真のワーク・ライフ・バランス」推進事業 12,280

214

214　女性活躍推進法における
情報公表制度の実施を踏ま
え、企業に対して男女ともに
働きやすい職場環境となるよ
う働きかけること。

　府、労働局、商工会議所等と連携したオール京都体制
による「輝く女性応援京都会議」において開設した「京
都ウィメンズベース」を拠点として、女性活躍推進に関
する様々な事業を展開しております。
　とりわけ、本市では、これまでから同会議の下、国の
地域女性活躍推進交付金を活用し、企業等を対象とした
セミナーの開催、先進的な取組を行う企業やロールモデ
ルとなる個人に焦点を当てた広報・啓発活動等を実施し
ております。
　引き続き、女性活躍推進法の改正の趣旨も踏まえつ
つ、「第5次京都市男女共同参画計画」に基づき、性別
に関わらず誰もが働きやすい職場環境を構築するための
取組を進めてまいります。

213

213　令和４年11月市会におけ
る「女子差別撤廃条約選択議
定書の批准に関する環境整備
を求める意見書」の採択も踏
まえ、市として女性差別撤廃
条約選択議定書の速やかな批
准を国に求めること。

　国は第5次男女共同参画基本計画において「女子差別
撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含
め、早期締結について真剣な検討を進める。」ことを掲
げ、現在様々な検討等がなされております。
　令和4年度に採択された「女子差別撤廃条約選択議定
書の批准に関する環境整備を求める意見書」を踏まえ、
引き続き、国の動向を注視してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

215
(2)

・市職員の同性パートナーを
家族と認め、異性夫婦と同等
の手当等の支給をすること。

　職員の手当等の給与制度については、国や他都市の制
度との均衡を図る必要がありますが、同性パートナーに
は民法上の扶養義務や年金等の権利が認められていない
等の課題がある中で、国や他の政令市においても現時点
で導入事例がないことから、引き続き、慎重に検討を
行ってまいります。

215
(1)

215　第５次男女共同参画計画
の推進について、以下の取り
組みを強化すること。
・国に対してＩＬＯの「仕事
の世界における暴力及びハラ
スメント」に関する条約を批
准するよう求め、ハラスメン
ト根絶に向け、実効ある対策
ができるよう引き続き法改正
を求めること。

　国においては、ハラスメント対策の強化として、男女
雇用機会均等法等の改正が行われるなどの法整備が進ん
でおります。
　本市では、こうした国の動きとも連動し、ホームペー
ジにおいてハラスメント相談窓口の周知に努めており、
必要な取組を進めているところです。
　今後もハラスメント根絶のため市民や事業者をはじ
め、各種関係機関と連携し、誰もが安心して働き続けら
れる職場づくりに向けて取り組んでまいります。
　なお、ILO条約の批准と関係法整備については、国に
おいて、ハラスメント防止対策の強化とあわせて、国内
法制との整合性の検討を進めていくと承知しておりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・人権文化推進計画の推進 39,220

（うち、人権文化推進計画進行管理） 4,353

（うち、企業啓発事業） 1,718

― ―

215
(4)

・男性の京都市職員・教職員
の出産休暇の取得目標を定め
ること。育児休暇の取得目標
は大幅に引き上げ、さらに取
得日数の目標を定め、早期に
達成すること。管理職員につ
いて京都市イクボス宣言100％
を目指し、産休・育休の取得
を実効あるものとすること。

　本市職員・教職員について、安心して出産や子育てが
できるよう、休暇等の各種制度を詳しくまとめたハンド
ブック等を通して周知に努めているところです。
　また、本市の男性職員の育児休業取得率について、令
和4年度実績は75.2％となり、令和6年度末の目標値の
30％を大幅に上回るなど、着実に向上しています。引き
続き、希望する職員が出産育児に関する休暇を取得しや
すい職場づくりを一層推進するため、育児休業の原則1
箇月以上の取得促進や管理職向けイクボス研修の実施を
はじめとした「仕事と子育ていきいき活躍プラン2nd
step」に掲げる取組を着実に実施してまいります。

215
(3)

民間事業所にも同様の制度の
実施を働きかけること。

　民間事業所に対しては、啓発パンフレットでの企業の
実践事例の紹介や、人権啓発講座などを通じて、パート
ナーシップ制度とその関係にある社員への理解につい
て、啓発に努めているところです。
　引き続き、多様な性の在り方が尊重され、差別や偏見
のない「誰一人取り残さない」共生社会の実現に向けた
取組を進めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

215
(6)

・審議会委員への女性の登用
率をさらに高めること。

　審議会委員への女性の登用については、「第5次京都
市男女共同参画計画」において、「男女いずれの委員の
登用率も35％を超える附属機関等の割合を70％以上にす
る」ことを令和7年度までの目標としており、令和5年3
月末時点では70.2％と目標を上回っております。
　引き続き、本市における意思決定の場への男女の均等
な参加の促進が図れるよう、女性委員の登用率向上に取
り組んでまいります。

215
(5)

☆・職員の労働時間短縮な
ど、労働環境を改善するこ
と。

　本市においては、時間外勤務の令和元年度比2割縮減
を目標に、限られた時間の中で成果を上げる「生産性の
高い働き方」への意識転換を推進するとともに、RPA等
のデジタル技術を活用した業務効率化や、内部管理事務
の見直しなど、徹底的な働き方改革に取り組んでいると
ころであり、令和5年度は、35.8％縮減を達成しており
ます。引き続き、時間外勤務の縮減をはじめ、すべての
職員が意欲を持ち、能力を十分に発揮できる勤務環境の
整備を進めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

216
(2)

・パートナーシップ宣誓制度
は、当事者の声を聞き、さら
に利用しやすい制度へと改善
すること。新たにファミリー
シップ宣誓制度の導入も検討
すること。

　パートナーシップ宣誓制度は、人権文化推進懇話会や
当事者支援団体が参画する専門意見聴取会での議論に加
え、当事者団体からの意見も反映し、創設したもので
す。制度の創設後、京都府域を超え、大阪・兵庫との都
市間連携を開始する（令和6年4月～）など、宣誓者の負
担軽減に取り組んでいるところです。今後も、宣誓者の
アンケートやコミュニティスペースの場等で当事者の声
を聞きながら、利用しやすい制度となるよう運用してま
いります。
　ファミリーシップ宣誓制度の導入については、多様な
意見を踏まえながら、導入している自治体の取組を参考
にしつつ、引き続き、研究してまいります。

216
(1)

216　性的少数者の権利保障に
取り組むこと。
・ＬＧＢＴ／ＳＯＧＩの当事
者及び支援者等を含め幅広く
アンケート等を行い、意見要
望を継続的に聴取し、施策に
反映すること。
・常設の「専門相談窓口」
「コミュニティスペース」を
設置し、臨床心理士の資格を
持つスタッフを常駐させるこ
と。
・パートナーシップ宣誓制度
を創設した自治体として、人
権・個人の尊厳を守る立場か
ら、同性婚を認めるよう国に
対して求めること。

　これまでから、パートナーシップ宣誓時のアンケート
等を通じて、当事者が抱える生きづらさの把握に努めて
おり、また、事業実施の際には、当事者団体に意見を聴
き、事業に反映させております。
　また、コミュニティスペース及び一定の資格や相談支
援の経験を有する専門相談員による個別相談会を実施し
ているほか、当事者団体においても、コミュニティス
ペース等を定期的に実施されており、こうした取組の周
知により参加の機会の拡大に努めております。
　なお、婚姻制度については、家族の根幹に関わる問題
であり、国が統一的に定める制度であることから、広く
国民の意見も踏まえ、国において検討すべきものと考え
ております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・DV相談支援センターの運営及び被害者支援事業 58,421

・困難な問題を抱える女性に対する支援事業【新
規】

11,100
217　ＤＶ・性暴力の対策を強
化すること。
・民間シェルターへの補助を
拡充すること。市独自でも公
的シェルターを設置し、ス
マートフォンや携帯の支給、
Ｗi-fi利用などの支援をおこ
ない、被害者が安心して過ご
せる住宅環境を保障するこ
と。
・ＤＶ相談支援センターや犯
罪被害者支援センターの相談
の増加に見合う体制や処遇改
善、相談時間、継続的支援の
拡充を行うこと。
・加害者更生支援の専門機関
を創設すること。

　民間シェルターについては、本市の家賃等助成のほ
か、国の交付金を活用し、法律相談や多言語対応等の専
門的支援等にも補助を行っております。令和6年度から
は、困難な問題を抱える女性に対する支援事業として、
包括的な女性支援窓口を設置するとともに、民間シェル
ターへの補助も拡充してまいります。また、府が設置す
る公的シェルターとも引き続き緊密に連携し、女性支援
に取り組んでまいります。
　DV相談支援センターの体制については、令和2年度に
相談員を1名増員するなど体制強化を図っており、引き
続き被害者の方に寄り添ったきめ細やかな相談支援を実
施してまいります。
  DV加害者の更生支援については、京都府が「DV加害者
更生カウンセリング」を実施しており、必要に応じて案
内、連携を行うなど、引き続き、加害者更生を後押しし
てまいります。

216
(3)

・多機能トイレの未設置の市
施設を明らかにし、すべての
施設に設置すること。

　バリアフリー法及び市条例により、官公署の便所で多
数の者が利用するものについては、車いす使用者用便房
の設置等が義務付けられております。本市の施設におい
ても、大規模改修等の際には、これらの法令に基づき整
備を行っているところです。
　また、本市では、全ての人にやさしい心のこもったま
ちづくりの推進を目的とする「京都市みやこユニバーサ
ルデザイン優良建築物マーク等交付要綱」に基づき、誰
もが利用しやすい多機能トイレの設置誘導を図っており
ます。
　なお、多機能トイレが必要な方の外出時の参考として
いただくため、本市ホームページ（京都市情報館）にお
いて、本市所管施設の多機能トイレ一覧を掲載しており
ます。

217
(1)
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・DV相談支援センターの運営及び被害者支援事業 58,421

・男女共同参画センター運営 119,009

・犯罪被害者等支援策の推進 8,340

217
(3)

・性犯罪被害者相談窓口を府
や民間任せにせず、市として
創設し、ワンストップの継続
的な支援体制を確立するこ
と。京都性暴力被害者ワンス
トップ相談支援センター京都
ＳＡＲＡへ、京都市も財政支
援を行うこと。
・性暴力や性虐待等の相談窓
口や支援が受けられる施設の
周知を強化すること。
・区役所・支所にも相談に対
応できる専門家・職員を配置
すること。

　本市の犯罪被害者総合相談窓口を設置している「（公
社）京都犯罪被害者支援センター（以下「支援セン
ター」。）」では、性犯罪被害者の相談等も受け付け、
「京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター（以
下「京都SARA」。）」と連携しながら支援を行っており
ます。
　また、府が設置する「京都性暴力被害者ワンストップ
相談支援センター連携・検証会議」に本市も参画し、関
係機関と情報共有を行っております。
　引き続き、関係機関と連携し、支援センター及び京都
SARAの周知に努めるとともに、性犯罪被害者等に寄り
添った支援を行ってまいります。

217
(2)

・デートＤＶ、性暴力や性虐
待、中絶や緊急避妊薬等、中
高生や若者への教育・啓発活
動を強めること。

　中高生や若者への教育・啓発については、学校におい
て、学習指導要領や発達段階等を踏まえながら、人権尊
重、男女平等の理念に基づく「性に関する指導」を実施
しています。その中で、子どもたちが性暴力の加害者、
被害者、傍観者にならないようにするための「生命の安
全教育」を推進し、生命や自己及び他者を尊重すること
等を重視した指導の充実を図っているところです。ま
た、学校に出向いてのデートDV予防講座、大学と連携し
たDV・性暴力に関する講座の開催等に取り組んでおりま
す。今後も様々な機会を通じて、若年層向けの予防啓発
等に取り組んでまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・地下鉄駅トイレにおける生理用品の無料提供サー
ビス導入【新規】

278

218
(2)

・すべての公共施設のトイレ
に生理用品を備え付けるこ
と。
☆・公共施設の女性トイレの
設置数を増やすこと。

　公共施設における生理用品備え付けは、トイレの衛生
管理状況等を踏まえ、施設管理者において判断されるも
のですが、社会課題である「生理の貧困」の解決を図る
ため、令和5年度から試行的に市立学校に生理用ナプキ
ンディスペンサーを設置しています。また、令和6年度
から地下鉄駅トイレにおける生理用品の無償提供サービ
スを導入してまいります。
　公共施設の女性トイレの設置数については、各施設の
利用実態や現場条件を踏まえ、施設管理者が、施設改修
等の機会を捉え検討されるものです。
　引き続き、各種の広報や啓発等を通じて、社会全体で
男女が互いに性に関する理解を深めていけるよう取組を
進めてまいります。

218
(1)

218　リプロダクティブ・ヘル
ス＆ライツ（性と生殖に関す
る健康と権利）の視点に立
ち、以下の点に取り組むこ
と。
・学校教育の場で科学的な包
括的性教育を導入し、子ども
の権利条約やジェンダー平
等、人権尊重の立場で教育内
容の充実を行うこと。

　本市では、「第5次京都市男女共同参画計画」におい
て、人権尊重の精神に基づく「性に関する指導」の推進
を掲げ、学習指導要領や児童生徒の発達段階等を踏まえ
た「性に関する指導」を各校で実施しております。その
中で、子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者に
ならないようにするための「生命の安全教育」を推進
し、指導の充実を図っているところです。
　今後も、男女相互の理解を深め、生命や自己及び他者
の個性を尊重すること、相手を思いやり、望ましい人間
関係を構築すること等を重視した指導を実施するととも
に、様々な機会を通じて、若年層向けの予防啓発等に取
り組んでまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・命の大切さと生きる勇気・力を取り戻すための支
援の充実

38,143

・犯罪被害者等支援策の推進 8,340

220

220　犯罪被害者等支援につい
ては、市として住居の保証人
となるなどの支援制度を創設
し、セキュリティーの高い住
居への転居費等の助成金交付
を行うこと。

　本市では、平成23年4月に「（公社）京都犯罪被害者
支援センター」に設置した「京都市犯罪被害者総合相談
窓口」において、犯罪被害者等の状況に合わせた様々な
支援を行っております。
　転居に係る支援としては、市営住宅優先入居の案内等
の支援を行っております。また、「京都府犯罪被害者等
支援条例（令和5年4月1日施行）」に基づき京都府が創
設した、府民を対象とする上限20万円の転居費用の補助
制度の周知にも努めているところです。
　引き続き、関係機関と連携し、犯罪被害者等に寄り
添った支援を行ってまいります。

219

219　京都市自殺対策計画にＬ
ＧＢＴ／ＳＯＧＩを盛り込む
こと。女性や若者の自殺対策
を強めること。

　LGBT/SOGIについては、全国的に周囲の理解が進みつ
つあるとはいえ、まだまだ不十分な現状があります。性
的少数者は孤独感を抱きやすいと言われており、本市と
しても、LGBTをはじめとした性的少数者への理解の促進
は重要であると認識しております。
　令和4年10月に国が発表した自殺総合対策大綱におい
ても、女性や若者、性的少数者への支援が盛り込まれて
おり、こうした状況を踏まえ、令和5年3月に策定した第
3次「京都市自殺総合対策推進計画」では、女性や若者
の対策を強化しつつ、性的少数者への対策も新たに盛り
込みました。
　引き続き、関係機関と連携し、自殺対策を推進してま
いります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・小・中学校経常運営費 3,861,695

・高等学校経常運営費 449,101

・幼稚園経常運営費 144,594

221
(2)

221　教育予算を増額し、教育
条件を整備・改善すること。
・学校経常運営費を増額する
こと。

　限られた財源の中、教育費についても、不断の見直し
を行い、社会情勢の変化に対応して、再構築、持続可能
なものとする必要があると認識しております。
　令和5年度の学校経常運営費についても、子どもや教
職員が安心・安全な学校生活を送るとともに、必要な教
育活動が行えるよう、令和4年度並みの予算を確保した
ところです。
　令和6年度においても、持続可能な社会の創り手とな
る子どもたちの、健やかな育ちと学びを実現する質の高
い教育を、一層推進できるよう、令和5年度並みの予算
を確保しております。

221
(1)

６　競争と格差拡大の教育を
改め、どの子も伸びる「子ど
もが主人公」の学校・教育を
221　教育予算を増額し、教育
条件を整備・改善すること。
・市独自に35人学級を小中学
校全学年でただちに前倒しし
て実施すること。さらに30人
以下学級を目指すこと。

　小学校での35人学級が法制化され、令和3年度から5年
間で段階的に実施されることとなっており、本市におい
ても、計画的な教員採用により対応することとしており
ます。本市独自で前倒し実施する予定はありませんが、
今後も中学校を含めた少人数教育の推進について国へ要
望してまいります。
　なお、本市独自予算で小・中学校全学年での30人学級
を実施するには、毎年巨額の予算が必要であり、実施は
極めて困難です。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●長寿命化を核とする学校施設マネジメントの実
施

1,639,138

（うち、●校舎の長寿命化改修事業） 191,000

・学校体育諸施設防災機能強化等整備事業 2,013,580

（うち、学校体育館改築・リニューアル事業） 1,848,580

・●学校施設及び教育所管施設維持管理 2,788,738

（うち、・小・中学校空調設備更新【新規】） 44,400

・国語力・読解力の向上 227,734

（うち、学校司書人件費） 214,087

221
(4)

221　教育予算を増額し、教育
条件を整備・改善すること。
・全ての市立学校の図書館
に、専任の司書を配置するこ
と。

　司書又は司書教諭の資格や教職経験を有する「学校司
書」を、平成21年度から各校に配置し、平成27年度に
は、配置が必要な全ての小・中・小中・総合支援学校へ
の配置を完了しております。また、令和元年度には全校
で複数日配置を完了しております。
　なお、専任化を実施するためには国の財政措置が必要
であり、引き続き、国に対して財政措置の拡充を要望し
てまいります。

221
(3)

221　教育予算を増額し、教育
条件を整備・改善すること。
・全ての市立学校の特別教室
及び体育館に断熱材、エアコ
ンを設置すること。

　学校施設の断熱については、校舎の長寿命化改修事業
及び学校体育館防災機能強化等整備事業において、断熱
材や複層窓ガラスを整備することによって断熱性能の向
上を図っております。
　空調設備については、全普通教室に加え、特別教室へ
の整備を進めてきましたが、短期間に集中して整備を
行った空調設備の老朽化が進んでいることから、高校・
総合支援学校については順次、公共工事による空調設備
の更新を行っており、小・中学校についてはPFI手法の
導入を想定し、令和6年度にPFI導入可能性調査等を実施
してまいります。同調査において、未設置の特別教室及
び体育館の空調設置についても検討を進めてまいりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

■快適トイレ整備事業 269,000

・●学校施設及び教育所管施設維持管理 2,788,738

（うち、●学校トイレ洋式化の加速【充実】） 162,000

― ―

222　適正規模を超える学校は
新設を図るなど早急に解消す
ること。生徒数が1000人を超
す31学級の神川中学校につい
ては、すみやかに学校の分離
新設を図ること。

　神川中学校では、これまで運動場の拡大や普通教室及
び特別教室16室分を有する新校舎建設など、必要な教育
環境の整備を順次行ってまいりました。また、生徒数の
推移についてはピークを過ぎ、今後も減少していくもの
と見込んでおり、増築等の施設整備の必要はないと考え
ております。
　他校においても、引き続き、生徒数の推移を見極めつ
つ、教育環境の整備に努めてまいります。

221
(5)

221　教育予算を増額し、教育
条件を整備・改善すること。
・老朽化したトイレの洋式
化、快適化の整備事業を早期
に完了すること。全ての市立
学校の女子トイレに生理用品
を設置すること。

　学校トイレについては、これまでから児童生徒の健康
にも繋がる喫緊の課題と捉え、老朽化の状況を踏まえ、
トイレ室内の全面改修や個々の便器の改修により、でき
る限り早期の洋式化を進めております。小・中学校の洋
式化は令和5年度末で約69％となりますが、今後、児童
生徒が日常的に使用するトイレの早期完了など、洋式化
を加速してまいります。
　市立学校の女子トイレへの生理用品の設置について
は、各校の実情に合わせて検討してまいります。

222
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・子どもたちが文化芸術に触れる機会の創出 25,500

・小学生演劇鑑賞教室 2,244

・小学生のための音楽鑑賞教室 14,566

 

― ―

224

224　学校の序列化や過度な競
争につながる全国学力テスト
には参加せず、国にやめるよ
う求めること。

　「全国学力・学習状況調査」は、児童生徒の学力実態
や学習・生活習慣等を的確に把握し、指導改善に活かせ
る有意義なものであり、学校の序列化や過度な競争につ
ながることはありません。
　各校においても、自校の課題や取組の方向性などを保
護者・地域と共有し、授業改善や家庭学習の充実などに
取り組んでおります。

223

223　学校公演に対する補助事
業を創設し、学校公演を学校
行事として位置づけ、子ども
たちが学校で演劇や音楽など
の舞台芸術を鑑賞する機会を
増やすこと。

　市立学校では、「小学生のための音楽鑑賞教室」や
「小学生演劇鑑賞教室」を実施するとともに、文化庁事
業「文化芸術による子供育成推進事業」の活用により、
子どもたちが優れた文化芸術を鑑賞・体験する機会を創
出しております。
　また、市内の小中学校等において授業時間を活用した
「文化芸術授業（ようこそアーティスト）」や、中学生
を対象とした「伝統公演授業（ようこそ和の空間）」を
実施するとともに、文化庁事業「伝統文化親子教室事
業」などを活用し、休日や放課後にもほんものの文化芸
術に触れられる機会を創出しております。
　さらに、(公財)京都市芸術文化協会においても、本市
共催事業として、子どもから大人までの幅広い世代が文
化芸術を学ぶ「藝文京芸術教室」等を実施しておりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

226

226　交通費、子どもの通学の
負担を軽減するためにも、近
隣の高等学校に進学できるよ
う定員を確保すること。

　平成26年度から導入している現在の入学者選抜制度
は、公立高校の特色ある学校づくりを一層推進するとと
もに中学生の自らのキャリア形成を意識した高校選択や
進路保障の観点を重視していますが、地域の公立高校に
進学したい中学生のニーズにも対応できるよう、引き続
き地域バランスを踏まえた適切な定員設定に努めてまい
ります。

225

225　高校教育の完全無償化を
国に求めること。朝鮮学校に
も無償化措置の適用を府に求
めること。

　世帯年収910万円以上程度の世帯については授業料を
徴収することとなっている「高等学校等就学支援金の支
給に関する法律」に基づき、適切に対応してまいりま
す。
　また、私立高校においても、国の「高等学校等就学支
援金制度」と京都府の「あんしん修学支援制度」による
年間最大65万円の助成により、年収590万円未満程度の
世帯では授業料が実質無償化されております。
　なお、朝鮮学校等の各種学校は京都府の所管であり、
京都府の権限と責任の下に検討されるものと認識してお
ります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・いじめ対策、不登校児童生徒支援、学校での教
育・生活相談の充実

616,482

（うち、いじめの防止及び生徒指導における小中連
携等推進事業）

1,954

・いじめ対策、不登校児童生徒支援、学校での教
育・生活相談の充実

616,482

（うち、スクールカウンセラーの全校配置） 385,703

（うち、スクールソーシャルワーカーの全中学校区
等への配慮）

94,058

228

228　スクールカウンセラーの
配置日数を増やすこと。ス
クールソーシャルワーカーを
全校に配置し配置日数を増や
すこと。

　スクールカウンセラーについては、令和2年度に一部
小規模校を除く全校で年間280時間以上の配置を完了
し、スクールソーシャルワーカーについても全中学校区
及び定時制高校への配置を継続しております。
　また、令和6年度から、スクールカウンセラーは学び
の多様化学校及び大規模校等、スクールソーシャルワー
カーは学びの多様化学校への配置日数を拡充しておりま
す。
　今後も、国に対して継続的に配置のための財政措置を
要望してまいります。

227

227　学校、教育現場から体罰
を一掃すること。いじめ、暴
力、薬物乱用、学級崩壊の現
状を正確に把握し、困難な事
例については教育委員会とし
て学校への支援体制を強化す
ること。

　体罰については、研修を通じて教員の指導力向上を図
るなど、根絶に向け取り組んでおります。
　いじめ、暴力、学級崩壊等の教育課題の解決に向けて
は、いじめアンケートやクラスマネジメントシート等の
活用により、児童生徒の状況や学級の課題等を把握し、
適切な指導を徹底してまいります。
　また、全小・中・高等学校において、引き続き京都府
警察など関係機関と連携し、非行防止教室や薬物乱用防
止教室を実施してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・いじめ対策、不登校児童生徒支援、学校での教
育・生活相談の充実

616,482

（うち、校内サポートルーム整備推進など不登校児
童生徒への支援強化【新規】）

121,300

（うち、学生ボランティアの配置） 888

・教育相談総合センター運営 52,776

（うち、ふれあいの杜） 13,124

― ―

230

230　総合支援学校高等部職業
科は入学希望者全員を受け入
れること。高等部卒業後の発
達・進路を保障すること。

　総合支援学校高等部職業学科の定員については、順次
拡大しており、令和6年度定員は開設当時の約2倍（92名
/学年）となっております。
　卒業後の進路保障については、企業就労、就労移行支
援事業所・就労支援A型・B型事業所への福祉就労、進学
など、経済界や労働・福祉機関と連携して取り組んでお
ります。
　今後も、学校、PTA、企業、労働・福祉関係機関等と
連携し、進路開拓やアフターケア等の取組を進めてまい
ります。

229

229　学校の中に不登校及びそ
の傾向のある児童・生徒がい
つでも行ける居場所を確保
し、教職員を配置すること。
ふれあいの杜を増設するこ
と。

　いわゆる別室登校が必要な児童生徒については、学生
ボランティア「学びのパートナー」の派遣等の活用に加
え、令和6年度は別室で見守りや学習支援を担当する
「子ども支援コーディネーター」の18名増員や教室に入
りづらい児童生徒が安心して過ごせる「校内サポート
ルーム」の整備推進、ふれあいの杜における市有施設の
会議室等を週1回程度借用したサテライト教室の設置を
行うなど、引き続き、学校内外における多様な選択肢の
確保に取り組んでまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・障害のある幼児・児童・生徒の教育の推進 901,224

（うち、総合育成支援員配置） 275,153

（うち、通級指導教室の設置拡大） 8,547

232

232　発達障害など支援の必要
な児童・生徒にきめ細やかな
対応ができるよう教員を増や
すこと。ＬＤ等通級指導教室
をすべての小中学校に設置す
ること。

　発達障害等支援の必要な児童生徒への指導・支援のた
め、小・中・総合支援学校では、国から配当された教員
定数の活用により加配や非常勤講師を配置しており、幼
稚園では、本市独自予算により非常勤講師を配置してお
ります。
　また、普通学級に在籍する発達障害等の児童生徒への
支援のため、総合育成支援員を配置が必要な全学校園に
配置しております。
　LD等通級指導教室については、政令指定都市上位の設
置率（令和5年度48.7％）ではありますが、引き続き、
設置拡大に努めてまいります。

231

231　育成学級の編成基準につ
いては、通常学級の複式編成
と同様に、児童生徒の発達段
階の差を加味して２学年以内
で編成すること。専門的知識
のある正規の職員を配置する
こと。

　育成学級については、平成9年度から、対象児童・生
徒が1名の場合であっても、地域の小中学校に学級を設
置してきたところです。また、国からの配当教員定数を
活用した難聴学級等での柔軟な学級編制や、支援が必要
な児童・生徒の状況に応じた非常勤講師の配置、総合育
成支援教育ボランティアの活用など、市独自の措置や工
夫も行っておりますが、限られた財源の中、更なる改善
は困難です。
　今後とも、障害のある児童・生徒の教育の場の充実に
つながる定数改善を、国に強く要望してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・教職員の資質能力向上と魅力発信・働き方改革推
進

1,118,364

（うち、教育実践功績表彰） 1,576

・食育の充実 132,414

（うち、独自予算による栄養教諭の配置） 35,000

233

233　「教員評価にもとづく給
与査定」はやめること。教育
実践功労表彰等はやめるこ
と。指導力判定委員会、資質
判定委員会は廃止すること。

　教員評価に基づく給与査定については、平成28年4月
に地方公務員法が改正され、人事評価を任用・給与など
の人事管理の基礎として活用することが、より一層強く
求められております。
　教育実践功績表彰等については、教職員の意欲と情熱
溢れる取組を表彰することでその意欲を喚起しておりま
す。
　指導力・資質判定委員会については、市民から信頼さ
れる学校教育の実現のため、法令に基づき、保護者や専
門家の意見を聴取し、指導改善及び分限処分に関する認
定を行っております。今後もこうした制度等を適切に運
用してまいります。

234

234　食育充実に向けて、栄養
教諭は複数校兼務ではなく、
１校１名の配置を行うこと。
学校給食の地域区分数を増や
し、府内産も含めて地消地産
を進め、有機農産物の採用
等、安全な学校給食を実施す
ること。給食のパンや食材の
小麦は国産の使用を拡大する
こと。

　栄養教諭は、国の定数では全校配置できない中、平成
29年度以降、本市独自予算を活用し全小学校へ配置（複
数校勤務）しておりますが、今後も、国に定数改善を要
望してまいります。
　小学校給食では府内産米・京北産米の提供や、京野菜
を献立に取り入れること等により地産地消を進めてお
り、また添加物を極力使用しない献立作成や衛生管理の
徹底など、安全な給食の実施に努めてまいります。
　小麦については、国産小麦の収穫量が少ないため、国
の検査及び市独自の検査により安全性を確認した外国産
の小麦を使用しつつ、国産小麦100％のパンの提供を順
次拡大しており、令和6年度は9回の使用を予定しており
ます。
　なお、地域区分数の増加については、一日あたりの各
食材の調達数の減少によるコスト増が懸念されることか
ら、物資を安定的かつ安価に調達できるよう、4ブロッ
ク制で実施しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・健康教育の充実、子どもの体力向上推進 315,973

（うち、部活動指導員の配置） 175,000

― ―

236

236　校則については、各学校
のホームページに公開するこ
と。「子どもの権利条約」の
立場から見直すこと。

　校則については、市立中学校・高等学校の全校と、職
業科のある総合支援学校において、現行の校則を各校
ホームページにて掲載しております。
　各校では「生徒指導提要」の指導方針や、「子どもの
権利条約」の原則に基づき、児童生徒が自分ごととして
校則の意味を考えるとともに、生徒会活動等を通して主
体的に見直しを進めており、引き続き社会的自立に向け
た子どもたちの成長を支援する学校づくりに努めてまい
ります。

235

235　「中学校運動部活動ガイ
ドライン」「小学校運動部活
動等ガイドライン」にもとづ
く実施状況を検証し、部活動
指導員の活用と科学的知見・
教育の条理をふまえた指導を
重視すること。部活動の成績
を人事評価に反映しないこ
と。保護者、児童生徒の声を
聞くこと。

　各校において、部活動ガイドラインの下、平日及び土
日のどちらかを含めた週2日以上休養日を設定するな
ど、適切な部活動運営が行われていると認識しておりま
すが、引き続き、各校の状況を把握、検証し、部活動が
子どもたちにとっても指導者にとっても、より安全で充
実した活動となるよう、部活動指導員を活用しながら、
ガイドラインの遵守を徹底してまいります。
　部活動を含む勤務時間外の活動は人事評価の対象外で
すが、他の教職員への啓発や、子どもたちの学力や規範
意識の向上など、学校全体に教育的効果をもたらした場
合等は、一連の活動として評価することもあると考えて
おります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・修学旅行指導費（小中） 911

・教育委員会所管施設の耐震化推進 16,006

（うち、元細野小学校体育館耐震化） 16,006

・閉校施設の維持・管理 6,671

238

238　元小学校・中学校につい
ては、トイレ等の改修、耐震
改修を行い、炊き出しに効果
のある給食施設建設等、地域
の避難場所等地元活用施設と
して維持・管理を行うこと。

　避難所等に指定されている閉校施設の体育館・講堂に
ついては、今後の跡地活用の状況等を十分に見極めると
ともに、防災関連部署とも連携しながら、個々の施設の
利用状況や老朽化度合い等を踏まえ、修繕や耐震化等を
行うなど適切な維持・管理に努めてまいります。

237
237　義務教育に係る副教材や
修学旅行費等は無償とするこ
と。

　副教材等は、保護者負担軽減の観点から、必要性や効
果を十分精査しながら教材費等の予算確保に努めてお
り、今後とも、保護者負担の軽減に努めてまいります。
　修学旅行費等は、要保護及び準要保護児童生徒には全
額を補助しており、総合育成支援教育就学奨励費対象の
児童生徒についても半額を補助しておりますが、全ての
小中学生の修学旅行費等無償化には多額の経費がかか
り、国の財政措置がない中、公費負担は困難でありま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

239

239　憲法に保障された内心の
自由を侵す「日の丸」「君が
代」の押しつけ、教職員への
「職務命令」による指導の強
制は行わないこと。道徳教育
によって、特定の「徳目」の
押しつけや内心の評価をしな
いこと。

　国旗・国歌については、児童生徒が日本人としての自
覚と国際社会の一員としての資質を高めるとともに、我
が国や他国の国旗・国歌を尊重する態度の育成を趣旨と
する学習指導要領に基づき、指導の徹底を図っておりま
す。
  道徳教育については、道徳科を中心に児童生徒が「考
え、議論する」道徳教育を展開しております。また、評
価は、児童生徒の成長を認め、励ます個人内評価を記述
で表すこととしており、引き続き、よりよく生きるため
の基盤となる道徳性を養うため、家庭・地域と連携した
本市ならではの道徳教育を展開してまいります。

240

７　青年がいきいきと住み続
けられる京都市を
☆240　市立芸術大学につい
て、学費減免・納付猶予にと
どまらず入学金や授業料の引
き下げに取り組むこと。学生
の練習場・制作活動・自主的
発表のための施設提供を無償
で行うこと。球技のできる野
外グランドや部活動のＢＯＸ
について、市の責任で確保す
ること。

　授業料等については、国立大学に準じており今後も国
の動向を注視しながら設定してまいります。
　新キャンパスは、延床面積を約1.7倍に増加し、美術
学部では大型の作品制作や展示にも対応できる天井の高
さや面積を確保、音楽学部では練習室を増設するなど、
学びの場を充実させております。
　本格的な球技活動については、美術教育後援会からの
補助金を活用して学外のグラウンドで実施されることと
なっております。また、並行して代替グラウンドの確保
についても、関係各所と協議を進めているところです。
　クラブボックスについては、従来よりも広いスペース
を確保し柔軟に活用できるよう学生が自由に区切って利
用できる設えとしております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・ふるさと納税を活用した大学における地域連携等
推進事業

114,450

・●地域企業応援プロジェクト 65,900

（うち、・就職氷河期世代活躍支援事業） 15,000

　学生への経済的支援については、修学に係る経済的負
担軽減策の充実等を国に対して繰り返し要望するととも
に、本市独自の取組として、大学との協働により集めた
ふるさと納税寄付金の一部を活用し、学生に最も身近な
存在である大学・短期大学が実施する学生支援等に要す
る経費を助成しております。
　また、既卒者の奨学金返済の助成制度については、本
市と京都府、労働者団体、経済団体との協議に基づき、
平成29年度に創設し、オール京都の取組として、事業の
活用促進に努めております。
　奨学金への利子補給制度については、日本学生支援機
構において、在学期間中は無利子とするとともに、返還
開始後の期間は、上限が年3％を超えないよう、国にお
いて、利子補給金が措置されております。
　引き続き、国に要望を行うとともに、関係機関等と連
携を図り、必要な取組を進めてまいります。

242

242　京都市に関わる機関や団
体等において、非正規労働者
の正規雇用化をすすめるこ
と。市内各企業にも同様の趣
旨を呼びかけること。

　本市の外郭団体等においては、それぞれの団体の実情
に応じて、一般職員との適切な役割分担を踏まえ、非正
規職員の活用を図っているものであり、今後も適切に任
用・配置されるものと認識しております。
　また、京都市長、京都労働局長、京都府知事の連名
で、経済団体に対し、「非正規雇用労働者の待遇改善な
ど質の高い安定雇用の拡大」等について、令和5年12月
に要請しております。
　さらに、わかもの就職支援センター内の京都市就職氷
河期世代活躍支援コーナーでは、就職相談や地域企業と
のマッチングを行うなど、就労支援を実施しておりま
す。
　引き続き、国や京都府等と連携しながら正規雇用の拡
大に向けて取り組んでまいります。

241

241　経済的な理由で学業を続
けられなくなる大学生等を生
まず、安心して学べる環境の
ために以下の対策をはかるこ
と。
・国に対し高等教育無償化の
実現を求めるとともに、市独
自の給付制奨学金制度を創設
すること。
・大学支援にとどまらず、学
生への直接支援の制度を創設
すること。
・既卒者の奨学金返済の助
成・免除制度をつくること。
・奨学金への利子補給制度を
作ること。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●京都中小企業担い手確保・定着支援事業 75,705

243
(1)

243　違法な働き方を根絶し、
ジェンダー平等の推進によっ
て、若者が安心して就労でき
るよう以下の方策を採るこ
と。
・学生の実態調査を行い、市
として独自に雇用創出に取り
組むこと。
・市内から労働法規違反の事
業所をなくすよう、労働局・
府との連携を強化し、悪質企
業名の公表など実効ある手立
てを尽くすこと。
・就職活動におけるハラスメ
ント対策を強化すること。

　学生の実態については、わかもの就職支援センターに
おいて、日頃の相談対応等を通じて、実態把握に努めて
います。
　労働基準法などの労働関係法令の規定に違反する企業
への対応については、国から是正勧告を受けたり、公表
されたりした場合に、ハローワークにおいて新卒求人は
受け付けないこととするなどの対策を行っており、引き
続き、国等と連携し、実効ある対策を講じてまいりま
す。
　また、就職活動におけるセクハラ対策については、令
和5年6月に「就職活動におけるハラスメントの防止対策
の強化」について国へ要望したほか、同年12月には経済
団体へ対策の徹底を要請しております。
　引き続き、国へ働き掛けていくとともに、経済団体等
とも連携し、事業者や求職者に積極的に周知・啓発を推
進してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●京都中小企業担い手確保・定着支援事業 75,705

― ―

244

244　大学のまち京都として、
地下鉄定期券割引率を政令市
平均まで引き上げること。高
校生の定期券割引率も引き上
げること。

　地下鉄事業は、多額の有利子負債を抱える厳しい経営
状況の中、新型コロナウイルス感染症の影響による運賃
収入の大幅な減少で収支が悪化しました。
　更なる経営努力を前提として運賃改定を回避した一方
で、令和5年度においては、回復基調が高まりつつある
ものの、コロナ禍前と比較すると依然として厳しい状況
が続いており、事業収入の根幹となる定期運賃の引き下
げを行うことは困難です。

243
(2)

・京都市として独自にアルバ
イトや非正規労働者の実態調
査を行い、身近な相談窓口・
対策室などを充実させるこ
と。
・高校生・専門学校生・大学
生に対して、労働局・府・教
育機関と連携し、労働法の教
育を行うこと。特に大学・専
門学校の新入生に対して、労
働法についてのガイダンスを
行うよう大学・専門学校に申
し入れること。
・「わかもの就職支援セン
ター」の周知と機能の強化、
体制の充実を進めること。
・違法な働かせ方や雇止めが
横行している青年・学生アル
バイトへの対策を抜本的に強
化すること。

　労働法教育については、学生向けセミナーや啓発動画
の配信等を実施しております。
　わかもの就職支援センターの強化については、行財政
改革計画に掲げる「京都の大学の新卒者等の市内企業就
職に向けた施策の充実」を実践する取組の一環として取
り組んでまいります。
　いわゆるブラックバイト対策については、本市、京都
府、京都労働局で構成する京都ブラックバイト対策協議
会において、周知啓発、実態調査、法律に基づく調査、
監督指導を行うなど、各機関が役割を果たしながら取り
組んでおり、今後も根絶に向け取り組んでまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

・青少年育成の推進 307,260

（うち、青少年活動センター運営） 306,760

246　若い世帯や青年労働者な
どへの家賃補助制度を創設す
ること。

　家賃補助制度については、財政的な負担が大きいう
え、必ずしも若者・子育て世帯の移住の誘因や定住の決
め手とは言えず、慎重な検討が必要だと考えています。
　本市では、若者・子育て世帯の定住促進に向け、若
者・子育て世帯の手に届きやすい住宅の供給を進めるた
め、既存住宅の魅力の向上を進めることで、選択の幅を
広げてもらえるよう、今後も取り組んでまいります。

245

245　京都府就労・奨学金返済
一体型支援事業へ京都市とし
ても独自の上乗せをするこ
と。返済補助制度をつくるこ
と。

　京都府就労・奨学金返済一体型支援事業は、京都市、
京都府及び京都労働局の行政機関、経済団体、労働者団
体で構成される「京都労働経済活力会議」での協議を踏
まえ、平成29年度に京都府が創設しております。
　今後も、関係機関等と連携を図り、各種制度の活用促
進を含め、必要な取組を進めてまいります。

247
247　青少年活動センターを全
行政区・支所単位に設置する
こと。

　青少年活動センターについては、市内7か所に設置し
ており、現時点で新たに設置する考えはありませんが、
今後も各青少年活動センター相互の連携を図るととも
に、市内各所においてアウトリーチ手法を活用した事業
を実施するなど、全市の青少年の自主的な活動を支援し
てまいります。

246
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・京都・文化ファンドレイジング戦略推進事業 184,800

248

８　文化・芸術、市民活動の
振興、スポーツ環境整備の拡
充を
248　京都の文化芸術の灯を消
さないため、以下の点に取り
組むこと。
・個人・フリーランスをはじ
め、国の制度の対象外となっ
ている文化芸術関係者に対し
て、京都市が独自に支援する
こと。
・「Arts Aid KYOTO～京都市
連携・協働型文化芸術支援制
度」は、文化芸術関係者自ら
が資金を集める仕組みを改
め、直接支援の制度とし、予
算規模も拡大すること。審査
内容を公開すること。
・コロナ対策等のため、自主
的に催しの収容人数等を制
限、または中止する場合の支
援を行うこと。
・減収状況や必要な支援策な
ど、文化芸術関係者へのヒア
リングや実態調査を行い、京
都市の文化政策に反映させる
こと。

　文化芸術活動の継続・再開を支えるため、総合相談窓
口の継続設置によって文化芸術関係者の状況を把握し、
引き続き寄り添った対応を行ってまいります。また、ふ
るさと納税寄付金など民間資金を獲得し、文化芸術事業
実施者に補助金を交付するArts Aid KYOTOについては、
文化芸術関係者自らの支援獲得の意向に合わせ、事業認
定型・通常支援型の制度を運用するとともに、その審査
についても適切に行ってまいります。そのうえで、令和
5年5月に開設した寄付受付サイト「Kyoto Art
Donation」を活用し、包括的な資金調達モデルの形成を
推進するなど、引き続き持続可能な文化芸術の振興を
図ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・美術館運営 1,133,920

249
(1)

249　京都市美術館の運営にあ
たっては、以下の項目に留意
すること。
・直営を堅持し、指定管理者
制度は導入しないこと。
・公営美術館として、企業の
利益を優先する運営はおこな
わないこと。学芸員は直営の
正規職員を増やすこと。
・運営にあたっては、公募団
体を含めた運営協議会（仮
称）を設置し、専門家や美術
団体の意見を聞いて反映させ
ること。
・入館料及び使用料は値下げ
すること。公募展及び教育関
係の展覧会の使用料には、減
免制度を設けること。会議室
等を安く使えるようにするこ
と。
・付属棟を変更したレストラ
ン設置計画を見直し、安価で
市民が使いやすい展示スペー
スとして活用すること。

　美術館の運営については、引き続き、直営の学芸体制
を中心に民間事業者のノウハウを活かしながら、様々な
メリット・デメリットを分析し、より効率的・効果的な
方法について、幅広く検討してまいります。
　運営に当たっては、美術団体の所属の作家をはじめ、
学識経験者等で構成する美術館協議会において、審議い
ただいております。
　料金については他都市類似施設との均衡、受益者負担
率を踏まえつつ、教育機関は割増適用外とするなど、適
正に設定しており、値下げや減免制度を幅広く適用する
考えはありません。
　付属棟については、レストランを美術館再整備基本計
画においても必要な施設と位置付けております。また、
展示スペースとして整備するには、展示環境として必要
な空調・照明や搬出入の設備など、大幅な改修を行う必
要があるため困難です。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・ロームシアター京都（京都会館）運営 357,343

250

250　京都会館の利用料を値下
げすること。館内環境につい
ては、文化芸術関係者の意見
を聞き改善すること。

　ロームシアター京都の利用料金については、受益者負
担率を踏まえつつ適正に設定しており、値下げを行う考
えはありません。
　また、館内環境については、引き続き、アンケート等
により、利用された方々から意見を聴取し、快適な館内
環境の維持、改善に努めてまいります。

249
(2)

☆・「京都市美術館友の会」
制度を復活させること。

　京都市美術館友の会は、再整備によるリニューアル
オープンにあわせて令和2年に「京都市京セラ美術館メ
ンバーシップ」に制度を移行し、会員への特典等の更な
る充実を図っております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・子どもたちが文化芸術に触れる機会の創出 25,500

・交響楽団運営 890,000

251
(2)

・京都コンサートホールでの
「子どもたちのための音楽鑑
賞教室」に加え、京都市交響
楽団員による小中学校への巡
回演奏もおこなうこと。

　本市では、小学生のための音楽鑑賞教室、中学生のた
めのオーケストラ入門教室に加え、市内5箇所の文化会
館において、京都市交響楽団の生の演奏を、通常の演奏
会に比べ低料金で身近に触れられる「みんなのコンサー
ト」などの事業を実施しております。引き続き、SNSを
通じた情報発信など、子どもはもとより、より多くの市
民に京都市交響楽団の音楽を届けられるよう取組を進め
てまいります。

251
(1)

251　音楽、ダンス、演劇、伝
統芸能などに、市民が日常的
に親しめるよう、以下の点に
取り組むこと。
・京都市が主催する文化事業
の鑑賞料金は、さらに低く
し、子どもの料金は無料とす
ること。
・子ども舞台芸術鑑賞支援事
業等は、身近に舞台芸術にふ
れられるよう、また、文化芸
術関係者の仕事創出につなが
るよう、京都の音楽・ダン
ス・演劇・伝統芸能関係者等
と連携し進めること。

　ロームシアター京都において、毎年、夏休み期間中に
「プレイ！シアター」を開催し、子どもを対象とした、
無料で楽しめるコンサートやワークショップ等を実施し
ており、文化会館において、京都市交響楽団の生の演奏
を通常の演奏会に比べ低料金で身近に触れられる「みん
なのコンサート」を実施しております。
　更には、「伝統公演授業（ようこそ和の空間）」で
は、伝統芸能の魅力に触れる機会を、「文化芸術授業
（ようこそアーティスト）」では、音楽、ダンス、演
劇、伝統芸能など幅広い分野の文化芸術に親しむ機会を
創出しております。また、子どもや親子等で楽しめる
アート情報を掲載する子ども向けアート情報の総合サイ
トを開設し、市民が気軽に文化芸術に親しめるよう、積
極的な情報発信に取り組むなど、引き続き、子どもをは
じめ、より多くの市民が、身近に文化芸術に親しめるよ
う取り組んでまいります。

157



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・スポーツ情報提供システム運営費 29,672

・●スポーツ施設等整備 1,934,222

（うち、・球技場等運動施設整備事業（宝が池公園
運動施設球技場改修・アーバンスポーツパーク整
備））

1,303,991

252

252　球技やスケートボードを
はじめ、市民が予約不要で気
軽に利用できるスポーツ施
設・公園を増やし充実を図る
こと。全行政区に地域体育館
を設置すること。

　本市では、地域体育館13箇所のほか、体育館、グラウ
ンド、テニスコート、プールなど計41箇所のスポーツ施
設を有しております。
　ほぼ全ての施設が「京都府・市町村共同公共施設案内
予約システム」によるインターネットでの予約が可能と
なっており、気軽に御利用いただける環境も整えており
ます。
　また、令和4年度からは寄付金を財源とし、宝が池公
園運動施設球技場及び下鳥羽公園球技場の改修や、宝が
池公園運動施設におけるスケートボードをはじめとする
アーバンスポーツ対応施設の新設にも取り組んでおりま
す。今後も民間活力を導入しながら、利用環境の充実・
向上に努めてまいります。

251
(3)

・市の文化施設のバリアフ
リー化、多機能トイレの設置
を急ぐこと。
・地域文化会館を全行政区に
設置すること。文化芸術活性
化パートナーシップ事業の団
体を増やし、市民の鑑賞機会
と鑑賞施設を増やすこと。民
間文化施設への補助制度をつ
くり、市民が低料金で使える
ようにすること。

　施設のバリアフリー化、多目的トイレの設置について
は、老朽化に伴う機能低下への確実な対応も含めた修繕
全体の中で、優先順位を検討して進めてまいります。
　また、文化会館における文化芸術活性化パートナー
シップ事業や、市民が低料金や無料で参加できる文化事
業については、引き続き実施してまいります。
　なお、新たな文化会館の開設や、民間文化施設に対す
る補助制度の創設については、困難と考えております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●スポーツ施設等整備 1,934,222

・●スポーツ施設等整備 1,934,222

（うち、●水垂運動公園（仮称）整備） 20,000

（うち、●横大路運動公園の園路整備（区画整理事
業）)

6,060

254

254　横大路運動公園の再整
備、水垂運動公園の整備にあ
たって、ＰＦＩ手法ではな
く、京都市直営で早期に整
備・管理・運営を行うこと。
・当面、屋外トイレの改修に
ついては、再整備を待たず早
急に行うこと。
・体育館の改修や設備機器の
充実についても計画を作るこ
と。

　いずれも多額の経費を要することから、横大路運動公
園については府市協調による再整備、水垂運動公園（仮
称）についてはPFIによる整備など、本市負担をできる
だけ抑えられる手法を想定しております。整備時期につ
いては、本市の財政状況や国・府補助の見通しなどを踏
まえ、今後検討してまいります。
　なお、横大路運動公園の屋外トイレの改修は、再整備
の中で対応を行う予定です。
　一方で、体育館については部分的改修や設備機器の更
新等が必要なため、今後も指定管理者と連携し、必要な
対応を行ってまいります。

253

253　スポーツ施設の改修や設
備・機器類の充実、人員体
制、市民から寄せられる相
談・要望については、指定管
理業者任せにせず、市が責任
を持って対応すること。地域
体育館の管理事務所等には施
設ごとに複数の人員を常駐さ
せること。バリアフリー化と
多機能トイレの設置を急ぐこ
と。

　スポーツ施設においては、立地条件等の実情やそれぞ
れの施設が持つ特色を踏まえた運営を行っております。
管理運営や維持修繕、市民から寄せられる要望や相談等
については、指定管理者と情報共有するだけでなく、本
市も自ら状況の把握に努めております。今後も指定管理
者と連携し、責任を持った対応を行ってまいります。
　また、バリアフリー化等については既存施設の老朽化
対策等と併せて、今後も予算の範囲内で対応を進めてま
いります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

255
(2)

「京都市キャンパス文化パー
トナー制度」については、ス
ポーツ施設などにも利用を拡
大するとともに、京都市美術
館の企画展も対象とするこ
と。

　「京都市キャンパス文化パートナーズ制度」は、学生
に京都が有する多彩な文化芸術に触れる機会を提供し、
学生の文化芸術に対する理解を深めることを目的として
います。
　行財政改革において適正な受益者負担を求める中、対
象施設の拡充は難しい状況ではありますが、引き続き、
制度の充実に向けて、文化施設等に対し、学生が施設を
利用する際の特典について協力を求めるとともに、（公
財）大学コンソーシアム京都等と連携し、学生への制度
周知に取り組んでまいります。

255
(1)

255　文化・スポーツ施設の利
用料を引き下げること。高校
生・専門学校生を含む青年や
高齢者の割引制度を導入し拡
充すること。

　施設の利用料については、行財政改革計画で掲げる受
益者負担適正化の観点から、運営コストの削減や稼働率
向上等に取り組んだうえで、それでもなお、あるべき受
益者負担との間に乖離が生じる施設について、利用料の
改定を行ったところです。
　利用料の改定に当たっては、令和4年2月市会において
関連議案を提案し、御議決いただいており、利用料の引
き下げを行う考えはありません。
　なお、一部施設においては、中学生以下の子ども、障
害者及び高齢者料金の減免を継続して実施しておりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・集会所新築等補助金 12,000

― ―

257

９　環境対策とごみ減量推進
を
257　あらゆる焼却灰溶融施設
の検討を中止すること。

  焼却灰溶融施設は、全国で200施設余りが整備され、
政令市においても10以上の施設が稼働し、新たな施設も
整備されるなど、溶融技術は確立されたものです。最終
処分場の埋立量削減等を図る延命策について、考えられ
る様々な延命策を比較検討した場合、溶融技術の活用は
優れた延命効果が得られると評価されており、東部山間
埋立処分地の延命策の選択肢の一つであると考えており
ます。
　今後も、ごみ減量・資源循環の取組を着実に推進する
とともに、平成27年1月の京都市廃棄物減量等推進審議
会からの答申を踏まえ、技術の進展を踏まえた効果的な
延命策を検討・実施してまいります。

256

256　学区ごとに、市民が無料
または低料金で気軽に使える
集会所・公民館をつくるこ
と。区役所の会議室等も市民
に広く開放すること。

　集会所は、地域における重要な役割を担う施設である
ことから、住民福祉の向上及び地域社会の活性化を図る
ことを目的として、自治会・町内会が行う集会所の新築
や増改築・修繕に要する費用の一部を補助してきたとこ
ろです。予算上の制約はありますが、今後も、自治会等
の地域からの要望に基づき、自主的な地域活動の一助と
なるよう支援してまいります。
　また、区役所・支所の会議室については、各区役所・
支所が定める要綱において、利用対象者や利用時間など
の条件を定め、各区役所・支所において使用承認してお
ります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・２Ｒと分別・リサイクルの促進 51,247

（うち、使い捨てプラスチック削減推進事業） 5,800

258
(2)

・特定レジ袋を廃止するこ
と。

　特定レジ袋については、省令において有料化義務化の
対象外とされている趣旨を踏まえ、本市においても有料
化を義務とはせず、条例で特定レジ袋を配布する事業者
に対し、有料化又はレジ袋の無償配布を抑制する取組に
努めるよう求めています。引き続き、事業者への周知・
啓発に努めるとともに、レジ袋削減につながるマイバッ
グの利用を促進してまいります。

258
(1)

258　ごみゼロ社会をめざすこ
とを宣言し、以下の内容に取
り組むこと。
・ＯＥＣＤが提唱する拡大生
産者責任（ＥＰＲ）及びデポ
ジット制度について、国に対
して早期導入を図るよう引き
続き要望すること。他都市、
業者、住民団体と協同して京
都市主導のモデル事業を実施
すること。

　拡大生産者責任（EPR）をより重視した経費負担の枠
組みづくりについては、市独自での要望に加え、全国都
市清掃会議、全国市長会等を通じて、国に対し要望を
行っております。また、デポジット制度は地域単位での
実施ではなく、全国的な制度として実施するよう、全国
都市清掃会議、全国市長会等を通じて国に要望している
ところであり、引き続き、国への働きかけを継続してま
いります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●資源物の分別・リサイクルの推進 144,520

（うち、資源物回収拠点の設置） 117,010

― ―

258
(4)

・「燃やすごみ」袋代を値下
げすること。「資源ごみ」の
指定袋制度を廃止すること。

　有料指定袋制は、家庭ごみの減量促進と費用負担公平
化の目的で導入しております。資源ごみについても、そ
の発生抑制のため、同制度を導入しており、分別・リサ
イクルを促進する観点から、価格を燃やすごみの半額に
設定しております。
　市民の御理解と御協力により、家庭からのごみ量は、
導入前と比較して30％削減できました。埋立処分地を少
しでも長く使用していくためには、「京・資源めぐるプ
ラン」の下、ごみ減量に引き続き取り組む必要があり、
家庭ごみの減量に大きな効果をあげている有料指定袋の
価格の引き下げ等は適切でないと考えております。

258
(3)

・かん・びん・ペットボトル
の混合収集を改め、分別品目
を拡大すること。電池など全
地下鉄駅で拠点回収実施する
こと。

　缶・びん・ペットボトルの収集については、三種類を
別々に収集することに比べて、収集運搬が効率的で、大
幅な低コスト化や収集運搬により発生する排ガス等の環
境負荷の低減を図れること、また、市民の分別の取組に
過度な負担をかけないことなどから、合わせて収集して
いるものです。
　電池については、まち美化事務所等の行政施設や児童
館等に加え、地下鉄駅（隣接する施設を含む）にも回収
拠点を設置しているほか、地域の回収協力店（電気店
等）等でも回収を実施しております。また、令和2年度
からは移動式拠点回収による回収機会を拡充しておりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

・大岩山街道周辺地域対策 4,957

（うち、岡田山撤去関連事業） 4,804

259

259　岡田山については全量撤
去を行うこと。市の責任で民
間事業者の整備計画を見直
し、岡田山及び周辺の環境調
査を常時行い公開させるこ
と。引き続き、鎮守池周辺の
不法投棄対策、環境の再生に
とりくむこと。

　岡田山撤去事業については、事業者が決定した撤去計
画に基づき、安全かつ適正に実施されるよう、引き続
き、事業者への指導・監督を行うとともに、周辺地域の
生活環境保全の観点から、環境調査の実施及び結果の公
表を行ってまいります。
　鎮守池周辺の不法投棄対策としては、本市職員等によ
る監視パトロールなどを実施し、不法投棄の未然防止・
早期発見に努めております。

258
(6)

☆・生ゴミの堆肥化を推進す
ること。

　生ごみについては、約4割を占める食品ロスを中心に
発生抑制に取り組み、それでも発生する調理くず等の生
ごみを削減するため、引き続き、ごみとして出す前に水
を切る「水キリ」やコンポストによる堆肥化など、周知
啓発を行ってまいります。また、事業者に対しては、生
ごみの分別や自社での処理、食品リサイクル施設での飼
料化や堆肥化の取組を、引き続き、呼び掛けてまいりま
す。

258
(5)

「財源活用事業」をやめるこ
と。

　家庭ごみ有料指定袋制による有料化財源については、
京都市廃棄物減量等推進審議会からの答申や市民の御意
見を踏まえ、「ごみ減量・リサイクルの推進」、「まち
の美化の推進」及び「地球温暖化対策」の三つの分野の
事業に活用しており、今後とも、活用事業の点検、見直
しを行うとともに、「見える化」を推進することで、市
民に効果を実感していただけるよう、有効に活用してま
いります。

164



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・次期都市計画マスタープラン策定 6,900

10　安心して住み続けられる
まちづくりを
261　「新景観政策」を壊す大
企業呼び込み型規制緩和・開
発はやめること。
・都市再生緊急整備地域は、
地域指定を解除すること。
・高さ・容積率の規制緩和を
やめること。

　本市では現在、京都駅周辺及び京都南部油小路通沿道
で都市再生緊急整備地域の指定を受け、まちづくりを進
めており、引き続き、都市計画マスタープランに掲げ
る、都市特性を踏まえた「持続可能な都市構造」の実現
に向け、それぞれの地域整備方針に基づき、戦略的な土
地利用の促進により、新たな都市活力の創出と地域の活
性化を図ってまいります。
　また、令和5年4月の都市計画の見直しは、「京都の景
観の守るべき骨格」を堅持しながら、地域ごとの特性を
踏まえた将来像を実現することで、京都市全体としての
発展を目指したものであり、これにより、多様な地域の
拠点の活性化や働く場の確保、若い世代をひきつける居
住環境の創出などを実現し、市域全体の持続性の確保を
図ってまいります。

260

260　醍醐陀羅谷の産廃処分場
計画は認可しないこと。
・近隣自治体とも連携し同地
域での産廃持ち込み、不法投
棄を許さないこと。
・市独自でのパトロール強
化、監視カメラの設置、河川
の水質調査を行うこと。

　本市に最終処分場の設置許可申請が行われる際には、
関係部署と連携を図ったうえで、廃棄物処理法に基づき
厳正に審査してまいります。
　また、同地域への産業廃棄物の持込みや不法投棄の防
止に向けては、本市独自のパトロールを継続するととも
に、近隣自治体とも連携して取り組んでまいります。

261
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・市所有史跡等管理 54,800

― ―

263

263　世界遺産を守るためバッ
ファゾーンにおけるホテルや
マンション建設等の規制を強
化すること。同地域での開発
計画が明らかになった場合に
は、世界遺産条約とその履行
のための作業指針にのっと
り、世界遺産委員会へ報告し
助言を求めること。

　世界遺産「古都京都の文化財」のバッファゾーンで
は、登録時から高度地区、風致地区等の景観規制を用い
て法的に保護することとしております。登録時以降も、
新景観政策や事前協議（景観デザインレビュー）制度な
ど景観規制を充実しており、世界遺産への影響が抑制さ
れております。
　作業指針に示された報告の主体は国であるため、顕著
な普遍的価値へ重大な影響が懸念される想定外の事態の
場合には、当該指針に則り、国と対応を協議いたしま
す。

262

262　史跡・文化財について
は、保護を第一とし、開発を
優先した現状変更等を行わな
いこと。

　国指定文化財については、現状変更に文化庁長官の許
可を要することから、本市はその窓口として、申請内容
が適切になるよう申請者と事前協議を行う役割を担って
おります。協議においては、これまでから京都府教育委
員会や文化庁と連携しながら、活用とのバランスに配慮
しつつ、保護を第一としております。市指定文化財につ
いても、これに準じた取扱いをしております。
　文化財の確実な継承があってこそ歴史都市・京都の魅
力向上が図られるものであり、今後もこの姿勢を堅持
し、文化財の保護を行ってまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

265

265　世界遺産仁和寺門前ホテ
ルおよび相国寺北門ホテル建
設計画の特例許可を撤回する
こと。

　建築基準法に基づく用途許可については、周辺の住居
の環境を害するおそれがないこと等の一定の条件の下
で、許可を受けることで建築が可能となるものであり、
法が予定する正当な判断手法の一つです。
　本件については、利害関係者からの意見の聴取及び建
築審査会の同意などの、法で定められた手続を実施のう
え、適正に許可を行ったものです。

264

264　「世界遺産『古都京都の
文化財』包括的保存管理計
画」を改定し、市民が意見を
述べられる市民参加の仕組み
を設けること。市独自で「世
界遺産保護条例（仮称）」を
制定すること。

　「世界遺産『古都京都の文化財』包括的保存管理計
画」策定の目的は、世界遺産を保全・継承するために機
能している既存の仕組みや体制を、国内外の方々に分か
りやすく説明することにあります。世界遺産の持続的保
全を確かなものとするため、文化庁の指導の下、宇治
市、大津市などの関係自治体と連携して令和5年3月に策
定し、同月文化庁からユネスコに提出されました。
　本計画は、既存の制度等の解説を主とする専門的・技
術的なものですが、分かりやすい概要版をホームページ
で公開し、市民の皆様に明らかにする等、適切に対応し
ており、条例の制定は考えておりません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

267

267　世界遺産である二条城の
第２駐車場を廃止し、元に戻
すこと。それまでの間は、周
辺住民との「協定書」を誠実
に履行すること。

　堀川通に面した二条城東側空間は、世界遺産・二条城
の正面玄関にふさわしい景観の創出と市民や来城者の安
全性の確保を目的とした整備を実施し、平成29年10月に
完了しました。駐車場については、縮小・再配置したも
のであり、その運用等に当たっては、引き続き、周辺住
民と締結した協定書を遵守するとともに、駐車場運営事
業者である京都市都市整備公社とともに、住民の御理解
を得られるよう、適切な運営を行ってまいります。

266

266　世界遺産下鴨神社とその
周辺の景観・環境を守るた
め、大型倉庫の建設を中止さ
せること。

　葵祭等の祭事に必要な祭礼道具を収める祭事庫につい
ては、景観法をはじめとする各法に基づく認定等を行っ
ており、今後、本市の規制に適合した整備が行われるこ
ととなっております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・「民泊」対策事業 75,987

・「民泊」対策事業 75,987

268
(2)

・木造住宅密集地、路地奥、
社会福祉施設周辺での立地を
規制すること。
・連棟における「民泊」「簡
易宿所」は認めないこと。
・近隣住民等から求められた
際の協定書を義務規定とする
こと。

　宿泊施設（連棟形状のものを含む。）は旅館業法又は
住宅宿泊事業法等の関係法令に違反しない限り事業は実
施可能であり、法令に反しないものを本市が恣意的に認
めないことはできません。
　また、協定書は、事業者と自治会等地域住民の間で、
信頼関係構築のため任意に締結される契約であり、義務
付けることはできません。事業者に対して真摯に対応す
るよう指導するなど、引き続き、地域住民と事業者の調
和の確保に向けた取組を進めてまいります。

268
(1)

268　住宅宿泊事業法に基づく
「民泊」、旅館業法に基づく
「ホテル・旅館」・「簡易宿
所」について、以下の内容を
含む条例改正を行うこと。
・全ての宿泊施設に管理者常
駐を義務づけること。

　本市では独自ルールにより、全ての宿泊施設におい
て、迷惑行為に対する苦情や緊急事態などに的確に対応
するため、人を宿泊させる間、営業者等が施設内又は直
ちに駆け付けることができる場所に駐在することを義務
付けております。
　引き続き、安全安心な施設運営がなされるよう、事業
者に対して本市独自ルールを遵守するよう指導を徹底し
てまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・「民泊」対策事業 75,987

270

270　旅館業・住宅宿泊事業
者、住民間の紛争を調整・調
停する制度を設けること。近
隣住民から要望がある場合に
は、市職員が説明会や話し合
いなどの場に立ち会うこと。

　本市は事業者からの許可申請等について基準に基づき
公正中立な立場で審査等を行う必要があり、加えて、事
業者と住民の間の話し合い等は私人間の問題であること
から、当事者間の民事的な手続きによって解決すべきも
のと考えております。
　地域住民の不安や具体的なお困りごとについては、本
市職員による対応のほか、本市では「民泊」に係る地域
住民の支援事業を行っており、紛争に至る前に、「民
泊」地域支援アドバイザーが専門的な知識やまちづくり
の経験を生かして、協定の締結など地域住民の主体的な
取組に対する助言等を行っており、引き続き取り組んで
まいります。

269

269　旅館業への用途変更に伴
う住宅改修は、面積にかかわ
らず建築確認申請を義務づ
け、完了検査も実施するこ
と。

　現行の建築基準法においては、用途変更のみの場合、
用途を変更する部分が200㎡以下のものに対して建築確
認申請の手続は不要であり、また、建築確認申請を要す
る用途変更に係る工事においては、工事を完了したとき
は、その旨を建築主事に届け出ることにより、完了検査
は要しないこととなっております。
　旅館業への用途変更に伴う住宅改修については、今後
も、関係部署と連携のうえ、適法に実施されるよう取り
組むとともに、違反が確知された場合は、厳正に対処し
てまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●空き家対策推進事業 155,241

（うち、・空き家活用促進のための支援事業） 19,857

（うち、・地域連携型空き家対策促進事業） 1,000

（うち、・法・条例に基づく指導、勧告、命令等の
適正管理対策）

31,884

（うち、・空き家の活用・流通促進に関する取組） 30,000

（うち、●空き家等の活用・流通補助【新規】） 72,500

・防災まちづくり推進事業 15,500

（うち、老朽木造建築物除却事業） 12,600

・住居確保給付金支給事業 122,254

272　低所得者に対して、民間
賃貸住宅の家賃補助制度を創
設すること。

　民間賃貸住宅における低所得世帯向けの家賃補助制度
としては、国において平成27年4月から住居確保給付金
が創設されており、令和2年度からは、要件が大きく緩
和され、離職・廃業だけでなく、休業等により収入が減
少した方まで対象が拡大されております。
　なお、民間賃貸住宅の入居者に対する新たな家賃補助
制度は、持続可能な取組にはならず、創設は考えており
ません。

271

271　危険家屋対策については
以下の内容を行うこと。
・老朽危険家屋・樹木等によ
る住環境阻害への対策を強め
ること。解決に向けて具体策
を講じる権限と人員を区役
所・支所に配置すること。
・市内全域を対象にした危険
家屋の老朽木造建築物除却事
業の対象範囲を広げること。

　本市では、令和5年12月に空家特措法が改正されたこ
とを踏まえ、所有者への周知広報や業者と連携した相談
などを強化し空き家の未然防止及び利活用を更に進めて
おります。
　引き続き、令和元年8月に取りまとめた「空き家の更
なる活用促進に向けた抜本的な空き家対策」に基づき、
放置空き家の発生・長期化の予防や空き家の活用・流通
をより一層促進させる取組を推進してまいります。
　推進に当たっては、区役所・支所にも通報窓口を設け
たうえで、調査・指導については専門的な知識を有する
都市計画局が実施することで、効率的に取り組んでおり
ます。
　また、「老朽木造建築物除却事業」は、まちをより安
全にすることを目的に、主に密集市街地などにある災害
時に危険な細街路に面する建物を対象に、引き続き実施
してまいります。

272
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

273
(2)

・「改良住宅」については、
公営住宅と同じ位置づけで管
理戸数を減らさないこと。

　改良住宅については、住宅地区改良事業により住宅を
失う方のための住居として建設したものであるため、団
地再生事業等においては、現在の入居者が、引き続き住
み続けていただける住戸数を確実に確保することとして
おり、それ以上に増やすことは考えておりません。

273
(1)

273　市営住宅については、憲
法に基づく「人権としての住
まい」に対する自治体の責任
を果たし、以下の改善を行う
こと。
・不足している市内中心部は
じめ、市営住宅の新規建設を
行うこと。
・京町家を含め、民間が所有
する空き家を市営住宅として
も活用すること。

　市営住宅の入居世帯数は年々減少しており、また、公
募しても入居に至らない住戸があり、全体として市営住
宅に対する住宅確保要配慮者のニーズは一定充足してい
るものと考えております。
　引き続き、令和3年9月に策定した「住宅マスタープラ
ン」及び「市営住宅ストック総合活用指針」に基づき、
市営住宅の入居実態や需要等に合わせた管理戸数や供給
戸数の適正化を図ってまいります。
　今後も、公民が連携し、それぞれの役割を果たしなが
ら重層的なセーフティネットの構築を目指してまいりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・市営住宅住環境整備事業 5,898,704

・市営住宅管理運営 4,289,308

273
(4)

・エレベーター設置を早急に
すすめること。その際、入居
者の負担増にならないように
すること。
・遅れている市営住宅の耐震
改修については早急にすすめ
ること。
・畳、浴室の折り戸への改
修・取り替え、シャワー設置
を全額市の負担で進めるこ
と。

　「市営住宅ストック総合活用指針」に基づき、団地再
生事業と住替え事業を中心に、耐震性の確保と浴室の設
置を最優先に推進しております。
　そのうえで、エレベーターの設置については、導入効
果等を踏まえ、エレベーターを1基設置することで共用
部のバリアフリー化が可能となる、各住戸が共用廊下で
結ばれた廊下型の住棟のみを対象に進めることとしてお
ります。
　また、住戸の改善については、現時点では、浴室のな
い住戸への浴室設置を最優先として実施しているところ
であり、高齢者等対応住戸改善等と併せて、引き続き、
取組を進めてまいります。

273
(3)

・公募戸数を増やし常時募集
にすること。とりわけ、単身
者向けの公募戸数を増やすこ
と。

　市営住宅の入居世帯数は年々減少しており、また、公
募しても入居に至らない住戸があり、全体として市営住
宅に対する住宅確保要配慮者のニーズは一定充足してい
るものと考えております。
　引き続き、令和3年9月に策定した「住宅マスタープラ
ン」及び「市営住宅ストック総合活用指針」に基づき、
市営住宅の入居実態や需要等に合わせた管理戸数や供給
戸数の適正化を図ってまいります。
　また、年4回の公募に加え、令和3年11月から開始した
随時公募を実施してまいります。
　さらに、単身者向け住宅の公募については、応募機会
を増やすため、令和5年度以降は、一般公募と同様に、
年4回に拡充しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

273
(6)

☆・豊かな住まいを提供する
公営住宅の責務を果たすた
め、家賃を引き下げること。

　本市における市営住宅の家賃については、公営住宅法
に基づき応能応益家賃に設定しています。さらに、独自
に家賃を減免する制度を実施しております。

273
(5)

・市営住宅団地再生事業にお
いて、跡地の売却、定期借地
等の処分をしないこと。公共
用地として活用する場合にお
いても、周辺住民の声を聞
き、要望に応じて活用を検討
すること。
☆・市営住宅団地再生事業に
おいて、住戸面積について
は、水準を引き下げず「住生
活基本計画」における誘導居
住面積を指針にすること。

　団地再生事業等により生み出される用地については、
ポテンシャルを最大限に発揮させるべき貴重な資源とし
て、地域はもとより、本市全体の活性化に資する活用を
検討してまいります。
　住戸面積については、公営住宅法令における整備基準
において25㎡以上とされており、この基準に基づき、本
市では市営住宅条例において住戸面積は25㎡以上と定め
ており、新たに建設する住棟は条例に定める住戸面積を
確保しつつ、整備を進めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

273
(8)

子育て世帯向け・若年層世帯
向け住戸数をさらに拡充し、
市内全域に増やすこと。単身
者の入居基準から年齢基準を
外すこと。

　本市では、子育て世帯を対象に優先枠を設けた公募
や、子育て世帯に適した設備等を整備した子育て世帯向
けリノベーション住宅の公募を行っております。
　また、本市においては、特に単身高齢者の居住の安定
を図る必要があると考えており、単身入居の年齢基準は
60歳以上としております。現在でも単身の募集倍率は約
19倍と高いことから、年齢基準を外すことは考えており
ません。

273
(7)

・市営住宅の入居資格の収入
基準を引き上げ、募集対象を
拡大すること。

　市営住宅は、「住宅に困窮する低所得者」にお住まい
いただくためのセーフティネットであり、入居収入基準
額については、京都市住宅審議会から答申を受けた収入
基準額に基づき定めており、入居収入基準額の引上げは
考えておりません。
　なお、特に居住の安定を図る必要がある者として、子
育て世帯や高齢者、障害者については、本来の収入基準
（月額158,000円）より高い収入基準を設けております
（月額214,000円）。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・市営住宅管理運営 4,289,308

― ―

273
(10)

・障害者向け住宅について
は、全額市の負担で障害の状
況に対応できる居室や浴室へ
の改善をはかること。

　本市では、車いす常用者向けの住戸を整備するほか、
その他の住戸についても、バリアフリーデザインに関す
る法律等の基準に基づく整備を標準的なものとしてお
り、入居者個別の実情に合わせた住戸改善は、入居者自
身の御負担により実施していただくこととしておりま
す。

273
(9)

☆・市営住宅の大規模改修に
ついては、計画を立て、全て
の施設を対象に全面的改修を
進めること。

　本市では、公営住宅の効率的かつ円滑な改修や更新に
向け、「市営住宅ストック総合活用指針」を定め、適切
に公営住宅の長寿命化を図っております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

274　市営住宅の再整備にあ
たってはPFI手法をとらないこ
と。

　令和3年8月に策定した、行財政改革の具体的な取組を
掲げた「行財政改革計画」では、PFI等の多様な公民連
携手法、資金調達手法を用いた効果的・効率的な事業推
進を図ることとしております。
　団地再生事業等の市営住宅の再整備に当たっては、
「京都市PFI導入基本指針」に基づく PFI手法を含めた
民間活力の導入効果、可能性等を総合的に判断したうえ
で、適切な事業手法を検討してまいります。

273
(11)

☆・市営住宅の指定管理者制
度導入をやめ、民間任せにせ
ず市が公的責任を果たすこ
と。

　本市では、競争性の確保と高齢者の見守りなど、民間
のノウハウを活かしたサービスの更なる向上を図るた
め、議会の議決をいただき、令和6年4月から、向島団地
等において、指定管理者制度を導入しております。
　なお、指定管理者制度を導入したとしても、公営住宅
の事業主体としての本市の立場は何ら変わるものではな
く、公的責任を果たしてまいります。

274
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・洛西地域の持続可能な公共交通ネットワークの構
築【新規】

60,900

・ニュータウンの活性化に係る取組の推進 23,750

276

☆276　洛西地域のまちづくり
については、住民が切望して
いる交通、日常の買い物場所
の確保などまちづくりにおけ
る根本問題を解決すること。
総合病院の存続について責任
を持って対応すること。

　「洛西“SAIKO”プロジェクト」として、「便利で賑
わいのある暮らし」や「交通のバージョンアップ」等の
柱の下、全庁一丸となって取組を進めており、今後と
も、地域住民や事業者と連携して取組を進めてまいりま
す。
　また、洛西地域における医療提供体制については、西
京区内6つの総合病院を中心に相互に連携しながら地域
医療を担っていただいており、引き続き、体制の確保に
ついて、地域の医療資源や医療ニーズの状況等を勘案し
ながら、関係部署とも連携し、取り組んでまいります。

275
275　公共住宅であるUR住宅の
削減・民間売却方針の撤回を
国に求めること。

　京都府住生活基本計画において、住宅確保要配慮者の
居住の安定の確保に向け、公営住宅の他、UR賃貸住宅等
の公的賃貸住宅も含めた供給目標が示されております。
　UR賃貸住宅の売却の他、建替え、改修等も含めた方針
については、社会情勢の変化等を踏まえて都市再生機構
が判断されております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

■道路・橋りょう・河川・公園等の防災・減災対策
等

2,521,000

（うち、こどもまんなか公園魅力アッププロジェク
ト（遊具・樹木更新））

169,000

・街区公園等整備 13,166

●公園施設整備及び街路樹育成管理のより一層の推
進（洛西“SAIKO”プロジェクト）【新規】

70,000

●こどもまんなか公園魅力アッププロジェクト【新
規】（洛西“SAIKO”プロジェクトに計上の40,000千
円を含む）

864,000278

278　「京都市緑の基本計画」
に掲げた2025年目標達成と、
都市公園の整備目標（10㎡／
人）の達成に向けて、緑化に
とどまらず、公有地を活用す
るなど年次計画を策定し、京
都市の責任で公園の整備を促
進すること。都市計画が廃止
された松賀茂公園未開園部分
については、売却をやめ公園
として整備すること。

　公園の整備については、面積が500㎡以上、開園から
50年以上が経過した公園を対象に再整備を進めており、
依然として油断できない財政状況の中においても、市民
が安心・安全・快適に公園を利用できるよう、まずは既
存公園の老朽化に対応してまいります。
　また、一定規模以上の民間事業者等による開発行為に
おいては、公園を設置する義務があることから、毎年公
園面積は増加している状況です。
　なお、元松賀茂公園予定地については、令和6年4月に
民間事業者に売却したところです。

277
277　分譲マンション共用部分
のバリアフリー改修助成制度
を復活させること。

　分譲マンション共用部分のバリアフリー化に対する助
成については、管理組合が自発的にバリアフリー改修を
行うきっかけとなるよう、助成を実施してまいりました
が、本制度に対する需要が減少傾向であったことや、本
市で定めるバリアフリー成果指標の達成状況等を踏ま
え、本制度の役割は一定果たせたと考え、令和4年度か
らは廃止しました。今後とも管理組合運営の適正化に重
点を置いた支援施策を進めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

●公園維持管理 267,432

（うち、トイレットペーパーホルダーの設置） 290

●こどもまんなか公園魅力アッププロジェクト【新
規】

864,000

280

280　公園の老朽化トイレにつ
いては、改修予算を増額し、
改修箇所数を増やすこと。ト
イレットペーパー設置箇所を
増やすこと。

　老朽化トイレの改修については、トイレリニューアル
工事以外にも公園の再整備等の機会も捉えて実施してお
り、引き続きトイレの利用環境の改善等に努めてまいり
ます。
　トイレットペーパーについては、管理事務所が現地に
設置されている指定管理公園に設置しております。
　また、街区公園においても、現在、10公園においてト
イレットペーパーを設置しており、引き続き、地域にお
いて補充等の御協力をいただける公園に設置を進めてま
いります。

279
279　公園の整備にあたって
は、Park-PFI方式は採用しな
いこと。

　大宮交通公園の再整備においては、本市で初めて
Park-PFI制度を活用し、令和3年4月に再開園しました。
　今後も、公園再整備に当たっては、公園の特性や地域
を取り巻く状況、周辺住民のニーズを十分に把握すると
ともに、本市が策定したまちづくり方針を含め、民間事
業者からの提案がこれらに適合したものであるかどうか
について、十分に検証したうえで、本制度をはじめとす
る幅広い手法を用いて、公園の魅力向上、質の向上につ
なげてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

■道路・橋りょう・河川・公園等の防災・減災対策
等

2,521,000

（うち、こどもまんなか公園魅力アッププロジェク
ト（遊具・樹木更新））

169,000

・公園維持管理 1,507,285

●こどもまんなか公園魅力アッププロジェクト【新
規】

864,000

・まちづくり条例の運用 203

282

282　まちづくり条例は、住民
の立場に立ったものに見直
し、縦覧期間の延長、説明会
の義務づけ、周知範囲の拡
大、建築物の種類、規模など
対象となる建築物の拡大を行
うこと。

　「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条
例」については、届出対象となる集客施設である建築物
にぱちんこ店等を追加するとともに、本市及び市民の意
見を反映させるための手続等を充実させることを目的と
した改正条例を、平成27年4月に施行しました。今後と
も、良好なまちづくりの推進を図ってまいります。

281

281　公園の維持管理の予算を
抜本的に増額し、京都市が直
接責任を持つこと。営利企業
を参入させないこと。定期的
な除草や樹木の剪定などの回
数を増やすこと。

　子育て世代の移住・定住促進につながる魅力的なまち
の実現に向け、安全かつ充実した子育て環境が整う公園
を目指し、除草や遊具修繕等の維持管理を充実させてま
いります。
　また、公園における自動販売機の設置等に伴う使用料
収入の確保等、民間の力も活かしながら、更なる公園の
魅力向上に努めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・民間建築物のアスベスト対策 14,354

283
(1)

283　アスベスト対策について
は、解体にあたって周辺住民
に周知し、以下のように安全
対策を講じること。
・アスベスト対策が必要な建
築物解体及び処分費用につい
ては、補助制度の充実を国に
求め、労働者や地域住民の安
全のため補助制度を創設する
こと。不法投棄対策を行うこ
と。
・届け出の始まった法基準
「レベル３」についても、調
査費用や除去費用の補助を国
に求めること。
・市としてアスベスト除去現
場での完了検査を行うこと。
・建設アスベスト訴訟最高裁
の判断を受け、すべての被害
者の救済となる制度を早急に
構築するよう国に求めるこ
と。
・「アスベスト調査台帳」の
整備をきめ細かく進め、大気
汚染防止法の改正に伴い、
「アスベスト対策会議」等を
設置し、アスベスト・ゼロの
社会の実現に向けて対策を講
じること。

　解体を前提とする建築物のアスベスト除去について
は、大気汚染防止法等の関係法令によって適切な措置が
義務付けられていることから、補助対象とする必要はな
いと考えております。
　アスベスト調査台帳については、吹付けアスベストの
使用状況調査を行い、順次整備を行っているところで
す。引き続き、使用状況の把握に努めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

283
(2)

283　アスベスト対策について
は、解体にあたって周辺住民
に周知し、以下のように安全
対策を講じること。
・アスベスト対策が必要な建
築物解体及び処分費用につい
ては、補助制度の充実を国に
求め、労働者や地域住民の安
全のため補助制度を創設する
こと。不法投棄対策を行うこ
と。
・届け出の始まった法基準
「レベル３」についても、調
査費用や除去費用の補助を国
に求めること。
・市としてアスベスト除去現
場での完了検査を行うこと。
・建設アスベスト訴訟最高裁
の判断を受け、すべての被害
者の救済となる制度を早急に
構築するよう国に求めるこ
と。
・「アスベスト調査台帳」の
整備をきめ細かく進め、大気
汚染防止法の改正に伴い、
「アスベスト対策会議」等を
設置し、アスベスト・ゼロの
社会の実現に向けて対策を講
じること。

　大気汚染防止法では、建築物の解体等工事を行う際、
アスベストの有無を事前に調査し、適切にその結果を掲
示すること等の作業基準を遵守することが義務付けられ
ています。本市では、立入検査を実施することにより、
作業基準の遵守状況等を確認し、アスベスト飛散防止の
徹底を指導するとともに、完了報告書の提出を求めてお
ります。
　また、不法投棄対策としては、本市職員等による監視
パトロールなどを実施し、不法投棄の未然防止・早期発
見に努めております。
　令和3年4月の法改正により、「レベル3」建材にも規
制の対象が拡大したため、引き続き、監視・指導を徹底
し、アスベストの飛散を防止することで、市民の健康保
護に努めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

283
(3)

283　アスベスト対策について
は、解体にあたって周辺住民
に周知し、以下のように安全
対策を講じること。
・アスベスト対策が必要な建
築物解体及び処分費用につい
ては、補助制度の充実を国に
求め、労働者や地域住民の安
全のため補助制度を創設する
こと。不法投棄対策を行うこ
と。
・届け出の始まった法基準
「レベル３」についても、調
査費用や除去費用の補助を国
に求めること。
・市としてアスベスト除去現
場での完了検査を行うこと。
・建設アスベスト訴訟最高裁
の判断を受け、すべての被害
者の救済となる制度を早急に
構築するよう国に求めるこ
と。
・「アスベスト調査台帳」の
整備をきめ細かく進め、大気
汚染防止法の改正に伴い、
「アスベスト対策会議」等を
設置し、アスベスト・ゼロの
社会の実現に向けて対策を講
じること。

　アスベストの健康被害については、過去も含め石綿の
製造等に従事されたことのある従業者等に対する健康診
断、健康管理手帳、労災補償等の問合せ受付、相談が各
労働局等で実施されているほか、平成22年7月の石綿健
康被害救済法一部改正により、救済給付の対象となる疾
病が拡大されております。
　また、令和4年6月の同法一部改正では、特別遺族給付
金の請求期限の延長とともに支給対象が拡大されており
ます。
　今後とも、国の動向を注視してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

◆上下水道事業の充実を
284　公営企業に押し付けられ
ている「独立採算制」をやめ
るよう国に求めること。高金
利債の借り換えについても、
５％以下のものも含めて要件
緩和と枠の拡大を国に求める
こと。

　上下水道事業は、地方公営企業法に基づき、市民の生
活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する事業を独
立採算制により円滑に運営しており、引き続き、公営企
業として事業を推進してまいります。
　また、事業を安定的に運営するために必要な財政支援
については、引き続き、国に対して要望してまいりま
す。

285

285　「京都市水共生プラン」
は水循環や防災上の重要性に
鑑み、条例化して市民的位置
づけを高めること。

　「京都市水共生プラン」の推進に向け、引き続き、全
庁的な取組を進めるとともに、市民や事業者と連携しな
がら「京都市水共生プラン」の普及・啓発を図ってまい
ります。
　プランの条例化については、雨水流出抑制対策を進め
るに当たっての、市民や事業者との連携の在り方等も考
慮しながら、引き続き、慎重に検討を進めてまいりま
す。

284
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

287

287　料金滞納者に対して、丁
寧な対応をするとともに、保
健福祉局との連携をさらに強
めること。給水停止は行わな
いこと。

　水道料金等の滞納者に対しては、督促状送付、徴収委
託業者の訪問による督促後、なお支払がない場合には、
職員が訪問督促及び給水停止予告を行い、面談を重ね、
分割納付等の支払相談に応じるなど、丁寧な対応に努め
ておりますが、それでも納付いただけない場合は、やむ
を得ず給水停止を実施しております。
　また、真に生活に困窮している市民には、福祉事務所
の紹介やケースワーカーを交えた協議を行うなど、生活
実態に応じた丁寧な対応を行っております。
　今後も、生活困窮者を取り巻く社会情勢等の理解を深
めるために研修や意見交換会を開催するなど、保健福祉
局と上下水道局との円滑な連携に努めてまいります。

286
286　「資産維持費」を水道料
の原価に算入しないこと。

　資産維持費は、平成25年に実施した料金改定におい
て、財政収支の見通しを踏まえ、配水管更新のスピード
アップのための財源として導入したものであり、将来世
代に負担を先送りせず、持続可能な事業運営を確保する
ために必要と考えております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・鉛製給水管取替工事助成金制度 6,000

― ―

289

289　水道事業と結合した旧地
域水道事業への国庫補助制度
を引き続いて国に求めるこ
と。

　水道事業に統合した旧地域水道事業の施設の再構築や
耐震性及び安全性の強化などの経費については、他都市
などとも連携しながら、引き続き、国に対して国庫補助
制度の拡充を求めてまいります。

288

288　「鉛製給水管取替工事助
成制度」の周知徹底をはか
り、さらに限度額を引き上げ
ること。残存している宅地境
界から水道メーターまでの鉛
管に対しても周知と補助制度
の充実を行うこと。

　「鉛製給水管取替工事助成金制度」については、平成
30年度に助成金額の上限額を増額し、宅地境界から水道
メーターまでの鉛製給水管も助成対象に加えておりま
す。
　また、ホームページ、市民しんぶんへの掲載等による
周知や京都市指定給水装置工事事業者への周知を行うと
ともに、空き家等で鉛製給水管が残る宅地において、新
たに水道の使用を開始するお客さまに対し、申込時にお
ける周知も行っており、引き続き、制度の周知徹底に努
めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・雨水貯留施設設置助成金制度 3,600

・雨水浸透ます設置助成金制度 5,400

― ―

291

291　私道内の公共下水道及び
共同排水設備更新は、市が責
任を持ってすすめること。残
された敷設困難家庭に対し
て、補助支援制度を設けるこ
と。1962年以降の開発行為に
おける共同排水設備について
は、定期的な清掃を行うとと
もに、独自補助制度を創設す
ること。

　私道内の公共下水道は、他の公共下水道と同様、本市
において維持管理を行い、更新も行っております。
　公共下水道管が布設されていない箇所については、布
設困難な理由が箇所ごとに異なるため、一律に布設困難
箇所に対する補助支援制度を設けることは考えておりま
せん。また、共同排水設備についても、私有財産である
ことから、設置者等において維持管理を行うことが基本
であり、補助支援制度を設ける考えはございません。

290

290　雨水貯留設備及び雨水浸
透ます助成制度を拡充・普及
すること。公共施設等に積極
的に導入すること。

　雨水の流出抑制に資する雨水貯留施設や雨水浸透ます
については、設置目的や意義を周知するとともに、設置
助成金制度についても、引き続き普及啓発してまいりま
す。また、公共施設への設置や民間開発行為に対する設
置指導に努めており、今後も更なる普及を図ってまいり
ます。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・【収入】創エネルギー対策（大規模太陽光発電事
業、下水汚泥固形燃料化）

149,729

― ―

293

293　琵琶湖が放射能汚染され
た場合について研究を進め、
飲料水への被害想定を行い、
対策をとること。

　「京都市地域防災計画原子力災害対策編」の細部計画
である「京都市水道対策計画」に基づき、原子力災害が
発生し、又は発生のおそれが生じた場合には、緊急時モ
ニタリングや浄水処理の強化等を行い、水道水の安全を
確保してまいります。
　また、水道水の摂取制限に至った場合には、応急給水
槽・配水池における放射性物質に汚染されていない水の
確保、「災害時協力井戸」の活用、民間企業との協定等
による飲料水の供給等により代替水を確保してまいりま
す。

292

292　環境教育と一体に、疏水
を利用した小水力発電等の再
生エネルギーの活用を進める
こと。

　再生可能エネルギーの活用については、これまでから
上下水道施設への太陽光発電や小水力発電の導入に加え
て、下水処理工程で発生する汚泥から、バイオガスであ
る消化ガスを生成し、汚泥焼却炉等の燃料として利用し
ております。さらに、乾燥炭化した下水汚泥を固形燃料
としても有効利用しております。
　また、環境教育についても、青少年科学センターやさ
すてな京都において、水に関する環境学習に取り組んで
おります。
　なお、新たな小水力発電の導入については、採算性の
確保が困難であることから、当面実施する予定はなく、
今後、将来の大規模な改築更新に合わせて、事業として
採算性が見込めることを条件に、導入を検討してまいり
ます。

189



予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

295
295　市バス・地下鉄事業、上
下水道事業の消費税は、料金
に上乗せしないこと。

　消費税は、消費一般に負担を求める間接税であり、市
バス・地下鉄の運賃や水道料金等についても、適正に転
嫁し、利用者が公平に負担すべきものと考えておりま
す。

294

294　京都府の広域化計画に与
せず、上下水道事業の効率化
推進計画における民間活力の
導入はストップし、民営化・
コンセッション方式の導入は
行わないこと。運転管理業務
は事業運営の根幹にかかわる
業務であり直営に戻すこと。

　広域化・広域連携は、経営基盤の強化を図る手法の一
つとして示され、京都府が推進役として検討することと
されておりますが、実現可能な広域連携の取組を進める
とともに、それぞれの自治体にメリットがあるように、
長期的かつ幅広い視野で広域化の検討を進めてまいりま
す。
　また、公営企業としての責任の下、事業運営の根幹に
関わる業務は直営で実施していくとともに、民間にノウ
ハウや実績が蓄積されている業務など、委託してもサー
ビス水準の維持等に支障がないものは積極的に民間活力
を導入してまいります。
　なお、コンセッション方式は、今後も十分な調査・研
究が必要であり、現時点では、導入する考えはございま
せん。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・道路維持補修等 4,914,783

（うち、交通安全対策） 584,903

・学校安全教育の充実・学校安全対策の推進 19,487

（うち、「安全ノート」の作成・配布等） 2,493

297
(1)

297　遅れている通学路の安全
対策を緊急点検に基づいて早
急にすすめること。

　通学路の安全対策はこれまでから「京都市通学路・児
童の移動経路交通安全プログラム」に基づき、危険箇所
の課題や対応について関係機関と情報共有し、安全対策
を推進しております。
　千葉県八街市の事故を受けての緊急点検で報告された
369箇所についても、令和5年度12月末までに約9割とな
る354箇所の対策を完了しており、引き続き残る箇所も
含め効果的かつ適切な安全対策を実施してまいります。

296

◆生活道路優先の道路環境整
備を
296　国道９号線「西立体交差
事業」の葛野大路区間につい
ては、国に見直しを求めるこ
と。

　国道9号の西京区千代原口地区及び右京区葛野地区に
おいて、国土交通省が京都西立体交差事業を実施してお
ります。
　葛野地区については、引き続き、交通状況を注視して
いくと聞いております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

■道路・橋りょう・河川・公園等の防災・減災対策
等

2,521,000

（うち、バリアフリー対策（上桂地区）） 68,070

（うち、バリアフリー対策（大宮地区）） 84,488

・交通バリアフリー対策等 174,525

（うち、西院地区） 112,050

（うち、西大路地区） 62,475

●交通バリアフリー対策等 177,035

（うち、京阪七条地区） 85,835

298
298　全ての歩道を抜本的に改
善するなど、バリアフリー化
をすすめること。

　本市では、交通バリアフリー法に基づき、交通バリア
フリー全体構想を策定しております。
　全体構想において、24地区の重点整備地区の選定を行
い、各地区ごとに「道路特定事業計画」を策定し、順次
整備を進めており、現在8地区において、道路のバリア
フリー化が完了しております。
　今後も、事業実施に当たっては、完成地区を除く残る
16地区の優先度を見極めながら取組を進めていくととも
に、国補助金の確保に努め、着実な事業進捗を図ってま
いります。
 また、土木みどり事務所においては、「京都市道路の
ためのバリアフリーの手引き」に基づき、歩道整備事業
等を行う中で、バリアフリー化に努めております。

297
(2)

通学路のブロック塀の安全対
策については最後まで責任を
持ってすすめること。

　通学路のブロック塀の安全対策について、これまで教
育機関や福祉施設等の公共施設にあるブロック塀のう
ち、特に緊急性が高いものや倒壊した場合に児童や生徒
等に大きな被害が想定される道路に面したものの優先的
な改修工事や、本市職員による指導、普及啓発等によ
り、民間所有のブロック塀を対象とした安全対策を進め
てまいりました。
　令和6年度以降も、引き続き本市職員による指導、普
及啓発等を行い、通学路のブロック塀の安全対策を進め
てまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

300

300　東大路通の歩行空間整備
計画については、歩道の改修
など歩行者の安全確保とバス
待ち環境の改善に重点を置く
こと。

　東大路通については、平成28年度から実施していた歩
道環境やバス待ち環境の改善など「短期・中期の取組」
が令和3年度までに完了しております。
　また、令和3年11月から、今熊野橋の架け替え工事を
実施しております。
　引き続き「東大路通歩行空間創出推進会議」を通じ、
今後の方向性を検討してまいります。

299

299　横断歩道橋でしか渡れな
い交差点（堀川五条や国道大
手筋など）に、ベビーカーや
車いすなど歩行者が安全に道
路を横断できるよう、強く国
に働きかけることを含め、対
策をとること。

　本市では、「京都市交通バリアフリー全体構想」及び
「『歩くまち・京都』交通バリアフリー全体構想」によ
り、重点整備地区に選定した計24地区において、地区ご
との道路特定事業計画を策定し、生活関連経路等におい
て、道路のバリアフリー化工事を順次進めております。
　今後も、バリアフリー構想に基づく取組を進めるとと
もに、横断歩道橋に係る御要望の内容については、管理
者である国に伝えてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・道路維持補修等 4,914,783

（うち、舗装道補修） 1,963,431

（うち、交通安全対策） 584,903

・地域において日常的に利用される道路の維持補修 252,000

・街路樹等育成管理 864,816

●公園施設整備及び街路樹育成管理のより一層の推
進（洛西 “SAIKO”プロジェクト）【新規】

70,000

― ―

302
302　里道については、住民要
望に基づき舗装整備を行うこ
と。

　里道については、限られた財源の中、現状のまま維持
管理することを基本としており、道路改良を行うことは
困難ですが、市民からの要望や現地の状況等を踏まえ、
適切な維持管理に努めてまいります。

301

301　土木みどり事務所の予算
を増額すること。生活道路の
補修・改善や街灯設置をすす
めること。街路樹剪定回数を
増やし根上がりなど歩道環境
改善・整備をさらにすすめる
こと。

　生活道路については、引き続き、地域から寄せられる
身近な補修要望に応えられるよう、取り組んでまいりま
す。
　また、街灯については、今後も市民要望を基に現地調
査を行い、必要な箇所について設置を行ってまいりま
す。
　街路樹の育成管理についても、引き続き、必要な予算
の確保に努め、安心・安全でより良い市民生活の実現を
目指してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・道路事業 10,400,216

（うち、私道整備助成） 7,500

●私道整備助成 12,500

・●「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進 130,575

（うち、・京都市地域公共交通計画の推進） 572

（うち、・「スローライフ京都」大作戦（モビリ
ティ・マネジメントの推進））

6,283

（うち、・「歩くまち・京都」総合交通戦略の推
進）

2,212

304

11　市民の交通権を保障する
総合的な交通体系を確立し、
市民の足を守ること
304　市民が安全・安心に移動
できる権利としての「交通
権」を保障する「交通まちづ
くり基本条例（仮称）」を制
定すること。

　市民生活や社会経済を支える公共交通の維持・確保に
向けては、国や京都府、交通事業者、地域住民等と連携
しながら「「歩くまち・京都」総合交通戦略2021」に基
づく取組を、着実に推進していくことが重要であると考
えております。
　本市では、令和5年12月に「京都市地域公共交通計
画」を策定しました。引き続き、市民・交通事業者・行
政の三者が「自分ごと」、「みんなごと」としてそれぞ
れの役割を果たすことで、生活交通の維持・確保に取り
組んでまいります。

303

303　私道の舗装整備助成につ
いてはさらに補助率を引き上
げること。上下水道局とも連
携してＬ型側溝単独でも使え
るようにするなど運用を柔軟
にすること。

　公共の用に供している私道については、市民生活に
とって不可欠であることから、これまで、助成率の引上
げやL型側溝の整備を助成対象に加える等、制度の見直
しを行いながら本助成制度の更なる利用促進を図ってい
るところです。
　本助成制度は、舗装と付随するL型側溝を一体的に整
備することで、私道の整備を促進するものであり、L型
側溝の整備を単独で助成することは考えておりません。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進 130,575

（うち、・京都市地域公共交通計画の推進） 572

・●「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進 130,575

（うち、・「歩くまち・京都」総合交通戦略の推
進）

2,212

306

306　「歩くまち・京都」総合
交通戦略の推進にあたって
は、車の総量規制を行い、自
動車分担率をさらに引き下げ
ること。

　令和3年11月に策定した「「歩くまち・京都」総合交
通戦略2021」において、「非自動車分担率85％以上」と
いう高い目標数値を掲げ、市民、事業者、行政が連携
し、来訪者とともに人と公共交通優先の「歩くまち・京
都」の実現に向けた取組を進めているところです。
　パークアンドライドなどの歩行者優先のまちづくりに
資する自動車交通の効率化と適正化の取組や、公共交通
の利便性・快適性の向上に向けた取組など、本戦略に掲
げる方針・施策等をお互いに密接に連携させ、相乗効果
を創出しながら、取組を推進してまいります。

305

305　京都市のすすめている地
域公共交通計画の策定にあ
たっては、全行政区に協議会
（部会）を設置し、住民の意
見を反映させ、市民の足を守
るものにすること。

　「京都市地域公共交通計画」の策定に向けて、令和4
年4月に「京都市地域公共交通計画協議会」を設置する
とともに、地域主体で自家用有償旅客運送等を運行する
山間地に加え、山科、洛西など、これまでから地域の交
通課題を議論してきた「地域公共交通会議」を部会に位
置付けております。
　令和5年12月には同計画を策定し、市民・交通事業
者・行政のそれぞれが連携しながら、主体的に生活交通
の維持・確保に取り組んでいるところです。
　各地域における交通課題については、地域ごとの状況
やニーズも様々であることから、会議体の設置ありきで
はなく、地域の声に寄り添いながら、引き続き丁寧に対
応してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進 130,575

（うち、・京都市地域公共交通計画の推進） 572

（うち、・「スローライフ京都」大作戦（モビリ
ティ・マネジメントの推進））

6,283

（うち、・「歩くまち・京都」総合交通戦略の推
進）

2,212

・鉄道施設の利用環境整備の推進 114,626

■道路・橋りょう・河川・公園等の防災・減災対策
等

2,521,000

（うち、バリアフリー対策（上桂地区）） 68,070

（うち、バリアフリー対策（大宮地区）） 84,488

・交通バリアフリー対策等 174,525

（うち、西院地区） 112,050

（うち、西大路地区） 62,475

●交通バリアフリー対策等 177,035

（うち、京阪七条地区） 114,040

308

308　交通バリアフリー構想の
推進にあたっては、すべての
鉄道駅等とその周辺道路等バ
リアフリー化に取り組むこ
と。重点整備地区についても
長期間経過したものについて
は改めて見直し・改善を行う
こと。

　全体構想で選定した利用者数概ね3,000人以上の駅に
ついては、令和4年度に全ての整備が完了しました。利
用者数3,000人未満の駅については、多くが地域鉄道の
駅であり、各事業者によってホーム改修等に併せて可能
な限りバリアフリー化が進められており、当該整備に対
し、国・京都府・本市が協調して支援を行っておりま
す。
　さらに、大手民間鉄道事業者の多くは、令和5年4月か
ら国の「鉄道駅バリアフリー料金制度」を活用し、独自
で整備を進めております。
　また、重点整備地区内の道路のバリアフリー化につい
ては、令和6年度は上桂地区、大宮地区、西院地区、西
大路地区、京阪藤森地区、京阪七条地区において整備を
行ってまいります。

307

307　交通不便地域対策は、京
都市が責任を持って重点政策
として取り組むこと。住民の
運動を引き続き支援するこ
と。民間事業者に対しても、
交通不便地域での増便、路線
の充実を支援するとともに、
バス待ち環境やバス停バリア
フリー化予算を増額する等の
支援を強めること。国に支援
を求めると共に、京都市とし
ても支援すること。

　本市では、これまでから、モビリティ・マネジメント
の取組や民間バス事業者が行う路線充実の実証運行、地
域が主体となって実施する運行への支援等に取り組んで
おります。令和6年度は、地域が主体的に実施する運行
に対する支援制度の充実を図ることとしており、引き続
き取組を進めてまいります。
　また、令和5年12月に策定した「京都市地域公共交通
計画」に基づき、市民・交通事業者・行政の三者がそれ
ぞれの役割を果たして生活交通の維持・確保に取り組ん
でまいります。
　なお、バス利用環境の整備については、平成29年度か
ら民間バス事業者への支援を進めた結果、バス事業者と
協議が調ったものについては、令和元年度末で全て整備
が完了しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

310
310　公営バス事業に対する補
助制度を確立するよう国に求
めること。

　公営バス事業に対する国庫補助金の拡充に向けた要望
については、これまでから、あらゆる機会を捉えて要望
しており、引き続き、他都市等とも連携を図り国に働き
掛けてまいります。

309

◆市バス・地下鉄の改善を
309　民間の参入・撤退を自由
にする規制緩和の撤回と、公
共交通を守る法改正を国に求
めること。

　市バス事業は、市域のバス輸送の約82パーセントを
担っており、市内の民間バス事業者の理解と協力を求め
ながら、京都市民の足を守っております。規制緩和の是
非は国において議論されるものと認識しております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

312

312　住民から要望のあるバス
路線を確保すること。区役所
をはじめ公共施設へのバス路
線を拡充し市民の利便性の向
上を図ること。そのための一
般会計からの必要な補助金を
確保すること。

　区長懇談会や電話・メール等を通じていただく地域の
皆様からの御要望については、内容を精査したうえで可
能なものはお応えしており、路線や停留所の新設等にこ
れまでからも取り組んできたところであり、令和6年6月
実施の市バス新ダイヤにおいても、地域の要望にお応え
した系統の新設や見直し等を行います。
　今後とも、利便性の向上に努めるとともに、一般会計
の任意の財政支援を受けない運営を継続してまいりま
す。

311

311　地下鉄改修・維持管理・
安全対策・施設更新に対する
補助制度を抜本的に拡充する
よう国に求めること。

　地下鉄改修に対する国の補助制度の改善については、
これまでから、あらゆる機会を捉えて、「鉄道施設の改
修・更新事業に対する補助制度の拡充」を要望してお
り、引き続き、要望してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・洛西地域のまちづくりと連携したＩＣ定期券の共
通利用化に向けたシステム改修等

44,998

― ―

314
314　バスとバス、バスと地下
鉄の乗り継ぎは無料とし、利
便性の向上を図ること。

　令和5年4月から、市民の皆様を中心とした御利用頻度
の高い方を対象に、ICカードによるポイントサービスを
導入し、そのサービスの一つとして、バスとバスの乗継
割引については150円、バスと地下鉄の乗継割引につい
ては120円の割引を実施しております。
　無料乗継については、現在の厳しい経営状況の中、慎
重に検討してまいります。

313

313　地域のまちづくりと連携
する路線・ダイヤの充実を図
るとともに他の交通機関と連
携し、いっそう便利なまちづ
くりをすすめること。

　市バスの路線・ダイヤについては、これまでから、駅
前広場の整備や公共施設の開設、大型商業施設の開業
等、沿線環境の変化に合わせた見直しを行うとともに、
地域の皆様が主体となった「モビリティ・マネジメン
ト」の活動とも連携して、利便性の向上に取り組んでき
たところです。
　令和6年6月実施の市バス新ダイヤでは、洛西地域を運
行する民営バス事業者との運賃制度のシームレス化な
ど、洛西地域のまちづくりと連携した運行の見直しを行
うこととしております。
　引き続き、他の交通事業者とも連携しつつ、御利用い
ただきやすい公共交通ネットワークの維持確保に努めて
まいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・バス待ち環境向上【充実】 20,632

・バス停における乗降口のバリアフリー改修 3,000

316

316　点字ブロックの敷設や歩
道の整備など、全バス停のバ
リアフリー化を全庁支援のも
とで促進すること。

　障害のある方にも安心して市バスを御利用いただける
よう、道路管理者の協力を得ながら、「京都市みやこユ
ニバーサルデザイン推進条例」に基づき、点字ブロック
の敷設をはじめ、計画的に停留所の環境整備に取り組ん
でまいります。

315

315　バス待ち環境を改善する
ため、ベンチ・上屋、接近表
示機等の設置箇所を増やする
こと。設置困難箇所について
の研究をすすめること。

　本市では、バス待ち環境の向上を目指し、ベンチや上
屋の整備を積極的に進めてまいりました。ベンチについ
ては条件が整った箇所から順次設置を進め、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により延期していた上屋について
は、令和6年度から新規整備を再開し、快適なバス待ち
環境の向上に努めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・停留所における安全性確保のための対策 1,000

― ―

318
318　バスの運転手の賃金表
は、現行１表に統一するこ
と。

　市バス運転士の給与は、平成12年に、国家公務員のう
ち自動車運転手などの技能労務職に適用される給料表に
準じる形で運輸職給料表を導入しました。民間事業者と
比較しても遜色ない給与水準であることから、適切な給
料表であると考えており、引き続き、現行制度を適正に
運用してまいります。

317

317　バス停と横断歩道が近接
している「危険バス停」につ
いて、道路管理者等と協議し
早急に解消すること。

　市バスでは、これまでから、停留所の安全性向上に向
けて、安全対策が必要な停留所の解消に努めておりま
す。
　現在、54か所が安全対策が必要な停留所とされており
ますが、停留所への注意喚起文の掲出等のソフト対策に
も取り組むなど、引き続き、お客様に安全・安心に御利
用いただけるよう、停留所の安全性向上に取り組んでま
いります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

320

320　整備部門の民間委託を撤
回し、技術継承をはかるた
め、整備士の計画的採用・養
成を進めること。

　市バス・地下鉄の整備業務については、効率的な運営
に留意しつつ、長年培ってきた技術と経験を引き継ぎ、
安全運行のための適正な整備水準の確保や委託先への指
導監督等の安全管理の徹底を図るため、今後も必要な体
制を確保してまいります。

319

319　「管理の受委託」は撤回
し、直営の市バス路線を拡大
すること。委託先労働者の労
働条件・健康管理について
も、交通局として把握し、責
任を持つこと。さらに安全対
策についても直営と同じ対応
をすること。

　管理の受委託については、事業の効率化を図りながら
市バスネットワークを維持するための有効な手段と認識
しております。
　委託先の労働条件については、各社の責任の下、労働
関係法令を遵守したうえで取り決められております。そ
のうえで、本市においても受託者選定の際には、法令を
遵守し安全性を確保していることを確認するとともに、
ダイヤ改正の際には、業務量の変化に対して人員の増減
が適正であることをその都度確認しております。
　委託先における事故防止については、交通局の毎月の
重点目標や年間の事故防止目標を委託先と共有すること
などにより、同じ目標に向かって取組を進めておりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

322

322　地下鉄烏丸線のホーム転
落防止柵を、早急に全駅に設
置すること。具体的な計画策
定を行うこと。

　烏丸線の可動式ホーム柵設置については、地下鉄ホー
ムの安全確保に有効な手段であると考えております。令
和5年1月には、視覚に障害のある方の御利用が多く、京
都府視覚障害者協会から陳情も頂いており、かつ、ホー
ム柵未設置駅の中で最も地下鉄御利用者が多い北大路駅
への設置を完了しております。
　残りの11駅については、設置方針そのものに変更はあ
りませんが、多額の費用を要することから、新型コロナ
ウイルス感染症の影響による経営状況の悪化により、や
むを得ず延期している状況です。
　実施時期については、今後の経営状況の回復を見なが
ら判断してまいります。

321
321　回送バスを減らし、営業
運転に転換すること。

　市内の広範な路線網とダイヤを6営業所・1出張所の限
りある輸送力で維持するため、必要最小限度の回送運行
は必要ですが、一部を営業運行に振り替えるなど、これ
までからその縮減に努めてきたところです。引き続き、
可能な限り回送バスの運行が少ない効率的な運営となる
よう努めてまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・放置自転車対策 276,639

（うち、民間自転車等駐車場整備助成金） 8,000

― ―

324
324　安全面に配慮しつつ、地
下鉄ホームにベンチや腰掛
バーを増設すること。

　地下鉄駅のホーム階におけるベンチや腰掛バーについ
ては、混雑時において、お客様がスムーズに通行できる
ように設置する必要があること、また、緊急時におい
て、避難経路として必要な通路幅を確保しなければなら
ないことから、増設については、安全面の観点から困難
と考えております。

323
323　すべての地下鉄駅に駐輪
場を整備すること。利用料金
を引き下げること。

　本市では、積極的に自転車等駐車場の整備を進めるた
め、整備費用の一部を助成する「京都市民間自転車等駐
車場整備助成金制度」等により、民間事業者による整備
の促進を図っており、ほぼ全ての地下鉄駅周辺に一定数
の駐輪場を確保しております。
  今後も、各地域の放置自転車の状況や駐輪需要を踏ま
え、必要な駐輪スペースの確保に努めてまいります。
　市営駐輪場の利用料金については、条例に定める額の
範囲内において、指定管理者が市長承認を得て定めるこ
ととしており、引き続き、駐輪場の利用状況、近隣施設
の利用料との均衡等の社会情勢の変化を踏まえ、指定管
理者とも連携し、適切な利用料金の設定に努めてまいり
ます。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・地下鉄車内防犯カメラの設置【充実】 24,596

― ―

326
☆326　バス一日乗車券を復活
し、料金を下げること。

　バス1日券は、御利用の9割が観光客で、この乗車券を
使用し、時間がかかっても市バスのみで観光地を巡る移
動スタイルが多く、結果として市バスの混雑の一因と
なっておりました。
　今後の京都観光の回復を見据えると、市バスの混雑対
策は最重要課題であることから、様々な対策の一つとし
て、バス1日券の廃止を決定し、令和5年9月末をもって
販売停止、令和6年3月末をもって利用停止といたしまし
た。
　合わせて、地下鉄・バス1日券を積極的に販売するこ
とにより、バスの集中利用を分散させ、市民・観光客双
方にとって快適に御利用いただける市バスを目指すもの
であり、バス1日券の販売を復活させることは考えてお
りません。

325

325　痴漢対策は、強化期間だ
けでなく、通年の取り組みと
してさらに対策を強化するこ
と。

　痴漢対策については、痴漢は犯罪との認識の下、地下
鉄では、鉄道警察隊と協力して、啓発ポスターの掲出等
を行うとともに、強化活動期間や受験シーズンには車
内・駅構内での啓発放送を実施する等の取組を行ってい
ます。その他の期間においても、啓発ポスターの掲出、
テロップによる啓発、駅係員の構内巡視等の取組を継続
して実施しております。
　また、烏丸線新型車両への車内防犯カメラの設置を進
めるとともに、更なる取組として、令和6年度から令和
10年度にかけて、烏丸線及び東西線の全ての既存車両に
も新たに車内防犯カメラの設置を進め、犯罪の抑止を
図ってまいります。
　市バスでは、全車両にドライブレコーダーを搭載して
おり、車内のほぼ全域の状況を常時録音・録画し、その
旨を車内にステッカーで掲出するとともに、「痴漢は犯
罪です。」と車内放送で啓発を行い、犯罪の抑止を図っ
ております。
　引き続き、警察と密に連携し、痴漢対策に取り組んで
まいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・地下鉄駅トイレにおける生理用品の無料提供サー
ビス導入【新規】

278

・地下鉄駅構内への授乳スペースの継続設置 922

328
☆328　地下鉄全駅構内に、授
乳スペース（個室ベビーケア
ルーム）を設置すること。

　現在、東山駅にベビーケアルームを試行設置し、御利
用状況や御利用実態を把握しているところであり、今後
の展開については、この結果や設置条件を見極めながら
検討してまいります。

327
☆327　地下鉄全駅のトイレ個
室ごとに、生理用品を配備す
ること。

　令和6年度には、誰もが安心して地下鉄を御利用いた
だける環境整備に向け、地下鉄駅の女性用トイレにおい
て、生理用品を無料で提供するサービスを導入すること
としており、特にお客様の御利用が多い駅または学校が
近接する駅において15か所程度に設置を進めてまいりま
す。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

330
330　市有公共施設へのネーミ
ングライツは実施しないこ
と。

　ネーミングライツは、市民や事業者の皆様の支援によ
り本市施設等の魅力を高めるとともに、本市の新たな財
源を確保し、もって社会貢献の促進及び本市財政の健全
化に寄与するものと考えております。
　今後も、市民や市会の理解を得ながら、ネーミングラ
イツの導入を推進してまいります。

329

12　公正・公開・市民参加の
市政運営を
329　市民のプライバシー権を
侵害し、戦争協力事務である
自衛隊への個人情報の提供は
やめること。

　自衛官募集事務は市町村の法定受託事務と定められて
おり、平成30年度からは、防衛省からの協力依頼等を踏
まえ、対象者を限定し、住所、氏名のみを宛名シールで
提供する方法へと改めたところです。
　自衛隊への情報提供に当たっては、提供を希望されな
い方からの申請に基づき、自衛隊に提供する情報から当
該申請者の情報を除外するほか、個人情報保護に必要な
事項を覚書として締結するなど個人情報の取扱いに十分
留意しており、今後とも、法令に沿って適切に取り組ん
でまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

331　市職員は正規職員を基本
とすること。会計年度任用職
員等は正職員との均等待遇と
し、処遇を改善すること。更
なる職員削減につながる民間
委託や職務廃止は行わないこ
と。

　本市ではこれまでから、簡素で効率的な執行体制の確
保のため、正規職員と非常勤職員等の適切な役割分担の
下、適正な人員配置を行ってまいりました。
　非常勤職員等の処遇については、常勤職員との均衡等
を考慮した適切なものとなっておりますが、引き続き、
地方公務員法の趣旨やその職務職責に応じた勤務条件で
あるよう、所要の点検・検討を行ってまいります。
　また、引き続き、市民のいのちと暮らしを守るための
行政サービスの維持や、新たな行政需要への対応に必要
な執行体制の強化を行いつつ、事業見直し、民営化、委
託化、デジタル化等による業務効率化などにより、職員
数の適正化を進めてまいります。

332
332　法の趣旨に基づき、障害
者法定雇用率達成に止まら
ず、積極的に採用すること。

　令和5年度の障害者雇用率は2.73％（前年度＋0.12ポ
イント）となり、法定雇用率を達成しております。
　今後、法定雇用率の引上げが予定されていることを踏
まえつつ、引き続き、障害のある方の新規採用の取組を
推進するとともに、採用後も職場でいきいきと継続して
活躍することができるよう職場定着に向けた支援等を
行ってまいります。

331
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・●保有資産のより一層の有効活用 1,253,379

（うち、・効果的かつ効率的な債権回収） 4,456

― ―

334

334　「部落差別の解消の推進
に関する法律」は、新たな差
別をつくり出すとともに、市
民の中に分断を持ち込み、部
落差別を固定化する危険性が
あることから、京都市は、法
律の具体化及び推進をしない
こと。推進をはかるためのあ
らゆる調査活動を行わないこ
と。

　本市では、京都市人権文化推進計画において、人を
「生まれ」や「住んでいる地域」を理由として差別する
行為を許さない社会づくりを目指し、人権意識の高揚に
向けた人権教育・啓発の取組を進めております。
　「部落差別の解消の推進に関する法律」では、国との
適切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じた施策を講
ずるよう努めることとされており、本市においては、法
を踏まえ、教育・啓発等に取り組んでまいります。
　また、法に基づく実態調査は、新たな差別を生むこと
がないように留意しつつ、真に部落差別の解消に資する
ものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討
することとされており、法に基づき適切に対応してまい
ります。

333

333　債権管理条例に基づく、
機械的な徴収は行わないこ
と。滞納処分は、所得税法に
基づき、被処分者の生活費の
確保を厳守すること。換価の
猶予など、国制度に準じて適
用し、周知、徹底すること。

　京都市債権管理条例第6条に基づき、債務者の支払能
力その他本市の債権の管理に必要な情報の把握に努める
とともに、適切かつ効率的な徴収の取組を進めてまいり
ます。
  本市においては、催告等による納付勧奨を行っても、
それに応じず納付がなく、かつ、財産調査により納付す
る資力があると確認できたときは、差押えを執行するこ
ととしております。ただし、個別事情等により、差し押
さえることが適当でないと認められるときは、徴収緩和
の措置を講じております。
　また、差押えの執行に当たっては、生活保障の観点か
ら、給与等の差押禁止額等、法令に定められている差押
禁止財産の規定を厳格に遵守してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・人権文化推進計画の推進 39,220

（うち、人権文化推進計画進行管理） 4,353

（うち、企業啓発事業） 1,718

― ―

336

336　「ヘイトスピーチ規制条
例（仮称）」をつくること。
ヘイトスピーチ・ヘイトクラ
イムの根絶のために、国に人
種・民族的属性・外国人であ
ることを理由にした差別的な
取り扱いを禁止する立法を求
めること。

　本市では、京都市人権文化推進計画や京都市国際都市
ビジョンに基づき、多様な文化を尊重し、国籍や民族の
違いなどにより不当な差別を受けることのない社会の実
現を目指しております。
　ヘイトスピーチ解消法では、国や自治体の責務とし
て、啓発等の取組を行うことが定められており、本市と
してヘイトスピーチが許されない旨の啓発活動や、市民
が異なる文化に触れ、理解や共感を深める機会づくりに
取り組むとともに、国に対しても、不当な差別的言動の
解消に向けたより実効性のある対策を要望しているとこ
ろです。

335

335　「差別事象に係る対応に
ついてのガイドライン」は直
ちに廃止すること。行政の主
導による市民と企業への「人
権啓発」の名による同和研修
の押しつけはやめること。市
職員の公費による参加をやめ
ること。

　「差別事象に係る対応についてのガイドライン」は、
「同和問題に係る差別事象の処理に関する要綱」の廃止
の経過を踏まえ、局区等が人権課題全般にわたって適切
な対応を図るうえで基本的な考え方を示すものとして必
要と考えております。
　人権文化の息づくまち・京都を実現するためには、人
権啓発の取組を市民・企業等との連携の下、効果的に推
進する必要があり、様々な人権課題に係る企業向け研修
を実施しております。なお、市職員の公費による研修等
の参加については、これまでからも適切に対応してお
り、引き続き同和問題に限らず様々な人権課題への取組
に関する情報収集の一環として、本市が主体的にその必
要性を判断してまいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・消費生活基本計画の推進 16,928

（うち、消費者相談） 2,821

（うち、多重債務者対策） 371

・市民相談事業 24,236

338

338　多様化する消費者被害を
未然に防止し、相談件数の増
加にも対応できるよう、以下
の点に取り組むこと。
・京都市消費生活総合セン
ターの相談体制を強化するこ
と。夜間の電話相談も実施す
ること。
・相談員の雇用形態は会計年
度任用職員ではなく正規雇用
とすること。
☆・市民が無料で利用できる
「京都市民法律相談」につい
て、相談の枠・体制を拡充す
ること。
・反社会的カルト団体による
被害防止対策を強化するこ
と。

　消費生活相談員資格等の専門的な資格を持った消費生
活相談員を会計年度任用職員として任用しており、多様
化する消費生活相談に対し、適切に助言等ができるよ
う、相談員の資質の向上に努めております。
　また、夜間の相談については、24時間、インターネッ
トによるメール相談を受け付けております。
　京都市民法律相談については、区役所・支所の対面相
談枠の拡充やインターネット予約の導入など、利便性の
向上に取り組んでおります。
　いかなる団体等による被害であっても、これまでから
霊感商法などに係る被害相談を含め、多様化する消費生
活相談に対し、相談員がきめ細やかに対応するととも
に、消費者被害の防止・救済のため、情報発信をはじめ
とした啓発や、幅広い世代への消費者教育に取り組んで
おり、引き続き適切に対応してまいります。

337

☆337　「国際交流・共生推
進」を掲げる自治体として、
「出入国管理及び難民認定
法」について、国際人権基準
に沿った人権尊重の制度に見
直すよう国に求めること。

　「出入国管理及び難民認定法」については、国におい
て、補完的保護対象者の認定制度の創設など保護すべき
外国人への対応を強化しつつ、適正な在留管理を図るた
めに、令和5年6月に同法を改正されたと認識しておりま
す。
　本市では、京都市人権文化推進計画や京都市国際都市
ビジョンに基づき、多様な文化を尊重し、国籍や民族の
違いなどにより不当な差別を受けることのない社会の実
現を目指しており、引き続き、啓発活動や、市民が異な
る文化に触れ、理解や共感を深める機会づくり等に取り
組むことにより、外国籍の方をはじめとしたあらゆる市
民の人権が尊重される多文化共生のまちづくりを進めて
まいります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

340

340　大阪へのカジノ・IR誘致
計画については、今でも高い
ギャンブル依存症の割合をさ
らに高め、安全な地域社会の
形成を阻害するなど、関西地
域に深刻な影響を与えるもの
であり、認定を取り消すよう
国に求めこと。

　大阪府・市へのカジノ・IR誘致については、令和5年4
月に、政府が整備計画を認定しましたが、引き続き、広
域観光の観点等から、動向を注視してまいります。

339

339　京都市過疎地域持続的発
展計画においては、産業・交
通・水道分野にとどまらず、
医療、保育、教育分野につい
ても支援を強化すること。

　これまでから、京都市過疎地域持続的発展計画（令和
3年度～令和8年度）に基づき、道路、交通、地域水道等
の生活基盤の充実を図るとともに、医療の確保や教育環
境の整備等に取り組んできたところです。
　令和6年度につきましても、引き続き、地域住民の生
活基盤を支える事業や医療、保育、教育分野の整備な
ど、京北地域の持続的な発展に向けた取組を進めてまい
ります。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・万博に向けた機運醸成・誘客等推進事業 32,200

― ―

― ―

・高齢化が進む被爆者の生活
面なども含めた実態調査を行
い、被爆者援護施策を強化す
ること。

　被爆者の方々の健康実態については、国の責務の下、
実施主体である京都府から委託を受けて、各区の健康長
寿推進課で健康診断を実施しております。

342
(1)

342　被爆者援護と平和行政の
具体化・推進を図ること。
・広島、長崎、沖縄への修学
旅行の実施や、被爆・戦争体
験を聞くことなど、平和の学
習を強めること。

　本市立学校においては、学習指導要領を踏まえ、社会
科、道徳科等を通じた教育活動をはじめ、広島・長崎・
沖縄などへの修学旅行では、被爆体験を含む戦争体験講
話の聴講など、これまでから平和の大切さを学ぶ取組を
進めております。

341

☆341　パビリオンの建設の遅
れや建設労働者のいのちや安
全が守られず、多大な負担を
国民に押しつける大阪・関西
万博の中止を国、大阪府・市
に求めること。

　人や自然など様々な「いのち」を大切にし、共生する
中で、奥深い文化を育んで来た京都は、「いのち輝く未
来社会のデザイン」という万博のテーマとの親和性もあ
り、大阪・関西万博の開催は、京都の発展に向けた絶好
の機会となります。
　このため、令和5年度に市・府・経済団体・有識者等
で構成する「大阪・関西万博きょうと推進委員会」を立
ち上げ、オール京都としての考え方等をまとめた「大
阪・関西万博きょうと推進構想」を策定し、取り組んで
いるところです。
　引き続き、本市もオール京都の一員としての役割を果
たすとともに、多くの国や地域が参加する大阪・関西万
博を京都の活性化に最大限活かせるように取り組んでま
いります。

342
(2)
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

― ―

342
(4)

・国に対して、原爆症認定基
準を早急に見直すよう強く求
めること。

　原爆症認定基準の見直しについては、被爆者や専門家
で組織される厚生労働省の検討会により、一定議論が行
われてまいりました。社会状況等の変化を踏まえ、国が
検討するものであるため、本市としては、引き続き国の
動向を注視してまいります。

342
(3)

・被爆２世、３世の医療費補
助を創設すること。

　被爆者の援護施策については、国の責務の下、都道府
県が行うべき業務となっており、被爆者の子や孫である
被爆2世、3世への援護についても国において検討される
べきものと考えております。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

― ―

・被爆者援護事業補助金 400

342
(6)

・被爆・戦争体験の語り部や
相談活動への支援などを拡充
すること。

　語り部や相談活動等の各種事業を援助することを目的
として、被爆者団体への被爆者援護事業補助金を交付し
てまいりましたが、本市の財政状況を踏まえ、同補助金
を拡充することは困難です。

342
(5)

・平和首長会議がすすめる
「2020ビジョン」の早期達成
を他の自治体に働きかけるこ
と。核兵器禁止条約の締結を
国に働きかけること。

　本市においては、2020年までの核兵器廃絶の実現に向
けた「ヒロシマ・ナガサキ議定書」に賛同する旨の国際
署名や、「北東アジア非核兵器地帯化を支持する声明」
に賛同する旨の国際署名を行うなど、平和首長会議と共
に、核廃絶を求める声を国際社会に伝えるための取組を
行ってきたところです。
　核兵器禁止条約については、本市も加盟する平和首長
会議の国内加盟都市会議において、国に対して、核兵器
廃絶に向け力を尽くすとともに、条約に署名・批准する
よう、強く要請しているところです。
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予算事業名
R5年度12月補正:■、R5年度3月補正:☆
R6年度第一次:・、R6年度第二次：●

予算額
（千円）

令和６年度予算要望に対する回答

整理
番号

要望 回答

・消費生活基本計画の推進 16,928

（うち、消費者啓発） 7,028

（うち、消費者相談） 2,821

343

◆統一協会及び関連団体との
関係を調査し、対策を講じる
こと
343　反社会的カルト集団・統
一協会（世界平和統一家庭連
合、関連団体含む）について
は、以下の対策を行うこと。
・市として統一協会および関
連団体と一切の関係を持た
ず、毅然とした対応を取るこ
と。統一協会および関連団体
の集会・イベントにおける、
「市長および市幹部職員の参
加・挨拶・祝電・メッセージ
の送付」「市による名義後
援」「市広報物への情報掲
載」「市施設の使用許可」、
また、統一協会および関連団
体による「市事業への参
画」、本市や外郭団体への
「表敬訪問」「寄付行為」等
の有無について調査し、その
結果を公表すること。本市と
して一連の行為を行わないこ
と。
・相談窓口の体制強化、なら
びに被害を防止するための啓
発強化に取り組むこと。市内
の大学・専門学校等での統一
協会および関連団体について
の注意喚起を行うこと。

　本市ではこれまでから、法令に反する行為や不当な働
き掛け等については、いかなる団体等であれ毅然とした
対応を行っております。
　当該団体については、霊感商法等の被害等に対して各
地で民事裁判が行われ、団体の関与や賠償責任を認める
判決が出ており、社会的に大きな問題があったとの認識
のもと、今後市として関わりを持たないと既に表明して
おります。
　また、本市では、これまでから霊感商法などに係る被
害相談を含め、多様化する消費生活相談に対し、相談員
がきめ細やかに対応するとともに、消費者被害の防止・
救済のため、情報発信をはじめとした啓発や、幅広い世
代への消費者教育に取り組んでおり、引き続き適切に対
応してまいります。
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